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FCO (Foreign and Commonwealth Office)：イギリス外務英連邦省 
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OIC (Organisation of the Islamic Conference)：イスラーム会議機構 

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)：石油輸出国機構 

PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine)：パレスチナ解放人民戦線 

PNC (Palestinian National Council)：パレスチナ民族評議会 

PLO (Palestine Liberation Organization)：パレスチナ解放機構 

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)：ストックホルム国際平和研究所 

SOCAL (Standard Oil Company of California)：カリフォルニア・スタンダード石油会社  

TAPline (Trans-Arabian Pipeline)：アラブ横断パイプライン 

UNEF (United Nations Emergency Force)：国際連合緊急軍 

UNISPAL (United Nations Information System on the Question of Palestine)：パレスチナ問題

に関する国連情報機構 

UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestine)：国連パレスチナ問題特別委員会 

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization)：国連休戦監視機関 

USAID (United States Agency for International Development)：アメリカ国際開発庁 

USMTM (U.S. Military Training Mission)：アメリカ軍事訓練ミッション 
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序章 分析の視角 

 

第一節 問題の所在 

 

（1）サウディアラビアとアラブ・イスラエル紛争  

 

アラブ諸国とイスラエルの間で第四次中東戦争が繰り広げられていた 1973 年 10 月 17

日、アラブ石油輸出国機構（Organization of Arab Petroleum Exporting Countries: OAPEC）

に加盟するサウディアラビア、クウェート、リビア、アラブ首長国連邦、アルジェリア、

カタル、エジプト、シリア、バハレーンの 9 カ国は、アメリカの親イスラエル政策に変更

を促すため、原油生産量を毎月 5％削減することを決定した1。しかし、それにもかかわ

らず 10 月 19 日にアメリカのニクソン（R. Nixon）大統領がイスラエルへの緊急軍需物資

援助を議会に求めたため、サウディアラビアは 10 月 20 日に、その他の OAPEC 加盟国も

その後次々と対米石油禁輸措置を発動した2。この戦争の時ほど、アラブ・イスラエル紛

争3とサウディアラビアをはじめとした湾岸諸国4の対外政策が連動した時はなかった。 

しかし、アラブ・イスラエル紛争とサウディアラビアの政策が連動したのは何も第四

次中東戦争の時だけではなかった。例えば、1945 年 2 月にアメリカのローズヴェルト（F. 

Roosevelt）大統領と会談したサウディアラビアのアブドゥルアジーズ（‘Abd al-‘Azīz 

‘A.、イブン・サウード）国王は、アメリカがアラブ側との事前協議なしにパレスチナ問

題に関して重要な政策変更を行わないよう要請し、大統領もこれを了承した。1956 年の

第二次中東戦争時にサウディアラビアは、イスラエルとともにエジプトに侵攻した英仏と

の外交関係を断絶し、エジプトを側面支援した。1967 年の第三次中東戦争時には、イス

ラエルを支援したとエジプトに名指しされた米英に対して石油禁輸措置を発動し、イスラ

エルの周辺アラブ諸国への占領地拡大を強く非難した。そして 1980 年代以降、サウディ

アラビアはフェズ和平提案（1982 年）とアラブ和平イニシアティブ（2002 年）という二

つのアラブ・イスラエル紛争の解決案をアラブ連盟内でまとめ、後者はアラブ・イスラエ

ル紛争解決のための有力な方式の一つとして現在国際社会から認知され始めている。 

このように、アラブ・イスラエル紛争に関してサウディアラビアは常に何らかの対応

をしてきたが、レッシュ（D. Lesch）の『アラブ・イスラエル紛争』（2008 年）、スミス

（C. Smith）の『パレスチナとアラブ・イスラエル紛争』（2010 年）、シュライム（A. 
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Shlaim）の『鉄の壁：イスラエルとアラブ世界』（2014 年）といったアラブ・イスラエル

紛争に関する代表的な研究では、同紛争に関するサウディアラビアの政策が十分に議論さ

れてこなかった5。例えば、1948 年から 1973 年までの 4 度の中東戦争では、アラブ側の

主役はイスラエルと境界を接するエジプト、シリア、ヨルダン、レバノンという「前線諸

国」であり、サウディアラビアはこれらの前線諸国や、イスラエルに大きな影響力を有す

るアメリカ、そしてパレスチナ人勢力とどのような関係にあったのかという視点でしか基

本的に言及されなかった6。第四次中東戦争以降は、1978 年のエジプト・イスラエル間の

キャンプ・デーヴィッド合意や 1991 年以降の中東和平プロセス7、そしてパレスチナ人勢

力またはパレスチナ解放機構（Palestine Liberation Organization: PLO）がアラブ・イスラ

エル紛争のアラブ側の主役になっていく過程がアラブ・イスラエル紛争に関する代表的な

研究の主題となり8、サウディアラビアが主導したフェズ和平提案やアラブ和平イニシア

ティブは補足的に言及されるに留まった。 

しかしながら、アラブ・イスラエル紛争の展開に与えたサウディアラビアの役割は見

過ごせないものがあると筆者は考えている。例えば、冒頭で紹介した第四次中東戦争時の

サウディアラビアをはじめとした OAPEC 諸国による「石油戦略9」と原油価格の引き上

げは「パレスチナ問題解決の緊要性」を世界に理解させる役割を果たし10、欧州と日本は

相次いでアラブ産油国寄りと言われるアラブ・イスラエル紛争解決のための宣言や談話を

発表した。この時サウディアラビアなど OAPEC 諸国はイスラエルが第三次中東戦争で占

領したすべての領土から撤退すること、パレスチナ人の国家を建設することなどを訴え

た。また、近年ではサウディアラビアが主導するアラブ和平イニシアティブが、EU や日

本だけではなく、アメリカでもアラブ・イスラエル紛争解決において参照すべき一つの提

案として受け入れられてきている11。さらに、サウディアラビアは、財政支援などを通じ

てアラブ・イスラエル紛争の主要な主体（アクター）である前線諸国や PLO の政策に大

きな影響を与え、またアラブ諸国のコンセンサスを形成する外交力も有している。このよ

うに、サウディアラビアは西側諸国、前線諸国、パレスチナ人勢力を通じてアラブ・イス

ラエル紛争に間接的に様々な影響を与えてきており、こうしたサウディアラビアの役割を

無視してアラブ・イスラエル紛争の展開を理解することはますます困難となってきている

と言えよう。 

他方、サウディアラビア政治史の代表的な研究であるニブロク（T. Niblock）の『サウ

ディアラビア』（2006 年）、ラシード（M. Al-Rasheed）の『サウディアラビアの歴史』
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（2010 年）においても、アラブ・イスラエル紛争に関する同国の政策はごく簡単に言及

されるに留まっている12。例えば、アブドゥルアジーズ国王の第一次中東戦争への対応、

サウード（Su‘ūd A.）国王による対エジプト政策、ファイサル（Fayṣal A.）国王の汎イス

ラーム政策、パレスチナ支援、石油戦略、ハーリド（Khālid A.）国王のキャンプ・デーヴ

ィッド合意への対応、ファハド（Fahd ‘A.）皇太子によるファハド和平提案（Fahd Peace 

Plan、Barnāmaj al-Malik Fahd li-l-Salām）の発表、アブドゥッラー（‘Abd Allāh ‘A.）皇太

子によるアラブ和平イニシアティブ（Arab Peace Initiative、Mubādara al-Salām al-

‘Arabīya）の発表などが言及されたが、ファイサル国王の石油戦略以外は十分に掘り下げ

て議論されず、また各事例間の関係についてもほとんど説明がなかった13。これらの著作

がむしろ中心的な課題としたのは、サウディアラビアの国家としての発展の様子や国内情

勢であり、アラブ・イスラエル紛争に関する同国の政策は副次的なテーマでしかなかっ

た。 

このように、サウディアラビア政治史においても、アラブ・イスラエル紛争に関する

政策は中心的な課題として言及されてこなかったが、この政策を理解することはサウディ

アラビア政治史の全体像を理解する上でも重要であると筆者は考えている。なぜなら、ア

ラブ・イスラエル紛争は、サウディアラビア政治史にとって極めて重要なアメリカとの関

係や、サウディアラビア政府と国民の関係といった主題に大きな影響を及ぼしてきたから

である。アメリカは国内事情からアラブ・イスラエル紛争においてしばしば親イスラエル

的な政策を取らざるをえなかったが、サウディアラビアはイスラエルと対峙するアラブ諸

国の一員として、アラブ人が直面している困難や不正に共同で対処すべきであるというア

ラブの大義と呼ばれる社会的要請を常に感じていた。サウディアラビアの政治指導者は、

そんなアメリカ政府とアラブ世界の相反する要請の狭間でジレンマに立たされ、両者に配

慮した慎重な政策を実施せざるをえなかった。したがって、アラブ・イスラエル紛争に関

するサウディアラビアの政策を見ることは、サウディアラビアの政治指導者がアメリカと

国内社会を含めたアラブ世界をそれぞれどれほど重視していたかを見ることにもつなが

り、サウディアラビア政治史をより深く理解する上で重要な作業である。  

そこで本研究では、アラブ・イスラエル紛争とサウディアラビア政治史の代表的な研

究が議論してこなかった次の三つの点を中心に議論を展開したい。第一に、アラブ・イス

ラエル紛争に関するサウディアラビアの政策が形成された目的を考察する。アラブ・イス

ラエル紛争とサウディアラビア政治史に関する代表的な研究は、第四次中東戦争時の石油
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戦略を除き、同政策の目的にまで踏み込んで考察したものはほとんどなかった。本研究で

はアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の目的を、安全保障、経済的

利益、アラブ意識、イスラームという四つの視点から分析することで、アラブ・イスラエ

ル紛争に関するサウディアラビアの政策がいかなる目的によって形成されたかという点を

説明したい。 

第二に、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策がどのように変化

してきたか議論したい。アラブ・イスラエル紛争とサウディアラビア政治史の代表的な研

究では、第四次中東戦争時の石油戦略など個別のアラブ・イスラエル紛争に関するサウデ

ィアラビアの政策の事例に触れているが、その政策が第二次世界大戦後のイスラエル建国

期から 2000 年代まで長期的に見てどのように変化してきたかという点についてほとんど

説明していない。例えば、1940 年代にユダヤ人国家を認めなかったサウディアラビア

が、なぜ現在ではイスラエルとの共存を模索するような中東和平提案を発表するようにな

ったか。また、1970 年代にはアラブ・イスラエル紛争に対して石油戦略という強硬政策

で対応していたサウディアラビアが、なぜ 2000 年代にアラブ和平イニシアティブという

穏健政策に転じたのか。本研究ではこれらの問いに対する答えを提示したい。 

第三に、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策が同紛争に与えた

影響について考察したい。前述の通り、アラブ・イスラエル紛争に関する代表的な著作

は、前線諸国、イスラエル、パレスチナ人勢力、アメリカなどに注目するあまり、サウデ

ィアラビアが同紛争に果たした役割について多くの点を見過ごしてきたと筆者は考えてい

る。そこで本研究では、サウディアラビアの石油政策が先進諸国のアラブ・イスラエル紛

争に関する政策に与えた影響や、サウディアラビアの外交努力がアラブ諸国全体のアラ

ブ・イスラエル紛争解決（中東和平）に関するコンセンサスを形成した点などに注目する

ことで、前線諸国、イスラエル、パレスチナ人勢力、アメリカなどを中心に語られてきた

アラブ・イスラエル紛争に関する通説的な理解に新たな視点を加えたい。 

 

（2）米ソ冷戦、中東域内政治、脱植民地化との関係  

 

 アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策は、米ソ冷戦、中東域内政

治、脱植民地化という国際政治史のより大きなテーマとも密接に関連して展開されてき

た。まず、1945 年から 1989 年までの時期は、共産主義陣営のソ連と資本主義陣営のアメ



 序章 分析の視角 

10 

 

リカが鋭く対立した米ソ冷戦の時代であり、本研究が扱う時期も第 4 章の後半以外はすべ

てこの時期に入る。サウディアラビアは両陣営のうち、アメリカと軍事・経済面での協力

を深めてきた。こうして築かれたアメリカ・サウディアラビア（米サ）関係は、アメリカ

がサウディアラビアに安全保障を提供する代わりに、サウディアラビアがアメリカに石油

を提供するという、安全保障と石油の交換によって成立した関係であると一般的に理解さ

れてきた14。しかし、アメリカとサウディアラビアはソ連という共通のイデオロギー上の

敵によって強化された関係でもあった。例えば、1980 年代にソ連がアフガニスタンに侵

攻した際、両国はこれを食い止めるという点において完全に利害が一致していた15。 

 このように、米サ関係は米ソ冷戦の文脈において友好的なパートナーとして描かれた

が、アラブ・イスラエル紛争の文脈ではむしろ敵対的な関係と描かれることが多かった。

例えば、イスラエル建国に対するサウディアラビアとアメリカの態度は正反対であり、第

三次・第四次中東戦争時には一時的であれサウディアラビアはアメリカを「敵」とみなし

て石油禁輸措置を発動した。このように、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラ

ビアの政策は、米ソ冷戦の文脈とは異なる文脈で動いてきたと考えられる。さらに、サウ

ディアラビアがアメリカの安全保障の傘を必要としたのも、1940 年代のヨルダン、1950-

60 年代のエジプト、1980 年代のイランといった地域の脅威に対抗するためであり、必ず

しもソ連からの直接的な軍事的脅威に対抗するためのものではなかった。ただし、米ソ冷

戦はアラブ・イスラエル紛争そのものには大きな影響を与えており、例えばアメリカのイ

スラエル支援やソ連のエジプト支援は、米ソ冷戦の文脈で実施された側面が強い。このよ

うに、米ソ冷戦は直接的にアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を説

明することはできないが、同政策が実施された時代背景を理解する上で重要である。 

 次に、中東域内政治であるが、アラブ諸国間の関係は第二次世界大戦終結以降、様々な

対立軸によって特徴づけられてきた。サウディアラビアを中心に考えた場合、1940 年代

から 1950 年代前半までのハーシム家（Āl al-Hāshimī）16のヨルダンとサウード家（Āl 

Su‘ūd）のサウディアラビアの対立、1950 年代後半から 1960 年代までの共和制のエジプ

トと君主制のサウディアラビアの対立（「アラブの冷戦」）17、1970 年代のイスラエルに対

する強硬派（イラク、シリア、アルジェリア）と穏健派（エジプト、ヨルダン）の対立、

1990 年の湾岸危機時のイラクと湾岸諸国等の対立などが重要であった18。1979 年のイラ

ン革命以降はこうしたアラブ諸国間関係にイランが加わり、イランとサウディアラビアの

対立は、現在でも非常に重要な中東域内政治における対立軸となっている19。 
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アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策のいくつかの事例は、こう

した地域の対立の構図から大きな影響を受けた。例えば、イスラエル建国に対するサウデ

ィアラビアの政策は、第一章で述べるように同国とヨルダンの対立によって大きな制約を

受けてきた。また、第二次中東戦争時のサウディアラビアの対英仏石油禁輸措置も、第二

章で述べるように同国とイラク・イギリスとの対立がその重要な背景であった。1982 年

のフェズ和平提案は、革命後のイランの脅威に晒されたサウディアラビアがアメリカから

いっそう強力な軍事的協力を引き出すために発せられたという見方も、第四章で紹介する

ように一部で見られている。その一方で、アラブ域内政治の影響をあまり受けなかったア

ラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策も多く見られる。例えば、第三

次・第四次中東戦争におけるサウディアラビアの石油禁輸措置や、2002 年のアラブ和平

イニシアティブは、それぞれイスラエルのアラブの領土に対する侵略に対抗すること、米

同時多発テロ後のアメリカからのサウディアラビア批判を交わすことが重要な目的であ

り、中東域内政治はそれほど大きな意味を持たなかったと考えられる。このように、アラ

ブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策は、中東域内政治から大きな影響を

受けた事例とそうでない事例が混在している。 

 最後に、脱植民地化である。サウディアラビアはアラブ諸国の中では珍しく西洋諸国に

よる植民地支配を受けてこなかったが20、脱植民地化というテーマは、アラブ・イスラエ

ル紛争に関するサウディアラビアの政策にとっても無関係ではなかった。例えば 1950 年

代前半にサウディアラビアのサウード国王はイギリスからの真の独立を目指すエジプトの

ナーセル（J. Nāsir）大統領の運動に共感し、そのことが第二次中東戦争におけるエジプ

ト支援の一つの背景となった。また、サウディアラビアが設立を支援した非政府組織であ

る世界ムスリム連盟（Rābiṭa al-‘Ālam al-Islāmī）が 1965 年に「シオニズムの活動は、攻撃

的な植民地主義の活動である」と決議で謳ったように21、シオニズム22を原理にしてパレ

スチナを占領し続けるイスラエルの政策そのものを植民地主義であると見なして非難する

傾向がアラブ・イスラーム社会で強く見られる。したがって、アラブ・イスラエル紛争に

関するサウディアラビアの政策の背景の一部には、脱植民地化というテーマが通底してき

たと言える。 

 

第二節 先行研究における本研究の位置付け 
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本節では、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を正面から扱っ

た先行研究を検討する。以下では、先行研究を 1970-80 年代に発表されたものと、1990

年代以降のに発表されたものの二つに分けた上で、それぞれの研究がアラブ・イスラエル

紛争に関するサウディアラビアの政策の目的をどのように分析しているかという点を中心

に検討する。そして、本研究がこうした先行研究の中でどのような位置にあるかを確認

し、次節の分析枠組みの議論につなげたい。  

 

（1）先行研究―1970-80 年代― 

 

サウディアラビアとアラブ・イスラエル紛争の関係が注目を浴びた最初の契機は 1973

年の第四次中東戦争であり、冒頭で引用したようにサウディアラビアなどの OAPEC 諸国

が親イスラエル国を対象に石油戦略を発動し、これを機に石油戦略の背景を考察した研究

が多く生まれた。例えば、イタイム（F. Itayim）は「アラブの石油―政治的側面」（1974

年）において、第三次中東戦争後の戦後処理にアメリカが熱心でなかったために、サウデ

ィアラビアのファイサル国王が 1973 年 4 月に他国に先駆けてアメリカに石油を政治的な

武器として用いる意思を示したと論じた23。レンツォウスキー（G. Lenczowski）は『革命

時代における中東石油』（1976 年）で、イスラエルに対して「確固たる共同行動」を取る

べきだとする「アラブ世界の潮流や圧力」があったこと、ファイサル国王が個人的な宗教

的信条からイスラエルによるエルサレム支配に強く反対していたこと、そしてファイサル

国王がエジプトのサダト（サーダート、A. al-Sādāt）大統領と密接な関係にあったことな

どがサウディアラビアの石油戦略の背景であったと分析した24。ソウェイエグ（A. Al-

Sowayegh）は『アラブ石油政治』（1984 年）で、アラブの「石油武器」は「イスラエルの

拡張主義と侵略に対して防衛的な手段として行使された」と主張した25。 

第四次中東戦争時の石油戦略の研究が進むにつれ、それまで注目を集めてこなかった

第三次中東戦争時のサウディアラビアなどによる石油禁輸措置を扱った研究も現れた。ダ

ーウディー（M.S. Daoudi）とダジャーニー（M.S. Dajani）は、「1967 年の石油禁輸の再

考」（1984 年）で、第三次中東戦争時に、サウディアラビアが他の OAPEC 諸国とともに

米英に対して石油禁輸措置を発動した背景を説明した。そして、アメリカと密接な関係に

あったにも関わらずサウディアラビアがこのような反米的な措置を発動したのは、同国が

アラブ世界から孤立するのを防ぎ、自国の政権の安定をより確かなものにするためであっ
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たと分析した26。 

1981 年には、サウディアラビアがファハド和平提案という翌年のアラブ連盟のフェズ

和平提案の素案となる独自のアラブ・イスラエル紛争の和平案を発表したため、この案が

出された背景を考察する研究も現れた。ダウィシャ（A. Dawisha）は「サウディアラビア

とアラブ・イスラエル紛争：プラグマティックな穏健政策の浮き沈み」（1983 年）で、サ

ウディアラビアが 1960 年代以降アラブ・イスラエル紛争に対して基本的には穏健な態度

で臨んだと論じた。例えば、1967 年の第三次中東戦争後のハルツーム・アラブ首脳会議

で、多くのアラブ諸国が軍事的手段でイスラエルに対抗すべきであると主張したのに対

し、サウディアラビアは政治的手段（外交）も排除すべきではないと主張した。第四次中

東戦争時にはサウディアラビアも石油戦略という「経済的な強制力」を行使せざるをえな

かったが、1980 年代に入り再び外交による紛争解決を試み、それが具体化したのがファ

ハド和平提案であったと論じた27。 

こうした一連の研究を踏まえ、1936 年のパレスチナにおけるアラブ大反乱28から 1981

年のファハド和平提案までのサウディアラビアのパレスチナ政策を論じたのが、アンカリ

ー（A. Al-Anqari）の『サウディアラビアの対外政策におけるパレスチナ問題：1936₋1981

年』（1989 年）であった。彼は、サウディアラビアのパレスチナ問題への態度は国王によ

って異なっており、具体的にはアブドゥルアジーズ国王、ファイサル国王、ハーリド国王

がパレスチナ問題に対して能動的に関与したのに対し、サウード国王は一貫性のない態度

で臨んだと論じた。にもかかわらず、パレスチナの土地がパレスチナ・アラブ人のもので

あり、エルサレムを「アラブ・イスラームの主権」の下に置かなければならないという信

念はどのサウディアラビアの政治指導者も有し、それが同国のパレスチナ政策を大きく規

定したと論じた29。 

 日本でも、第四次中東戦争と第一次石油危機（オイル・ショック）時の衝撃から、中東

地域の情勢分析体制が強化された。同戦争の翌年に設立された中東経済研究所（現日本エ

ネルギー経済研究所中東研究センター）は、『パレスチナ問題の総合的研究』（1983 年）

や『中東情勢と石油の将来』（1984 年）を刊行し、その中でファハド和平提案や第四次中

東戦争後のサウディアラビアの石油政策を分析した30。また、1985 年に設立された日本中

東学会の年報第 1 号（1986 年）には、片倉邦雄「1973 年のアラブ石油戦略に対する日本

の対応」と黒田安昌「1973 年石油危機と日本の新中東政策」という二つの石油危機に関

する論文が掲載された31。しかし、第四次中東戦争以前のアラブ・イスラエル紛争に関す
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るサウディアラビアの政策について、日本では十分に検討されてこなかった。 

 

（2）先行研究―1990 年代以降― 

 

このように、1980 年代までにアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政

策を論じた先行研究が多く表れたが、1990 年代に入るとそうした研究は大きく数を減ら

した。その理由としては次のようなことが挙げられる。第一に、イラン・イラク戦争やソ

連のアフガニスタン侵攻により、サウディアラビア自身のアラブ・イスラエル紛争に関す

る関心が薄れた。第二に、1990 年の湾岸危機時に PLO のアラファート（Y. ‘Arafāt）議長

がイラクのフセイン大統領を支持したことで、サウディアラビアと PLO の関係が悪化

し、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の柱の一つであった対

PLO 経済支援が下火となった。第三に、1991 年の湾岸戦争後はアメリカのリーダーシッ

プの下で中東和平プロセスが進められることになり、アラブ・イスラエル紛争に関してサ

ウディアラビアが独自の外交を展開する余地はますます狭まった。こうして、サウディア

ラビアとアラブ・イスラエル紛争の関係は希薄化し、それに伴って 1998 年頃まで同紛争

に関するサウディアラビアの政策を議論した先行研究がほとんど見られなくなった。 

しかし、1999 年以降徐々にこのテーマを扱った議論が再び現れ始めた。論文ではない

が、シック（G. Sick）は「テーブル上の亡霊」（1999 年）というコメンタリーを発表し、

「アラブ・イスラエル紛争と湾岸地域の出来事には有意な関係があるのか」と問いかけ

た。彼は、湾岸諸国、イラン、イラクは「パレスチナ人に対する関心」と「国益および安

全保障上の利益」を秤にかけ、そのアラブ・イスラエル紛争に関する政策を決定してお

り、後者が確保されるという状況でなければ、これらの国々は前者を十分に考慮しないと

主張した。このように、アラブ・イスラエル紛争は湾岸諸国にとって「テーブル上の亡

霊」すなわち存在感の弱い議題であると主張した32。 

これに対し、歴史家であるザフラーン（R. Zahlan）は『パレスチナと湾岸：テーブル上

の存在』（2009 年）において、シックが湾岸諸国とパレスチナ問題の関係について「興味

をそそる記録」しか見出していない点を批判し、湾岸諸国とパレスチナ問題の間には確か

な「連関」（リンク）が存在したと主張した。湾岸諸国にとってアラブ・イスラエル紛争

とは決してシックが主張したような「テーブル上の亡霊」ではなく、「テーブル上の存

在」、すなわち主要な議題であったと主張した。彼女は、湾岸諸国とパレスチナの 1930 年
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代から 1990 年代までの「連関」として次の三つを挙げている。第一に、アメリカなど欧

米諸国を通じた連関であり、ここにはアブドゥルアジーズ国王がローズヴェルト大統領を

通じてパレスチナ問題にアプローチした点が含まれる。第二に、第一次中東戦争、第三次

中東戦争などを契機に湾岸諸国に流入したパレスチナ人労働者を通じた連関であった。第

三に、湾岸諸国の支配者、政府、市民によるパレスチナ人のための資金援助を通じた連関

であった。このように、湾岸諸国とアラブ・イスラエル紛争の間には、欧米諸国、パレス

チナ人労働者、資金援助という三つの結節点が存在し、両者の間には確かな連関が存在し

ていたと彼女は主張した33。 

他方、サウディアラビア国内でもこのテーマを扱う議論が表れ始めた。同国では 1991

年の湾岸戦争以降、アラブ・イスラエル紛争に関する政策に関してアメリカの政策を追認

すべきではないという声が一部で高まり、サウディアラビア政府は自らがアラブ・イスラ

エル紛争に主体的に取り組んでいる姿勢を見せる必要に迫られた。こうした文脈で 1999

年34に出版されたのが、アブー・アリーヤ（‘A. ‘Alīya）とナトシャ（R. al-Natsha）による

『サウディアラビア王国とパレスチナ問題』であった。その中で彼らは、サウディアラビ

アの政治指導者が「パレスチナ問題がパレスチナ人の彼らの土地における権利の問題であ

り、アル＝アクサー・モスクを防衛するムスリム（イスラーム教徒）の権利の問題であ

る」と考え、「パレスチナの大義」を支持したと主張した。特に、イスラエル建国とその

後の第一次中東戦争については、サウディアラビアはムジャーヒディーン（mujāhidīn、

聖戦士）をパレスチナに派兵し、また同地にいるアラブ人に寛大な財政支援を提供したと

指摘した35。 

こうしたサウディアラビア政府寄りの歴史叙述に異議を唱えたのが、ラシードの「サ

ウディアラビアと 1948 年パレスチナ戦争―公式の歴史を越えて」（2007 年）であった。

彼女は、サウディアラビアの教科書に記載されている「公式の歴史」は、第一次中東戦争

時のアブドゥルアジーズ国王を「シオニスト国家の建設に抵抗し、ユダヤ人移民に不満を

言い、パレスチナ分割に反対したアラブ・ムスリムのリーダー」として描いているが、当

時のサウディアラビア軍の能力は極めて低く、また国王が第一次中東戦争中に最も気にか

けていたことは、鋭く対立していた隣国のトランスヨルダン36の勢力伸長を防止すること

であったと主張した。また、サウディアラビアが 1930-40 年代にイギリスからの財政支援

に依存していた点も「公式の歴史」では無視されていると指摘した37。 

2002 年にはサウディアラビアがアブドゥッラー和平イニシアティブというアラブ・イ
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スラエル紛争の和平案を提示し、それが翌月アラブ和平イニシアティブというアラブ連盟

の和平案となった38。コスティナー（J. Kostiner）は「地域的挑戦に対処する：アブドゥ

ッラー皇太子の和平イニシアティブを事例に」（2005 年）で、このイニシアティブは自国

の存在に対する「地域的・国際的な支持」、すなわちアラブ諸国とアメリカからの支持を

得ることが目的であったと分析した39。さらに彼は、「サウディアラビアとアラブ・イス

ラエル和平プロセス：動揺する地域的調整」（2009 年）で、ファハド和平提案とアラブ和

平イニシアティブを合わせて論じ、サウディアラビアがこれらのイニシアティブを発する

ことによってアメリカの関心を引きつけ、他方で「財政力」を駆使することで、他のアラ

ブ諸国やパレスチナ人勢力からも同イニシアティブに対する支持を獲得したと説明した。

そして、こうしたことが結果的に自国の「安全保障を達成」することにつながったと主張

した40。 

この安全保障を確保することが重要であったという見方に対し、サウディアラビアの

対外政策の柱には民族的・宗教的なアイデンティティに根差した原則があったと主張した

のが、アブドゥルカリーム（A. Abdulkarim）の「中東地域の安全保障と平和に対するサ

ウディアラビアの貢献―パレスチナ問題を事例に」（2010 年）であった。彼は、サウディ

アラビアのパレスチナ問題に関する政策が、パレスチナの大義を中心としたアラブの大義

への支持とイスラームの聖地の保護という二つの要素から形成されたと説明した。そし

て、こうした要素によって裏付けられたサウディアラビアのパレスチナ政策は、一貫性と

積極性によって特徴づけられると主張した41。 

米サ関係史の文脈でサウディアラビアのパレスチナ問題への対応に言及したのがブロ

ンソン（R. Bronson）の『石油より濃く：アメリカの不安定なサウディアラビアとの提

携』（2006 年）であった。この著書は、米サ関係が冷戦時代にソ連という共通のイデオロ

ギー上の敵によって強化された関係であったと論じることを主な目的としていたが、アラ

ブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策についても重要な指摘が多くある。

例えば、1981 年のファハド和平提案は、アメリカ製の武器の購入を容易にするためであ

ったと論じているように、米サ間の軍事協力関係がアラブ・イスラエル紛争に関するサウ

ディアラビアの政策を大きく左右したことを示唆した42。 

 

（3）本研究の位置付けと特色 
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 このように検討した場合、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を

扱った研究は、①中東戦争（第一次・第三次・第四次）へのサウディアラビアの対応を論

じた研究と、②サウディアラビアの中東和平提案（ファハド和平提案、アラブ和平イニシ

アティブ）を論じた研究の二つに大きく分けることができる。①には、イタイム、レンツ

ォウスキー、ソウェイエグ、ダーウディー・ダジャーニー、アリーヤ・ナトシャ、ラシー

ドの研究が、②にはダウィシャ、コスティナー、アブドゥルカリームの研究が含まれる。

これらの研究は、第一次中東戦争に対するサウディアラビアの対応、第三次中東戦争時の

アラブ諸国の石油禁輸措置、第四次中東戦争時のアラブの石油戦略、1980 年代以降のサ

ウディアラビアの中東和平提案など、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビア

の政策に含まれる具体的な事例について議論しているが、同政策が歴史的に見てどのよう

に変遷してきたか、またサウディアラビアの最高権力者である国王や皇太子以外の主体

（アクター）が同紛争にどのように向き合ってきたかという点は十分に議論してこなかっ

た。 

他方、①と②の双方を扱った先行研究としてはアンカリー、ザフラーンの研究があ

り、この二つはアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の歴史的な変遷

を分析している。しかし、この二つの研究にも問題点が見られる。例えば、アンカリーは

サウディアラビアがアラブ・イスラエル紛争においてパレスチナ人やイスラエル周辺のア

ラブ諸国を一貫して支持してきたという点を強調し、実際にはアメリカとの関係から同紛

争に関するサウディアラビアの政策に強い制約がかかっていた点などは捨象してしまって

いる43。他方、ザフラーンは歴史家として湾岸諸国とパレスチナ問題の関係に関する興味

深い史実を多く発掘しているが44、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの

政策を、一定の枠組みを用いて分析するような姿勢は見られない。このように、アラブ・

イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を扱った先行研究は、扱う主体や分析の

方法に問題点が残されている。 

このような先行研究の問題点を踏まえ、本研究では次の三つの特色を持たせたい。第

一に、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策が、アラブの大義と対米

依存という同国を取り巻く二つの重要な要請の狭間で形成されたと見る点である。アンカ

リーは、サウディアラビアのアラブ・イスラエル紛争に関する政策においてアラブという

民族意識やイスラームという宗教が重要であったことを指摘する一方、その政策がアメリ

カによって強く制約を受けていた点については積極的に触れようとしなかった。しかし、
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サウディアラビアは第二次世界大戦以降、一貫してアメリカに安全保障を依存し、さらに

1970 年代まではアメリカおよび米系石油会社アラビアン・アメリカン石油会社（Arabian 

American Oil Company: ARAMCO）にほぼ全面的に経済も依存してきた。そして、アメリ

カはアラブ・イスラエル紛争に関してはアイゼンハワー政権期を除いてイスラエル寄りの

立場を取ってきた。サウディアラビアは、イスラエル寄りの立場を取るアメリカに政策変

更を求めなければならないというアラブ世界の圧力を感じていたが、自国の安全保障を依

存するアメリカに過度に強硬な政策の手段を実施する訳にはいかなかった。このように、

本研究ではアラブの大義と対米依存という二つの要請の狭間で、サウディアラビアがいか

にアラブ・イスラエル紛争に関する政策を形成してきたのか明らかにしたい。 

 第二に、本研究ではアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策が形成さ

れた目的を、安全保障、経済的利益、アラブ意識、イスラームという四つの概念を活用し

て論じたい。このうち安全保障と経済的利益は対米依存と密接に関係し、アラブ意識とイ

スラームはアラブの大義と密接に関係する概念である。コラニー（B. Korany）とデスー

キー（A. Dessouki）が、アラブ諸国の対外政策の研究の多くが「めったに対外政策分析に

おける厳格な概念化と結びつけられることはなかった」と述べ45、ローソン（F. Lawson）

も湾岸諸国の対外政策の研究の多くが「個性記述的」な研究であったと述べているが46、

上で紹介した先行研究の多くもアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策

に含まれる個別事例の特徴を記述すること終始してきた。そこで本研究では、この安全保

障、経済的利益、アラブ意識、イスラームという次節で詳説する四つの概念をアラブ・イ

スラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を分析する視点に据え、これらの概念を用

いた分析結果を各章の結語および終章で提示したい。 

 最後に、本研究では、先行研究が注目してこなかった一部の主体に着目し、アラブ・イ

スラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の歴史に新たな視点を加えたい。上述した

先行研究は、国王や皇太子といったその時々のサウディアラビアの最高権力者のアラブ・

イスラエル紛争に関する政策を中心に議論しているが、その周りにいた主体の同紛争に対

する態度については十分に議論してこなかった。例えば、イスラエル建国期におけるファ

イサル王子、第四次中東戦争時におけるクウェート、1990 年代の改革派の宗教指導者47な

どであり、これらの主体はサウディアラビアの最高権力者と異なった態度でアラブ・イス

ラエル紛争に向き合ってきた。したがって、本研究の第一章、第三章、第四章では、サウ

ディアラビアの歴代の最高権力者のアラブ・イスラエル紛争に関する政策を分析するだけ
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ではなく、こうした彼らの周りにいた一部の主体のアラブ・イスラエル紛争に関する態度

も合わせて検討し、国王や皇太子を中心に語られてきた同紛争に関するサウディアラビア

の政策の歴史に新たな視点を加えたい。  

 

第三節 分析枠組み 

 

（1）アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策 

 

 アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策は、具体的には、アラブ・イ

スラエル紛争の直接的な当事国であるアラブ諸国（エジプト、ヨルダン、シリア、レバノ

ン：前線諸国）とイスラエル、さらに紛争の推移に決定的な影響を与えてきたアメリカや

イギリスなどの域外大国、そしてパレスチナ人勢力などの非国家主体を対象にしてきた。

対外政策（外交政策、foreign policy）に古典的な定義を付したフランケル（J. Frankel）

は、それを国家の国家に対する政策と捉えたが48、その対象を国家に限定せず、非国家主

体も含める捉え方も近年多くなってきている49。こうしたことから、国家と非国家主体を

対象とするアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策も、広い意味での対

外政策の一つとして考えることができよう。本節ではまず、アラブ・イスラエル紛争に関

するサウディアラビアの政策の主体、手段、目的について明らかにする。その上で、アラ

ブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の目的に関係する、安全保障、経済

的利益、アラブ意識、イスラームという本研究における四つの鍵となる分析上の概念につ

いて説明する。 

 

アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の主体 

 

 アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の主体は、言うまでもなくサ

ウディアラビアという国家であるが、実際にはその国家の内部にいる単独の政策決定者が

対外政策を決定、または複数の政策決定者が互いに政策を調整し合うことによって決定し

ていると考えられる50。先進国を対象に、そのような対外政策の決定過程を丹念に追った

研究はいくつもあるが51、サウディアラビアの場合、それほど詳細に対外政策の決定過程

を追うことは、資料的な制約のため困難である52。アンカリーはサウディアラビアの対外
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政策に関わる個人（国王）、各種評議会（王宮、王族評議会、内閣、最高石油評議会な

ど）、機関（外務省など）を列挙したが53、各機関が対外政策の形成にどれほど関与した

かを実証できなかった。このような事情から、本研究ではアラブ・イスラエル紛争に関す

るサウディアラビアの政策の決定過程を必ずしも綿密に明らかにすることができないが、

その代わり政策の形成に関与したと考えられる政治指導者や宗教指導者の発言や行動を分

析し、その政策が形成された目的を考察したい。 

サウディアラビアはサウード家が統治する保守的な王制国家であり、アラブ・イスラ

エル紛争に関する政策を含めたあらゆる政策は、基本的にすべて最高権力者である国王の

意向が反映されていると考えられる。ただし、国王の健康状態や指導力に問題があった場

合には、皇太子が国王に代わって諸政策を決定した。なお、1992 年に制定された「統治

基本法」によれば、王位継承権はアブドゥルアジーズ初代国王の子または孫だけが有する

こととなっている54。1953 年には内閣が発足し、国王が首相としてこれを主宰し、国王不

在時には皇太子がそれを代行している。主要閣僚としては、外相、国防航空相（以下：国

防相）、国家警備隊（Al-Ḥaras al-Waṭanī）長官（1954 年設置、2013 年に国家警備相に改

称）、石油鉱物資源相（1960 年設置。以下：石油相）、内相などが挙げられ、それぞれの

立場から、アラブ・イスラエル紛争に関する政策を実施してきた。国王や皇太子がこれら

の要職を務めている例も多く、石油相や外相（2015 年以降）以外の主要閣僚はサウード

家の王族によって占められ、この一族が絶対的な権力を握っている。 

他方で、サウディアラビアの体制派の宗教指導者（ウラマー、‘ulamāʾ55）も、ファトワ

ー（fatwā、イスラーム法学上の裁定）を出すことによって、政治指導者の諸政策に正統

性を付与してきた。体制派の宗教指導者とは、サウード家の統治体制を支持する宗教指導

者のことで、現在であればサウディアラビアの最高宗教権威である総ムフティー（Muftī 

‘Āmm）や、最高ウラマー会議（Majlis Hay’a Kibār al-‘Ulamā’）に所属する宗教指導者が

その代表例となっている。彼らとサウード家の関係は長く、1744 年にサウード家のムハ

ンマド・イブン・サウード（Muḥammad ibn Su‘ūd）とイスラームのスンナ派改革思想家の

ムハンマド・イブン・アブドゥルワッハーブ（Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb）が、それ

ぞれを政治・宗教上の指導者と認め合う盟約を結んだ時に遡ることができる56。ハーリク

（I. Harik）はこの盟約によって成立したサウディアラビアの政治体制を「首長・イマー

ム同盟体制」と呼んだが57、現代においてもこの盟約関係は生きており、アブドゥルワッ

ハーブの後裔一族であるシャイフ家（Āl al-Shaykh）を中心とした体制派の宗教指導者
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は、政治指導者の諸政策をイスラームの見地から支持している。本研究では、こうした体

制派の宗教指導者もアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の一翼を担

う指導者の一部と考えたい（図 1）。 

 

図 1．サウディアラビアの政治指導者、体制派の宗教指導者 

   

 

  アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の手段 

 

 アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の中には、様々な政策の手段

が含まれる。例えば第二節で検討したように、先行研究はアラブ・イスラエル紛争に関す

るサウディアラビアの政策の手段として、①第一次中東戦争におけるパレスチナへのムジ

ャーヒディーンの派兵（アリーヤとナトシャ）、②第三次・第四次中東戦争における石油

消費国に対する石油戦略（レンツォウスキー）、③パレスチナ人勢力、エジプト、シリ

ア、ヨルダン等に対する経済援助（コスティナー）、④アメリカとの外交的駆け引き（ザ

フラーン）、⑤アラブ・イスラエル紛争解決のための和平提案（ダウィシャ）の五つの事

例を挙げた58。これらの政策の手段をどのように分類することが可能であろうか。 

まず、これらの政策の手段を軍事的手段、経済的手段、政治的手段の三つに分類する

ことが可能である。この分類法は対外政策の理論を扱った研究で見られる分類法である。

例えば、対外政策の手段としてホルスティ（K. J. Holsti）は外交的駆け引き、宣伝、経済

的手段、秘密行動と軍事行動の四つを59、花井等は政治的手段（外交）、経済的手段（通

（出所）筆者作成　（注）本研究に登場する人物のみ

アブドゥルアジーズ
国王（1932-53）

サウード国
王（1953-64）

ファイサル国
王（1964-75）

サウード外相
（1975-2015）

トルキー総合諜報庁
長官 （1979-2001）

ハーリド国王
（1975-82）

ファハド国王
（1982-2005）

アブドゥッラー
国王（2005-15）

スルターン国防
相（1963-2011）

バンダル駐米大
使（1983-2005）

ナーイフ内相
（1975-2012）

タリーキー石油相
（1960-1962）

ヤマーニー石油
相（1962-1986）

ヌアイミー石油相
（1995-）

１．政治指導者（サウード家）

２．政治指導者（その他）

ムハンマド・シャイフ
総ムフティー（1953-69）

ビン・バーズ 総ムフ
ティー（1993-99）

シャイフ総ムフ
ティー（1999-）

３．体制派の宗教指導者
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商、援助）、心理的手段（宣伝）、軍事的手段の四つを挙げた60。仮に両者が指摘する宣伝

を政治的手段に含めれば、対外政策の手段は、軍事的手段、経済的手段、政治的手段（宣

伝を含む）の三つにまとめることが可能である。これに従うと、上で示したアラブ・イス

ラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の手段は、①ムジャーヒディーンの派兵が軍

事的手段、②石油戦略と③経済援助が経済的手段、④外交的駆け引きと⑤中東和平提案が

政治的手段と分類することができる。 

次に、これらの政策の手段を、それが向けられた対象の種類によってさらに三つに分

類することが可能である。ここでは、イスラエル、前線諸国、パレスチナ人勢力をアラ

ブ・イスラエル紛争の直接的な当事者、アメリカ、欧州、日本などの先進諸国を間接的な

当事者と定義する。そうした場合、イスラエルを対象にした①とパレスチナ人勢力と前線

諸国を対象にした③が紛争の直接的な当事者に対する手段、石油消費国を対象にした②と

アメリカを対象にした④が紛争の間接的な当事者に対する手段、直接的当事者だけではな

く広く国際社会に訴えた⑤が紛争の直接的当事者と間接的当事者の双方に対する手段と言

うことができる。以上の 2 種類の分類をまとめると、次の表 1 のようになる。 

 

表 1．アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の手段  

 

 

このように、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策は様々な主体

を対象にしてきたが、中でも間接的当事者であるアメリカを対象にした政策は、特に重要

な意味を持っている。なぜなら、サウディアラビアは歴史的に見てアメリカとの関係を通

じてアラブ・イスラエル紛争にアプローチしてきた面が強かったからである。アラブ・イ

　　　　　　　　形態
対象

軍事的手段 経済的手段 政治的手段

直接的当事者に
対する手段

①第一次中東戦争に
おけるパレスチナへ
のムジャーヒディーン
の派兵

③パレスチナ人勢
力、エジプト、シリア、
ヨルダン等に対する
経済援助

間接的当事者に
対する手段

②第三次・第四次中
東戦争における石油
消費国に対する石油
戦略

④アメリカとの外交的
駆け引き

直接的当事者と間
接的当事者の双
方に対する手段

⑤アラブ・イスラエル
紛争解決のための和
平提案

（出所）筆者作成。
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スラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の中で、特にアメリカだけに実施してきた

政策の手段の例としては、②に含まれる第三次・第四次中東戦争における対米石油禁輸措

置、④のアメリカの政治指導者に対する様々な外交的駆け引きの二つを挙げられる。しか

し、アラブ・イスラエル紛争に関してサウディアラビアがアメリカに取りえた政策の手段

の選択肢はこの二つに限定されず、理論上は他にも様々な選択肢があった。そういった選

択肢をまとめたのが次の図 2 である。 

 

図 2．アメリカに対するサウディアラビアの政策の手段 

  

 

 本研究では、こうしたアメリカに対象にした政策の手段を含め、アラブ・イスラエル紛

争に関するサウディアラビアの政策の手段を詳しく検討していく。第一章では、パレスチ

ナ問題をめぐるアメリカとの外交的駆け引きについて主に議論する。第二章第二節では、

第二次中東戦争時におけるエジプトへの政治的・経済的支援、対英仏石油禁輸措置、第三

節・第四節では第三次中東戦争における対米石油禁輸措置と戦後処理をめぐるアメリカと

の外交的駆け引きについて主に議論する。第三章では、第四次中東戦争時におけるアラブ

の石油戦略、第三次中東戦争後のアラブ・イスラエル関係をめぐるアメリカとの外交的駆

け引き、パレスチナ人勢力に対する支援について主に議論する。第四章では、アラブ・イ

スラエル紛争解決のために出されたフェズ和平提案とアラブ和平イニシアティブという二

つの和平提案、それらの提案をめぐるアメリカとの外交的駆け引きについて主に議論する。

このように、先行研究が議論してきたアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビア

の政策の手段を本研究でも主に検討するが、中には第二章第二節で検討する第二次中東戦

争時におけるサウディアラビアの対英仏石油禁輸措置のように、そもそも先行研究がほと

んど議論しなかった政策についても考察を加えたい。 

 

（出所）筆者作成

強硬 柔軟
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  アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の目的 

 

最後に、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の目的である。ホ

ルスティは、対外政策の目的を重要性に基づいて「核心的」利益と価値、中範囲の目的、

長期目的の三つに分けた。「核心的」利益と価値は、「政治単位の自己保存（self-

preservation）に関連していることが最も多い」ものであり、それは「国家がその存在を

維持できなければその他の目的を達成できない」からである61。また、佐藤英夫は、対外

政策の目標を中核目標、二次的目標、周辺目標に分類し、「国家の存続」が中核目標であ

り、主権の擁護、領土の保全、国民の生命と財産の保護がその内容であると述べた 62。さ

らに、蠟山道雄も「国家的存立の安全を保障するということは、対外政策を考えるにあた

っての大前提ともいうべき基本的国家利益である」と述べている63。このように、国家の

存続が対外政策の最も重要な目的であるという点については広い合意が見られる。  

そして、国家の存続の次に重要な対外政策の目的については、様々な見解が見られ

る。例えば、ホルスティは中範囲の目的（「核心的」利益と価値の次に重要な対外政策の

目的）として、社会福祉と経済開発、国家の威信の増進、自己拡張（帝国主義）を、長期

目的としてイデオロギーに基づいた新世界秩序の建設を挙げた64。他方で、クラズナー

（S. Krasner）はアメリカの対外政策を例に、「戦略的安全保障と経済的福利」からなる

「物質的利益」の増進と、価値観や経験に基づいた「ビジョン」の拡大がその目的であっ

たと論じた65。このように、国家の存続の次に重要な対外政策の目的として、社会福祉、

経済的利益、イデオロギーなどが挙げられた。 

 では、前節で検討した先行研究は、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビア

の政策の目的をどのように分析しているのだろうか。例えば、コスティナーは、自国の

「安全保障の達成」のためにサウディアラビアが中東和平提案を発表したと論じた66。そ

れに対してアンカリーは、サウディアラビア国民のパレスチナ人に対する同情や、政治指

導者の聖地エルサレムへの思い入れが、同国のアラブ・イスラエル紛争に関する政策を形

成したと論じた67。このように同政策の目的として、安全保障を重視するコスティナーと

アラブ人としての意識やイスラームを重視するアンカリーは、対照的な説明の仕方をして

いることがわかる。この両者の意見の違いを統合するかのように、シックは、「国益およ

び安全保障上の利益」と「パレスチナ人に対する関心」が、湾岸諸国の「アラブ・イスラ

エル問題に対する行動」を形成したと論じた68。このように、アラブ・イスラエル紛争に
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関するサウディアラビアの政策の目的は、自国の安全保障の確保するために形成されたと

いう説明と、アラブ人としての意識やイスラームなどを重視したために形成されたという

説明が交錯していることがわかる。 

 この安全保障を含めた物質的利益とアラブ意識やイスラームといった非物質的要素を対

比させて、アラブ・イスラエル紛争に関する政策を説明するという視点は、サウディアラ

ビアだけに見られる訳ではなく、例えば同紛争に関するエジプトの政策を分析する際にも

用いられた視点である。エジプトは 1979 年にイスラエルと平和条約を締結したが、その

政策の目的をアラブ・ナショナリズムと一国の利益（一国ナショナリズム）を対比させて

説明した研究が見られる。例えば加藤博は、エジプトのサダト大統領が「理想主義的アラ

ブ・ナショナリズムに代わって、現実主義的一国ナショナリズムを採用し」た帰結の一つ

が 1979 年のエジプト・イスラエル平和条約であったと論じた69。また、テルハミ（S. 

Telhami）は、エジプトがこの条約を締結したのは、アメリカから経済援助を獲得し、ア

ラブ世界において指導力を確保することが目的であったと論じた70。さらに、エジプトは

この条約によってシナイ半島を取り返すことになり71、失われた領土の回復のための政策

だったとも説明できよう。このように、この時のエジプトは理想的なアラブの大義の実現

というアラブ・ナショナリズムよりも自国の経済的利益や領土の回復という物質的利益を

重視した結果、この条約を締結したということができる。 

以上の考察から、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の目的を

考察する上で有益な視点として、安全保障やアラブ人としての意識、そしてイスラームが

あることがわかった。さらに、エジプトの例からもわかるように、経済的利益も同紛争に

関するアラブ諸国の政策の目的を考察する上で重要な視点であることがわかった。こうし

たことから、本研究ではアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の目的

を考察する上で有益な視点として、安全保障、経済的利益、アラブ意識、イスラームの四

つの概念があると考え、これらの概念を用いた議論を各章の結語および終章で展開した

い。アイルツ（H. Eilts）も、これらの概念と符合するように、「安全保障要因」、「石油・

財政要因」、「アラブ要因」、「イスラーム要因」という観点から、サウディアラビアの対外

政策を分析している72。次節では、これらの概念をサウディアラビアの例に即しながらさ

らに詳しく説明したい。 
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（2）安全保障 

 

国家の対外政策の究極的な目的が国家の存続であることを上で見たが、これと密接に

関わる概念が安全保障であった。安全保障について先駆的な議論をしたリップマン（W. 

Lippman）は、「戦争を回避することを望んでもその核心的な利益を犠牲にしなくてすむ

とき、また挑戦を受けても、戦争に勝ってそれを守ることができるとき、その国には安全

保障がある」と述べた73。もう一人の代表的な研究者であるウォルファーズ（A. 

Wolfers）は、安全保障を考慮する際に「外部の脅威が肝要である」と述べた74。このよう

に、戦争を初めとした「外国の軍事的脅威から国家の安全を軍事的手段で守る」ことが伝

統的に安全保障と定義されてきた75。本研究でも、修飾語なしで安全保障という言葉を用

いる場合は、この伝統的な意味での安全保障を意味するものとしたい76。 

サフラン（N. Safran）は「サウディアラビアの政治指導者にとって防衛と安全保障が最

も重要な関心である」と主張したが77、具体的に同国にとって安全保障上の脅威とは何だ

ったのであろうか。これは時期によって大きく異なるが、まず国外の脅威としては北方に

位置するイラク、そしてペルシャ湾を挟んで対峙するイランなどが脅威として認識される

ことが多かった。イラクは面積の割に人口が多く、またよく訓練された軍隊を有し、湾岸

危機時にその脅威は現実のものとなった。ただし、イラン・イラク戦争時にイラクはサウ

ディアラビアの味方と認識されていた。イランは、イラン革命前のパフラヴィー朝の時代

からペルシャ湾における地域覇権を求め、近年では核開発プログラムも取りざたされてい

る。さらに、サウディアラビアにとってはトランスヨルダン、イギリス、エジプトなども

時には脅威と映った。トランスヨルダンの「アラブ軍団」は第二次世界大戦後しばらくの

間、アラブ世界随一の精鋭と見られていたし、またアブダビやオマーンを保護国に置いて

いたイギリスとは、アラビア半島東部のブライミー・オアシスをめぐって 1950 年代に対

立した。さらに、エジプトとはイエメンをめぐって 1960 年代に鋭く対立した。このよう

に、サウディアラビアは常に周辺国から何らかの安全保障上の脅威を感じてきた。 

 他方で、第三世界諸国の安全保障を見る際には、国外からの脅威だけではなく、国内か

らの脅威にも注意を払うべきであると、1990 年ごろから安全保障論の研究で主張される

ようになった。例えば、アユーブ（M. Ayoob）は、第三世界諸国の安全保障を議論する際

に、脅威は国境の外側からだけではなく、国境の内側からも生じていると主張した78。な

ぜなら、第三世界諸国の多くは国民国家の形成が十分でなく、国家と社会の間で乖離があ
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るからである79。ブザン（B. Buzan）も、国家と社会の凝集性の弱い「弱い国家」では、

「国内で発生した脅威」が政府にとって重大な関心事項であったと論じた80。このような

国内の脅威を前提とした安全保障は「政権の安全保障」と呼ばれることもある81。 

サウディアラビアが国家と社会の凝集性が高い国民国家といえるかという点について

本研究では深入りしないが82、もしアユーブの言うような「第三世界諸国」の理念形に当

てはまるとすれば、同国は国外だけではなく国内の脅威も感じていたはずである。ゴーズ

（G. Gause）は、サウディアラビアの対外政策の基本的な目的は「他国による支配と侵略

から国を守ることと、サウード家政権の国内的安定を保障すること」であると述べ、同国

が国外だけではなく国内からも脅威を感じていたことを示唆している83。このように、国

外からの脅威に対処するのとともに、国内からの脅威を取り除き、サウード家の統治を永

続することがサウディアラビアの諸政策の基本的な目的であったと言えよう。 

では、サウディアラビアは具体的にどのような国内の脅威に直面してきたのであろう

か。1920 年代には、イフワーンと呼ばれる遊牧民がアブドゥルアジーズ国王に対して反

旗を翻した。これはアブドゥルアジーズ国王がイギリスとの条約などに基づき、イフワー

ンに国境を越えた略奪などを禁止したからであった。1950 年代にはアラブ・ナショナリ

ズムの影響を受けた石油労働者の一部が何度もストライキを起こし、1969 年にはサウデ

ィアラビア空軍の一部がイエメン内戦の混乱に乗じて王制に対するクーデターを計画し

た。1979 年には、イラン革命に触発されたサウディアラビア東部のシーア派住民が民衆

蜂起を起こした。1993 年にサウディアラビア政府とシーア派住民は和解に至ったが84、両

者の対立は現在もくすぶり続けている。1979 年にはまた、マッカでサウード家の統治に

反対したウタイビー（J. al-‘Utaybī）による聖モスク占拠事件が発生した。1991 年の湾岸

戦争後には、米軍のサウディアラビア駐留を許したことに対する改革派の宗教指導者によ

る政権批判が噴出した85。2003 年にはサウディアラビア政府と鋭く対立するアル＝カーイ

ダが同国内でテロ事件を起こした。 

 このように、サウディアラビアは国外と国内の双方から安全保障上の脅威に直面してき

たが、こうした脅威に対抗できる軍事・治安機構としては、国防軍、国家警備隊、警察が

あり、それぞれ国防相、国家警備隊長官、内相の管轄である86。国外からの脅威に対して

は国防軍によって対処することになるが、サウディアラビアは伝統的に空軍を除いて大き

な軍隊を持とうとしなかった。それは 1950 年代にエジプトやイラクで見られたように、

軍隊がクーデターを起こす事態を警戒したからであった87。さらに、国家警備隊という組
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織が大都市と東部の産油地帯に配置され、実質的に国防軍を牽制する役割が与えられてい

る88。また、国内の脅威に対しては内務省が管轄する警察が対処する。このように、国防

軍、国家警備隊、警察という三つの組織があるが、1 つの組織が突出しないよう互いに牽

制し合ってきた89。 

 しかし、このような軍事・治安機構があるものの、サウディアラビアは独力で国内外の

脅威に対処できた訳ではなく、むしろアメリカをはじめとした外国に依存しながらそうし

た脅威に対処してきた。1940 年代後半、トランスヨルダンの脅威に直面したサウディア

ラビアはアメリカに支援を要請し、それに対してアメリカはサウディアラビアの領土保全

を確保する意思を表明した90。1953 年にはサウディアラビアの要請に応え、アメリカが軍

事訓練ミッション（U.S. Military Training Mission: USMTM）を設立し91、今日に至るまで

サウディアラビアの陸海空軍の能力向上を支援している。サウディアラビアは、第二次中

東戦争前にアメリカから軽戦車92、第三次中東戦争の前後に米英から戦闘機や対空ミサイ

ルを購入したのを皮切りに、1970 年代以降はアメリカからの多額の武器を購入した（図

3）93。アメリカは 1970 年代からサウディアラビアの国家警備隊も訓練するようになった

94。1990 年の湾岸危機時にイラクがクウェートを占領すると、サウディアラビアは米軍を

主力とした多国籍軍の国内駐留を許可した。このように、サウディアラビアは平時からア

メリカに軍事訓練や武器輸入を依存し、湾岸危機のような緊急時には米軍などの多国籍軍

を受け入れることによって、自国の安全保障を確保してきた。 

 

図 3．サウディアラビアの米英仏からの武器輸入（1950-2013 年） 

 

 

 その一方で、アメリカとしてもサウディアラビアの安全保障を確保する理由があった。
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第一に、1930 年代から 1970 年代まではサウディアラビアの石油を開発・生産する

ARAMCO の権益を守る必要があり、1980 年代に同社がサウディアラビアによって国有化

された後も、石油市場を安定化させる観点から同国の安全保障を確保する必要があった。

第二に、1940 年代から 1960 年代まではアメリカはサウディアラビアの安全保障を確保す

る見返りとして同国東部のザフラーン飛行場の借用権を得ていた。同飛行場はソ連に比較

的近い飛行場として核兵器搭載爆撃機の出撃拠点となっていたが、大陸間弾道ミサイルが

一般的となった 1960 年代にその役割を終え、サウディアラビアに返還された95。第三

に、1970 年代後半以降の原油価格高騰期には、サウディアラビアに高額な武器を売却す

ることで、アメリカの対外収支を改善させることができた。第四に、米ソ冷戦の文脈で社

会主義圏に対抗するためにもアメリカはサウディアラビアを必要とした。特に、1980 年

代にソ連がアフガニスタンに侵攻した時には、サウディアラビアの人的・金銭的支援を得

ながらアメリカはソ連と対峙した。このように、石油、軍事基地、対外収支、米ソ冷戦と

いった観点からアメリカはサウディアラビアの安全保障を確保する必要を感じてきた。 

 

（3）経済的利益 

 

コヘイン（R. Keohane）とナイ（J. Nye）が、「複合的相互依存関係」の下での国家目標

は問題領域によって異なると指摘したように96、もはや軍事安全保障だけが国家の対外政

策の目的ではなくなった。特に、1970 年代の第一次石油危機などを契機に、「経済的福利

の深刻な喪失の脅威をなくすこと」と定義される「経済安全保障」を確保することも国家

の対外政策の重要な目的の一つと捉えられるようになった97。ネクタライン（D. 

Nuechterlein）も、主権国家が国際社会で追求する目標のことを国益と捉え、それを構成

する一つの要素として「経済的利益」を挙げた98。また、既に見たようにクラズナーは

「戦略的安全保障と経済的福利」からなる「物質的利益」の増進がアメリカの対外政策の

目的の一つであったと指摘した。さらに、経済発展を促すことは、一般的に政権の正統性

を上昇させる効果もあった99。このように、軍事的な安全保障だけではなく、経済的利益

を確保することも国家の対外政策の目的の一つとして挙げることができるだろう。 

ブランド（L. Brand）は、「予算安全保障」という概念を用いてヨルダンの対外政策を

分析した。国内に天然資源をあまり持たないヨルダンは、諸外国と友好な関係を築いて資

金援助を獲得し、予算に見合う歳入を確保してきた100。このように、彼女は政権が危険
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にさらされない程度の歳入が確保されている状態を予算安全保障と捉え、それを確保する

ことがヨルダンの対外政策の特徴であったと分析した。本項では、ブランドが提起したこ

の予算安全保障という概念を、「財政均衡石油価格」（fiscal break-even oil price）という用

語との親和性が高い「財政安全保障」という言葉に言い換え、その観点からサウディアラ

ビアの原油生産の歴史を振り返りたい。財政均衡石油価格とは、ある国がその歳出を賄う

ために必要な原油価格のことであり101、原油価格がそれを下回ればその国の財政は赤字

となる102。サウディアラビアの歳入に占める石油収入の割合は年によって変動するが、

1970 年から 2013 年までのその割合を平均すると 81％となり、極めて重要な歳入元である

ことがわかる103。したがって、同国にとって十分な石油収入を確保し続けることが対外

政策上の基本的な目標の一つと言えよう。  

 サウディアラビアで本格的に原油生産が開始されたのは第二次世界大戦終結後であっ

た。原油生産はアメリカの国際石油会社の現地操業子会社である ARAMCO によって担わ

れ、同社はあらかじめサウディアラビア政府との間で結んだ石油利権協定に基づいて利権

料をサウディアラビア政府に支払った。1950 年にサウディアラビア政府は ARAMCO と

の間で利益折半協定を結び、石油収入を増やした。しかし、1959 年に国際石油会社が原

油価格を引き下げたため、サウディアラビアは他の産油国とともに石油輸出国機構

（Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC）を結成してこれに対抗しようとし

た。1973 年の第一次石油危機時に原油価格は飛躍的に上昇し、サウディアラビアの石油

収入は急上昇した。また、石油会社への資本参加・国有化の動きも加速し、サウディアラ

ビアは 1980 年に ARAMCO を国有化した。 

 原油価格は 1979 年の第二次石油危機によって再び大きく上昇したが、1980 年代に入る

と OPEC 以外の産油国が台頭し、1986 年に原油価格は暴落した。サウディアラビアは財

政赤字を計上せざるをえなくなり、対外資産の切り崩し、財政支出削減、国内の市中銀行

に対する国債の売却などを通じてこれに対処した104。OPEC は加盟国に原油生産量を割り

当て、価格下落を防ごうとしたが、あまり効果はなかった。しかし、2000 年代に入ると

アジア諸国の石油需要の伸びから原油価格が再び上昇し、サウディアラビアは 2003 年以

降に財政が継続的に黒字に転換した。2008 年から 2009 年にかけてはリーマン・ショック

時に投機資金が国際石油市場に激しく流出入したことで原油価格が乱高下し、サウディア

ラビアの財政も一時赤字化した（図 4、図 5）。 
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図 4．サウディアラビアの原油生産量と原油価格（1945-2013 年） 

 

 

図 5．サウディアラビアの財政（1970-2013 年） 
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（4）アラブ意識、イスラーム 

 

対外政策にとって安全保障や経済的利益の確保といった物質的利益の追求だけではな

く、イデオロギーの促進といった非物質的あるいは観念的な目的も重要であると指摘され

てきた105。例えばフランケルは、自己利益の要素とイデオロギーの要素がどのように織

り交ざって対外政策が形成されているかを考察することが重要であると説いている106。

また、ホルスティによれば、イデオロギーとは、政策決定者に現実を観察する知的枠組み

を提供し、将来の国家のあるべき姿を提示し、その政策を正当化するものであり、その典

型例としてはソ連の対外政策に大きな影響を及ぼしてきたマルクス・レーニン主義がある

と指摘した107。このように、対外政策に影響を与える要素としてイデオロギーの重要性

は度々指摘されてきた。 

他方、アイデンティティも対外政策にとって重要な非物質的要素である。エリクソン

（E. Erikson）は自我（エゴ）が社会的現実の中で定義されている自我へと発達しつつあ

るという感覚のことを「自我アイデンティティ」と定義しているが108、本研究でもある

主体が社会の中において自らをどのような主体として認識しているかという意識のことを

アイデンティティと捉えたい。馬場伸也は、「すべての行為体の行動の原点にして、しか

もその究極目標となっているものは、セルフ・アイデンティティである」と述べ 109、ア

イデンティティがあらゆる主体の行動の要因または目的になると指摘している。ウェント

（A. Wendt）は、アイデンティティが国家の利益を規定し、国家の行動に影響を与えると

主張し110、カッツェンスタイン（P. Katzenstein）も、アイデンティティから導き出される

集合的な期待のことを「規範」と呼び、そのような規範に従うことによって国家は対外政

策を無理なく遂行することができると主張した111。このように、アイデンティティとは

個人または国家も含めた集団の自己規定のことであり、国家はアイデンティティが提供す

る行動規範に従うことによってより無難な国家運営を務めることができる。 

中東諸国では、部族、宗派と言った比較的小さな集団もあれば、アラブ人やムスリム

問いった超国家的な集団もあり、それぞれがアイデンティティの単位になっている112。

例えばハドソン（M. Hudson）は、アイデンティティの帰属先を表すアラビア語として、

連帯意識（‘Aṣabīya）によって強化された血縁集団、カウム（民族、Qawm）、ワタン（祖

国、Waṭan）、ウンマ（イスラーム共同体、Umma）などを指摘した113。他方、ヒンネブッ

シュ（R. Hinnebusch）は、中東諸国におけるアイデンティティを家族、部族、宗派を単位
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とした国家内のアイデンティティと、アラブ意識（Arabism）とイスラームという国家を

超えたアイデンティティの二つに大別した114。この中でも、アラブ諸国の対外政策を考

察する上で重要なのは、後者のアラブ意識とイスラームという国家を超えたアイデンティ

ティであり、特にアラブ・イスラエル紛争に関してこの二つの概念はイスラエルの正統性

を否定するという共通点を有している115。アラブ諸国は、こうしたアラブ意識やイスラ

ームから導き出された規範に配慮した対外政策を実施することにより、統治の正統性を確

保することができた116。 

このアラブ意識から導き出されたアラブの大義（Arab cause、al-qaḍāyā al-‘Arabīya）と

は、アラブ人の国家や非国家主体が直面している困難や不正に共同で対処しなければなら

ないというアラブ世界における社会的要請のことである。中でもパレスチナ人が直面して

きた困難（パレスチナの外での生活を強いられている状態など）や不正（パレスチナにお

ける政治的権利が奪われている状態など）に共同で対処しなければならないというパレス

チナの大義がアラブの大義の大きな部分を占めており、立山良司も「パレスチナの地を奪

還／解放するという『パレスチナの大義』はそのまま『アラブの大義』であ」ると述べた

117。しかし、アラブの大義はパレスチナの大義だけを意味するのではなく、例えば第二

次中東戦争時にイスラエルや英仏の侵攻を受けたエジプトを助けることも、アラブの大義

であると言われた。このように、アラブの大義とはイスラエルの周辺または内部にあるア

ラブの非国家主体や国家が経験している困難や不正に対し、アラブ諸国が共同で対処すべ

きであるという社会的要請のことであり、その代表例がパレスチナの大義である。 

ところで、ここまで筆者は「Arabism」の訳語としてアラブ意識という言葉を用いてき

たが、これはもともとアラビア語の「ウルーバ」（‘urūba）の訳語である118。ウルーバと

は、アッラー（A. Allāh）の『政治事典』（Al-Qāmūs al-Siyāsī、1980 年）によれば、「アラ

ブ共同体（umma al-‘Arabīya）への帰属」、すなわち自身がアラブという共同体の一員であ

るという意識のことである119。また、アラブ・ナショナリズムの提唱者と言われるフス

リー（S. Al-Ḥusrī）が「アラビア語を話すすべての者はアラブ人である。…もし彼がこの

ことを知らない、またはアラブ意識を誇りに思わないのであれば、我々はその理由につい

て調べなければならない」と述べたように120、アラブ意識とはアラブ人が誇りに思うも

のである。このフスリーの定義を踏まえ、ハドソンは「母語がアラビア語のものは、誰で

もアラブ共同体の一員であり、ウルーバ、アラブ意識を分かち合っている」と説明した

121。このように見てきた場合、ウルーバはアラビア語を中心としたアラブ共同体に自ら
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が所属しているという意識と捉えることができる。これを「アラブ主義」122、また「ア

ラブ性」と訳すこともできるが123、本研究では、加藤が「『アラブ』としての意識」と訳

したことなどから124、そして次に述べるアラブ・ナショナリズムとの違いを意識しやす

くしたいことなどから、ウルーバをアラブ意識と訳したい。 

このアラブ意識というアイデンティティが、政治思想、政治運動、そしてイデオロギ

ーと化したものが、アラブ・ナショナリズム（アラブ民族主義、Arab Nationalism、al-

qawmīya al-‘Arabīya）、または汎アラブ主義（Pan-Arabism）であった。ダウィシャは、ア

ラブの文化的均一性を指すアラブ意識に、政治的統合という強い願望が加わったものをア

ラブ・ナショナリズムと呼んだ125。長沢栄治は、「19 世紀末に発生したアラブ主義（ウル

ーバ）という思想が、第二次世界大戦後の脱植民地化の過程で発展した一つの急進的な形

態」をアラブ・ナショナリズムと捉えた126。富田広士も、「19 世紀後半以降の西欧列強に

よる植民地化に対抗して、アラブ民族の一体性を再確認し文化的・政治的統一と復興を進

める思想、運動」のことをアラブ・ナショナリズムと定義した127。このように、アラブ

意識に政治色が加わったものがアラブ・ナショナリズムということができる。 

このアラブ・ナショナリズムは、第三次中東戦争におけるアラブ諸国の敗北によって

政治運動として挫折し、思想としても破綻したと一般的に考えられている128。アジャミ

ー（F. Ajami）は「汎アラブ主義の終焉」（1979 年）で、汎アラブ主義という「考えは終

わりに近づいた」と主張した129。セラ（A. Sela）も、汎アラブ主義が「1967 年の戦争以

降に支配的な言説から衰退した」と指摘した130。このように、アラブ・ナショナリズム

が第三次中東戦争を契機に衰退したのは事実であるが、その基礎となっているアラブ意識

は存続していると言えるだろう。例えば、オーウェン（R. Owen）は、「アジャミーが

（1979 年の論文で）描写しようとしていることはアラブ意識自体の終焉ではなく、アラ

ブ意識の解釈のされ方、そして政治的利用のされ方における重要な変化」であり、「アラ

ブ意識は中東での生活の中心的な事実であり続けている」と主張している131。 

 しかし、第三次中東戦争を生き残ったアラブ意識も、湾岸戦争によって完全にその機能

を失ったという見方がある。例えば、バーネット（M. Barnett）は『アラブ政治のおける

対話』（1998 年）で、「現時点、そして予見されうる将来において、アラブ意識はもはや

地域政治のルールを提供しない」と述べ132、湾岸戦争を以てアラブ意識を軸にした政治

は終焉したという見方を取った。確かに、湾岸戦争でアラブ諸国は完全に分裂したが、そ

れを境にアラブ意識まで消滅したと考えるのはやはり早計であろう。例えば、立山は、
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「アラブ民衆の間ではパレスチナ人への連帯意識や反イスラエル感情はいまだに非常に強

く、それを無視してアラブ諸国の指導者が対外政策を決定できないこともまた事実であ

る」と述べ133、長沢も「アラブ民族主義に続いて、アラブ主義にまで死亡宣告を下すの

はやはり早急ではないかと思いたい」と主張している134。さらに近年では、リンチ（M. 

Lynch）のように、汎アラブ衛星放送の広がりによって「アラブ公共圏」が形成され、自

らがアラブ共同体に所属していると意識する場面が増えたと見る研究もある135。このよ

うに、アラブの大義の基礎となるアラブ意識は、第三次中東戦争や湾岸戦争を経てもな

お、アラブ諸国の中で生き続けていると考えるのが妥当であろう。 

アラブ意識だけではなく、イスラームもアラブ・イスラエル紛争に関するアラブ諸国

の政策、特にサウディアラビアの政策に大きな影響を与えた。それは次の二つの意味にお

いてである。第一に、アラブ・イスラエル紛争のアラブ側の直接的な当事者（エジプト、

パレスチナ人勢力など）の構成員の多くはムスリムであり、サウディアラビアとしては同

じムスリムとして彼らの直面している困難や不正に共同で対処しなければならないという

社会的要請を感じた。これは言うなれば「ムスリムの大義」とも呼べるもので、同じ共同

体に属するものを支援するという意味で上記のアラブの大義と同じ論理である。そして、

アラブ・イスラエル紛争の文脈では、上述の通りアラブの大義とムスリムの大義が支援す

る対象は重なっていることがほとんどであることから、本研究では基本的にアラブの大義

の中にムスリムの大義が含まれるものと考えたい。 

第二に、イスラームという信仰体系そのものが、アラブ・イスラエル紛争に関する諸

問題について特別な価値判断を下す規範となり、同紛争に関するサウディアラビアをはじ

めとしたアラブ諸国の政策に大きな影響を与えている136。アプターは「政治的イデオロ

ギー」を「特定の道徳的規定を集合体に適用すること」と定義したが137、アラブ諸国を

はじめとしたイスラーム諸国ではイスラームがこうした道徳的規定を提供する役割を果た

し、そうした道徳的規定の中にはアラブ・イスラエル紛争に関するものを多く含まれてい

た。例えば、アラブ・イスラエル紛争で争われている都市エルサレムは、イスラームの信

仰上非常に重要な聖地であり、第三次中東戦争でイスラエルが占領して以降、アラブ・イ

スラーム諸国はここを解放しなければならないという道徳的な義務を強く感じるようにな

った。エルサレム旧市街にある神殿の丘と呼ばれる一区画をムスリムは預言者ムハンマド

がイスラー（夜の旅、isrā’）した舞台であると考え、ハラム・シャリーフ（高貴な聖域、

al-ḥaram al-sharīf）と呼んでマッカ、マディーナに次ぐイスラーム第三の聖地と認識して
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いる。そして、ここをイスラエルの支配から解放することが、第三次中東戦争以来サウデ

ィアラビアをはじめとしたアラブ・イスラーム諸国の重要な外交課題となっている。 

 サウディアラビアはマッカ、マディーナというイスラームの二つの聖地を擁し、またイ

スラームの堅持を国家の正統性の柱としていることから、アラブ・イスラエル紛争に関す

る同国の政策を考える上で、イスラームはアラブ意識に勝るとも劣らない重要性を有して

いると考えられる。例えば、バーネットは「サウディアラビア政府は常に、正統化装置と

してアラブ意識よりもイスラームにより依拠していた」と述べ、アラブ意識よりもイスラ

ームにサウディアラビアは統治の正統性を求めていたと指摘した138。実際、サウディア

ラビアは、特にアラブ・ナショナリズムを掲げるナーセル大統領との対立が激しくなった

1960 年代以降、イスラームを旗印に掲げた対外政策を展開し、国家のイスラーム的正統
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‘Arabīya, 1980), p. 990（『政治事典』）. 
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第一節 問題の所在 

 

 1940 年代後半は、米ソ冷戦、脱植民地化、中東域内政治の文脈で重要な展開が見られ

た。第二次世界大戦中にナチス・ドイツに対して共闘した米ソは、大戦後すぐに東欧諸国

やイランなどをめぐって対立した。1947 年 3 月にトルーマン（H. Truman）米大統領はト

ルコとギリシャに対する経済・軍事援助計画（トルーマン・ドクトリン）を発表して共産

主義を封じ込めようとし、同年 6 月にはマーシャル（G. Marshall）米国務長官が欧州復興

計画（マーシャル・プラン）を発表した。他方、第二次世界大戦は中東地域の脱植民地化

を勢いづかせ、1946 年 5 月にはトランスヨルダン、9 月にはシリアがそれぞれイギリスと

フランスの委任統治から独立した。アラブ諸国間政治の文脈では、この時期ハーシム家国

家であるトランスヨルダン・イラクとサウディアラビア・エジプトの対立が見られた。特

にトランスヨルダンのアブドゥッラー（‘Abd Allāh Ḥ.）国王は、シリア、レバノン、パレ

スチナを含めた「大シリア」地域を統一し、またその父祖の地であるサウディアラビア西

部のヒジャーズ地方を奪還する野望を持っていた。1945 年 3 月に結成されたアラブ連盟

が効果的に機能しなかったのも、多くはこのアラブ諸国間の対立に原因を求められた。 

 この時期は、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策、特に同紛争を

めぐる米サ関係を考察する上でも決定的に重要な時期であった。それは、単にアラブ・イ

スラエル紛争の片方の主役であるイスラエルが 1948 年 5 月に建国されたからだけではな

く、石油と安全保障を軸にした米サ間の基本的な関係がこの時期形成されたからである。

アメリカは第二次世界大戦中の 1943 年に武器貸与法をサウディアラビアに適用して以

来、イギリスに代わって同国への最大の経済援助供与国となった1。また、サウディアラ

ビアは 1933 年にアメリカのカリフォルニア・スタンダード石油会社（Standard Oil 

Company of California: SOCAL）と石油利権契約を交わしたが2、同社の現地操業子会社で

ある ARAMCO3が原油生産を本格化させたのは第二次世界大戦後であった。また、1945

年 4 月に米サはサウディアラビア東部のザフラーン（ダーラン）に「飛行場」（事実上の

空軍基地）を建設することで合意した。この飛行場は第二次世界大戦の欧州戦線の米軍を

アジア太平洋戦線へと移送する目的で建設されたが、大戦後はソ連のペルシャ（アラビ

ア）湾岸地域への進出を牽制する役割を担った。このように、1940 年代後半に米サ関係
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は経済・軍事の両面で深まりを見せた。 

その一方で、パレスチナ問題をめぐって米サは鋭く対立した。ローズヴェルト米大統

領は 1945 年 2 月にサウディアラビアのアブドゥルアジーズ国王と会談し、アメリカがア

ラブ側の同意なしにパレスチナ政策を変更しないという確証を与えた。しかし、同年 4 月

に就任したトルーマン大統領は、アラブ側の同意なく欧州のユダヤ人難民をパレスチナに

移住させようとしたため、アブドゥルアジーズ国王を困惑させた。1947 年 9 月に大統領

がパレスチナ分割を支持する姿勢を表明すると、国王は米石油利権への制裁をほのめか

し、大統領に態度の変更を求めた。しかし、同年 11 月にアメリカが国連パレスチナ分割

決議案に賛成票を投じると、国王はアメリカにいかなる制裁も加えず、むしろトランスヨ

ルダンやイラクの脅威に備えるための安全保障上の協力をアメリカに求めた。1948 年 5

月のイスラエル建国後に第一次中東戦争4が勃発すると、米石油利権を破棄するよう求め

るアラブ諸国の声がかつてなく高まったが、安全保障と経済をアメリカに依存するサウデ

ィアラビアはこうした声に動じず、アメリカに対していかなる制裁措置も取らなかった。

このように、アブドゥルアジーズ国王はパレスチナ問題よりも自国の安全保障と経済的利

益を重視したため、アメリカとの良好な関係を守った。 

 このパレスチナ問題をめぐる当時の米サ関係について、先行研究はどのように分析して

いるのだろうか。ラシードは、「パレスチナ問題に関する関心よりも、ハーシム家の勢力

を封じ込めるという執念の方が、イブン・サウード（アブドゥルアジーズ国王）にとって

常に重要であった」と述べ、アブドゥルアジーズ国王にとって当時パレスチナ問題よりも

ハーシム家のトランスヨルダンの脅威の方が重要な関心事項であったと主張した5。ラベ

ル（M. Labelle）も、「ハーシム家による潜在的な拡張主義」に対する不安から、アブドゥ

ルアジーズ国王はトルーマン大統領の親シオニスト6的なパレスチナ政策を容認したと述

べた7。また、ヤーギン（D. Yergin）は、ARAMCO がもたらす利権料（ロイヤルティー）

が当時のサウディアラビアのほぼ唯一の収入源であったため、同社の操業の根拠となって

いる石油利権契約を破棄することはサウディアラビアの財政上不可能なことであったと主

張した8。このように、ヒジャーズ地方奪還を目指すトランスヨルダンのアブドゥッラー

国王の脅威に対抗する上でアメリカを頼りにしていたこと、そしてアメリカの石油会社か

らの経済的利益に依存していたことなどが、サウディアラビアがパレスチナ問題で対立し

たアメリカに対して強硬な制裁措置を取らなかった理由であると先行研究は説明した。 

 しかし、これらの先行研究にはいくつかの問題点がある。第一に、先行研究はサウディ
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アラビアの政治指導者としてアブドゥルアジーズ国王の政策や言動に注目してきた一方、

それ以外のサウード家の王族についてはあまり触れてこなかった。確かに、アブドゥルア

ジーズ国王はサウディアラビアの最高権力者であるだけではなく、サウディアラビア建国

の父として絶大な求心力を有していたことから、彼の政策こそがサウディアラビアの政策

ということができた。しかしながら、アブドゥルアジーズ国王の政策には彼個人の主観や

価値判断が色濃く反映され、必ずしもサウディアラビアの政治指導者全体の意思を反映し

ていない可能性がある。また、アブドゥアジーズ国王の息子であるサウード王子やファイ

サル王子などは後にサウディアラビアの国王になる人物であり、彼らのイスラエル建国に

対する姿勢がもっと脚光を浴びても良いように思われる。したがって本研究では、アブド

ゥルアジーズ国王の言動だけではなく、パレスチナ問題に関して国王と異なった対応を見

せたファイサル王子の言動にも特に注目することで、当時のサウディアラビアのイスラエ

ル建国に対する態度をより深く理解したい。 

第二に、上で挙げた先行研究は概ね欧米の視点による歴史研究であるが、サウディア

ラビアの視点に立った研究はあまり多くなかった。ラシードはサウディアラビアの政治文

書に触れているが、議論の中軸を形作っているのはイギリスの外交文書であり、ラベルも

アメリカの政策決定においてサウディアラビアがどのような位置にいたかという点をアメ

リカの外交文書に基づいて議論している。本研究でも米英の外交文書を多用したが、それ

に加えてサウディアラビアのアブドゥルアジーズ国王館が刊行した公文書集などを用い

9、サウディアラビアの視点からの考察を試みた。さらに、先行研究ではサウディアラビ

アの政治指導者の発言や書簡の内容を丹念に読み解くものは多くなかったが、本研究では

指導者の発言や書簡の内容をアラビア語の原文から多く引用している。こうすることによ

り、サウディアラビアの政治指導者が当時どのようなパレスチナ・イスラエル認識を抱い

ていたかをより深く理解したい。 

第三に、先行研究ではサウディアラビアがアラブ意識やイスラームの観点からパレス

チナという土地、あるいは建国直後のイスラエルをどう認識していたのかという点が十分

に明らかになっていない。先行研究は、アメリカに安全保障と経済を依存していたため

に、サウディアラビアはアメリカにパレスチナ問題をめぐって石油利権の破棄を含めた強

硬な姿勢を取れなかったという説明をしているが、これらの先行研究ではサウディアラビ

アがアラブ意識やイスラームの観点からパレスチナをどのように捉えていたかという点は

ほとんど考察していない。同じアラブ人、ムスリムの地であるパレスチナにユダヤ人の国
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家が誕生し、それをアメリカが後押ししたことについて、サウディアラビアの指導者がア

ラブ意識やイスラームの観点から全く反応を示さなかったというのは考え難い。したがっ

て、本研究では、サウディアラビアの政治指導者がイスラエル建国という事態をどう認識

していたかという点を、彼らの政治声明を読み解きながら明らかにし、主として安全保障

と経済的利益の観点から説明されてきた従来のイスラエル建国期のサウディアラビアのパ

レスチナ政策の理解に新たな視点を加えたい。  

以下では、1940 年代後半のパレスチナ問題をめぐる米サ関係について、五つの節に分

けて検討したい。第二節は、アブドゥルアジーズ国王とローズヴェルト大統領のスエズ運

河上での会談と、そこで大統領が国王に確約したパレスチナ政策に関する「事前協議の原

則」について詳述する。第三節は、ローズヴェルト大統領の急逝後に就任したトルーマン

大統領が、アメリカのシオニスト10の主張に同調してユダヤ人難民をイギリス委任統治領

パレスチナに移民させようとし、それに対してアブドゥルアジーズ国王とファイサル王子

が反発した過程を描く。第四節は、アメリカが国連パレスチナ分割決議案に賛成票を投じ

たことに対するアブドゥルアジーズ国王とファイサル王子の反応を描く。第五節は、サウ

ディアラビアの第一次中東戦争への参加と、戦中・戦後も発展を続けた米サ関係について

検討する。第六節の結語では、本研究でのアブドゥルアジーズ国王とファイサル王子のイ

スラエル建国に対する態度の違いの背景を、安全保障、経済的利益、アラブ意識、イスラ

ームという概念を用いながら分析したい。 

 

第二節 ローズヴェルト大統領の約束 

 

（1）第二次世界大戦とユダヤ人難民 

  

ドイツでナチス政権が成立して以来パレスチナに移住するユダヤ人が急増し、1936 年

にはそれに抵抗するアラブ人の運動であるアラブ大反乱がパレスチナで起こった。この運

動の指導者であったフサイニー（Al-Ḥājj Amīn al-Ḥusaynī）パレスチナ高等委員会議長

は、パレスチナを「シオニズムの伸長」から守るようサウディアラビアのアブドゥルアジ

ーズ国王に要請した11。こうしたことから、アブドゥルアジーズ国王は、1938 年 11 月に

ローズヴェルト大統領に書簡を送付し、「パレスチナの小さな土地は、既に世界のどの国

よりも、大勢のユダヤ教徒の難民を引き受けている。パレスチナのようなごく限られた地
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域には、たとえその先住民が一人も居なくなったとしても、世界中のユダヤ教徒を受け入

れる余地はない」と訴え、パレスチナへのユダヤ人流入にアメリカが反対の立場を取るよ

う促した12。 

ナチス・ドイツとの戦争が不可避と考えられた 1939 年 5 月、イギリスはアラブ世界の

支持を得るため、パレスチナへのユダヤ人移民を制限するパレスチナ白書（マクドナルド

白書）を発表した。これにより、パレスチナへのユダヤ人移民は、最初の 5 年間は計 7 万

5000 人に制限され、それ以降はパレスチナのアラブ人が同意した場合のみ移民できるこ

ととなった。第二次世界大戦勃発後、ドイツは支配領域内でホロコースト（ユダヤ人大虐

殺）を実施したが、その惨状が徐々に連合国側にも伝わるようになった。こうしたことを

背景に、1942 年 5 月にアメリカのシオニストたちはニューヨークでビルトモア会議を開

催し、パレスチナ白書を撤回してパレスチナにユダヤ人移民を制限なく受け入れるようイ

ギリスに求めた13。 

第二次世界大戦も終盤に差し掛かり、ナチス・ドイツの占領下にあった強制収容所が

連合国軍の手によって次々と解放されると、連合国の間でユダヤ人を救えなかったという

罪の意識が生まれ、生き残ったユダヤ人をパレスチナに制限なく移住させるべきであると

いうシオニストの主張に、連合国民の間で大きな同情が集まるようになった。しかし、ア

ラブ諸国はパレスチナにユダヤ人が移住することで同地のアラブ人が追いやられると考え

たため、これ以上ユダヤ人が移住すべきではないと考えた。1945 年 1 月にアブドゥルア

ジーズ国王は、駐サウディアラビア米公使14のエディー（W. Eddy）に対し、「クルアーン

においてムスリムの敵として憎まれているユダヤ人をアメリカが万一支持する場合、アメ

リカは我々との友好関係を否定したと我々は受け止めるだろう」と述べ、ユダヤ人への憎

悪を表明するとともに、アメリカにパレスチナへのユダヤ人移民を支持しないよう働きか

けた15。 

 

（2）スエズ運河上の米サ首脳会談 

 

1945 年 2 月 14 日、ローズヴェルト米大統領は米英ソのヤルタ会談の帰路、アブドゥル

アジーズ国王をスエズ運河に停泊中の米軍艦クインシー号に招待した。大統領は、第二次

世界大戦終盤の戦略拠点として、欧州とアジア太平洋地域の中継地に位置するサウディア

ラビアに「飛行場」を建設し、欧州方面の米軍をアジア太平洋方面に移動させたいと考え
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ていた16。他方、国王は中東を「植民地支配した経験のないアメリカ」と関係を強化する

ことにより、サウディアラビアの「土地と国民の独立」を保ち続けたいと考えていた17。

当時、サウディアラビアはイギリスの影響下にあるトランスヨルダン、イラクなどと対立

関係にあり、その上でもアメリカとの連携が必要とされていた。こうして、サウディアラ

ビアとアメリカの安全保障上の関係が強化されていった。 

さらに、アメリカはサウディアラビアの石油に注目した。第二次世界大戦中に欧州に

供給された石油はほとんどアメリカやベネズエラから供給されたが、大戦後は中東、特に

大量の未確認石油が埋蔵されていると考えられるサウディアラビアがこれにとって代わる

べきであるとアメリカの政策決定者は考えた18。例えば、クレイトン（W. Clayton）国務

次官補は「西半球（アメリカ）の石油輸出量を削減するため、中東を東半球に供給される

平時の石油の供給源として政府は考えるべきである」と主張した19。このように、アメリ

カは自国の石油を温存するため、欧州諸国の石油需要をサウディアラビアなどの中東諸国

からの石油供給によって満たされるべきであると考えた。サウディアラビアの石油はアラ

ビア半島の外周を回り、スエズ運河を経由して欧州に輸出しなければならなかったため、

ローズヴェルト大統領はサウディアラビアの油田地帯と地中海を直接結ぶアラブ横断パイ

プライン（Trans-Arabian Pipeline: TAPline）の建設をアブドゥルアジーズ国王に希望し

た。そうすることで、サウディアラビアから欧州への石油輸送をより円滑に行おうとし

た。 

また、ローズヴェルト大統領はユダヤ人難民問題とパレスチナ問題についてもアブド

ゥルアジーズ国王に協力を打診した。ユダヤ人難民（Displaced Persons）20は、アメリカ

軍が第二次世界大戦中に解放した欧州各地で難民キャンプでの生活を余儀なくされて、精

神的トラウマから故郷に戻ろうとしない者が多かった。そのため、大統領は彼らをパレス

チナに移住させる計画を考え、国王から同計画に対する前向きな反応を期待した。しか

し、国王は「ユダヤ人の迫害は『キリスト教徒』であるドイツ人が引き起こしたにもかか

わらず、その余波をアラブ人が受けるのは不当である」と述べ、ユダヤ人難民のパレスチ

ナへの移住計画に明確に反対した21。大統領はこの時初めて国王のユダヤ人のパレスチナ

移民に対する揺るぎない反対姿勢を深く理解し、帰国後「私は、ムスリムの問題、ユダヤ

人の問題について、2、3 ダースの手紙のやり取りよりも、イブン・サウードとの 5 分間

の会話によって、より多くのことを学ぶことができた」と語った22。そして大統領は、彼

個人として「アラブ人に敵対的な政策は取らない」こと、そして「ユダヤ人とアラブ人の
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双方に対する事前の協議なしにアメリカ政府がパレスチナへの基本的な政策を変更しな

い」という二つの約束を、この会談中に国王と交わした23。 

こうして両首脳の会談は安全保障、石油、パレスチナ問題など多岐にわたる問題を協

議したが、アブドゥルアジーズ国王はパレスチナ問題に関してローズヴェルト大統領がア

ラブ側の主張を本当に尊重するのか確信が持てなかった。そのため、1945 年 3 月 10 日に

次の書簡を大統領に送り、パレスチナ問題に関する自身の見解をより詳しく説明した。 

 

我々は、神に次いで国際秩序の構築を手中に収めているあなた方に、歴史の幕開け以

来疑いもなく存在する真正な権利について指摘する機会を持つことができたことを嬉

しく思う。…その権利とは、パレスチナのアラブ人の権利である。…連合国が大西洋

憲章などで宣言したように、すべての人々には自らの故郷で生きる自然権を有する。

…パレスチナの最初の住人はアラブ人であり、アラブ人は紀元前 3500 年から現在に

至るまでそこに住んでいる。アラブ人がパレスチナを単独あるいはトルコ人と共同で

統治した期間は、合わせて約 1300 年に及ぶのに対し、ユダヤ人がそこを統治した期

間は 380 年に及ばない。…このように、彼ら（ユダヤ人）は短期間パレスチナを統治

しただけであり、彼らにパレスチナを所有する権利はない24。 

 

これを受け、ローズヴェルト大統領は 1945 年 4 月 5 日に書簡を返し、国王がパレスチ

ナ問題に関する自身の見解を表明したことに感謝した。さらに、スエズ運河上の会談で大

統領が語った内容を次のように繰り返し表明した。 

 

アラブ人、ユダヤ人双方を交えた協議なくして、この国（パレスチナ）に生じている

基本的状況に関し、いかなる決定も下さないという我々の願望を、陛下は思い出すと

思う。…陛下はまた、私が行政府の長として、アラブ人に対していかなる敵対的な行

為を取らないことを確約したことも思い出すと思う25。 

 

このように、アラブ側への事前協議なくしてパレスチナに関する決定を下さないとい

うアメリカ政府の「願望」をあらためて書面で表明するとともに、最後の段落では「この

問題（パレスチナ問題）に関するこの（アメリカ）政府の政策は不変である」と述べた

26。こうして大統領はアブドゥルアジーズ国王に対する事前協議の約束を書面でも確認し
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たが、大統領はこの書簡を送付したわずか一週間後に脳卒中により帰らぬ人となった。 

 

第三節 トルーマン政権の親シオニスト政策  

 

（1）ユダヤ人移民の推進 

 

1945 年 4 月 12 日にローズヴェルト大統領の後任としてトルーマン大統領が就任する

と、アメリカのパレスチナ政策は親シオニスト色を強めた。4 月 20 日には、アメリカ・

シオニスト緊急委員会というシオニスト団体の指導者が大統領を訪問し、ユダヤ人難民問

題の解決とパレスチナにおけるユダヤ人国家建設への支援を要請した27。5 月 7 日に第二

次世界大戦の欧州戦線が終結すると、トルーマン大統領はチャーチル（W. Churchill）英

首相に対し、委任統治領パレスチナに欧州各地で取り残されたユダヤ人難民を制限なく受

け入れるよう求めた28。8 月 16 日に大統領は記者会見を開き、「アメリカのパレスチナ政

策は、なるべく多くのユダヤ人をパレスチナに入らせることである」と明言した 29。こう

して様々なチャンネルを通じてイギリスにパレスチナへのユダヤ人難民の制限のない受け

入れを求めた。 

しかし、こうしたトルーマン大統領の政策はアラブ諸国の指導者を戸惑わせた。アブ

ドゥルアジーズ国王は 8 月 16 日の大統領の記者会見での発言の真意を探るため、8 月 23

日に次の書簡を在サウディアラビア米公使館に送付した。 

 

この（トルーマン大統領の）発言はアラブ共同体全体の利益、そしてアメリカの友人

である我々サウディアラビアの利益に反している。我々は、トルーマン大統領の発言

が彼の真意ではないと考えている。…（トルーマン大統領の発言は）アラブ側を交え

た協議なくしてパレスチナ問題に関する重大な決定を行わないというローズヴェルト

元大統領の 4 月 5 日の書簡に反している。サウディアラビア政府はアメリカ政府の真

意を知りたいと思う30。 

 

 このように、アブドゥルアジーズ国王はローズヴェルト大統領のパレスチナ問題に関す

る事前協議の約束を想起させることによって、トルーマン大統領にその親シオニスト的な

政策を思い留まらせようとした。しかし、その効果はなく、8 月 31 日にトルーマン大統
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領はイギリスのアトリー（C. Attlee）新首相に対してユダヤ人難民 10 万人の即時入国を

要請した。イギリスはこの要請を拒否したが31、次第にイギリスはトルーマン大統領の要

請を拒み続けることが困難になった。そこで、イギリスは 10 月に「欧州のユダヤ人難民

問題とパレスチナ問題に関する英米調査委員会」の発足をアメリカに提案し、これによっ

てユダヤ人難民のパレスチナ流入によって生じる問題に対する責任をアメリカにも負わせ

ようと考えた32。英米調査委員会は 1946 年 2 月から 3 月にかけて、欧州とパレスチナで

調査を行ったが、委員会の活動に懸念を抱いたアブドゥルアジーズ国王は 3 月 22 日に覚

書を委員会に送付し、自らのパレスチナ問題に関する見解を表明した。「英米調査委員会

に提出されたパレスチナ問題に関する国王の覚書」と題されたその覚書には、次のような

内容が書かれている。 

 

パレスチナにおいて、アラブ人の自然の権利が明らかに侵害を受けている。イギリ

ス、そして今日のアメリカは（次の）明白な約束にも関わらず、アラブ人の土地に対

するシオニズムの侵略を支援している。（A）1918 年 6 月の 7 人のアラブ人に対する

イギリスの 7 ヵ条の宣言を見よ。（B）1918 年 11 月のアラブに対する英仏宣言を見

よ。（C）1945 年 4 月 15 日にローズヴェルト大統領から私宛に送られた書簡の最後の

段落を見よ33。 

 

（A）は第一次世界大戦時に連合国が占領したオスマン帝国領は「統治される人々との

同意」に基づいて将来の政府が形成されなければならないとしたイギリス政府の宣言であ

り34、そこにはイギリスが 1918 年にオスマン帝国から獲得したパレスチナも含まれてい

た。（B）は英仏が「シリア」と「メソポタミア」において「原住民」による政府ができ

ることを支援するという宣言であり35、ここでいう「シリア」にはパレスチナも含まれて

いた。このように、パレスチナの将来の政府は「統治される人々」あるいは「原住民」で

あるパレスチナのアラブ人の同意に基づいて組織されるべきであり、彼らが同意できない

勧告を英米調査委員会が出さないよう釘を刺した。他方、（C）はアメリカがパレスチナ

問題に関してアラブ側との同意を約束した前述のローズヴェルト大統領の書簡のことであ

る。しかし、英米調査委員会はこの覚書を顧みることなく、1946 年 5 月 1 日に報告書を

まとめ、その中で 10 の項目を英米政府に対して勧告した。その中でもとりわけ重要なの

が第 1 項から第 4 項までであり、その内容を要約すると次のようになる。 
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第 1 項 ユダヤ人難民問題を解決するために英米が協力し、パレスチナだけではなく

欧州での（ユダヤ人の）再定住に努力する。 

第 2 項 ナチスとファシストによる迫害を受けたユダヤ人 10 万人に対し、パレスチ

ナに入るための許可証を即座に出す。 

第 3 項 ユダヤ人がアラブ人を支配してはならず、またアラブ人もユダヤ人を支配し

てはならない。パレスチナは、ユダヤ国家にもアラブ国家にもなってはならない。  

第 4 項 ユダヤ人とアラブ人の対立が止むまでの間、現在の委任統治と（その後継の

統治体制である）国連の信託統治を継続する36。 

 

この中で特に重要なのは 10 万人分のユダヤ人にパレスチナへの移民許可を勧告した第

2 項であり、これは上で見たようにトルーマン大統領の主張がそのまま反映されたもので

あった。これほど多くのユダヤ人がパレスチナへ流入することをアブドゥルアジーズ国王

は受け入れることができなかった。国王は、1946 年 5 月 24 日にトルーマン大統領に書簡

を送り、パレスチナに流入できるユダヤ人の数を制限した 1939 年からイギリス政府によ

って施行されているパレスチナ白書の原則を変えないことが重要であると主張した37。ま

た、同じころアブドゥルアジーズ国王の三男で、外相も務めていたファイサル王子38は、

在サウディアラビア米公使館に対し、「あなたの政府が、シオニズムに賛成するあまり

に、アメリカの中東への投資を犠牲にしないことを私個人としては願っている」と述べ、

英米調査委員会の報告書の勧告を無視するよう求めた39。 

 他方、第 3 項と第 4 項は将来のパレスチナ像について言及した項目であり、ユダヤ人と

アラブ人の対立が収まるまでの間、イギリスが委任統治またはその後継方式である信託統

治を継続させるというものであった。イギリスのモリソン（H. Morrison）とアメリカのグ

レイディ（H. Grady）はこの考えを発展させ、イギリス信託統治の下でユダヤとアラブの

自治州を設置するという「モリソン＝グレイディ案」を 1946 年 7 月に提案したが、この

提案はパレスチナ分割につながるとしてアラブ側から反対され、また自治州における権限

が小さいとしてユダヤ側からも反対された。こうした動きがある一方で、パレスチナの少

なくとも一部にユダヤ人国家を建設しようとするユダヤ機関40は、密かにトランスヨルダ

ンのアブドゥッラー国王に特使を派遣し、パレスチナ分割について協議した41。これは

「大シリア」の一部であるパレスチナを自国の領域に組み込みたいと考えていたアブドゥ
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ッラー国王にとっても有益な協議であった。 

 

（2）ヨーム・キップール声明 

 

アメリカでは中間選挙が目前に迫った 1946 年 10 月 4 日、トルーマン大統領がいわゆ

るヨーム・キップール声明を発表し、パレスチナの将来の国家案として、イギリスが推す

「モリソン＝グレイディ案」と、パレスチナの一部にユダヤ人国家を建設するというユダ

ヤ機関の案の二つ案に言及した。その部分は次の通りである。 

 

イギリス政府は（ロンドンで開催されていたパレスチナに関する）会議で地方自治の

ためのいわゆるモリソン案を提案し、さらに会議は他の提案も受け入れ可能であると

述べた。他方、ユダヤ機関は独立したユダヤ人国家の創設によるパレスチナ問題の解

決策を提案した。その国家は、パレスチナ全土ではなくパレスチナの適切な領域に創

設され、移民政策・経済政策を自ら管理する。…私は、これらの提案の差があまりに

も大きいので、理性と善意ある人間にはその差を埋められないと思う42。 

 

このように、トルーマン大統領自身はいずれか一方の案を支持した訳ではなかった

が、モリソン＝グレイディ案とともにそれまで公の場で言及されることの少なかったユダ

ヤ機関案に言及したため、この声明は親シオニスト的な声明と捉えられた43。 

トルーマン大統領はまた、この声明で「直ちに 10 万人以上のユダヤ人難民がパレスチ

ナに受け入れられるべきである」と主張したが、これにサウディアラビアは反対した。ア

メリカは、それまで外交ルートを通じてこの点をイギリスに求めてきたが、これをヨー

ム・キップール声明によってトルーマン大統領の公式の政策として世界に向けて発信した

ことにサウディアラビアのアブドゥルアジーズ国王は衝撃を隠せなかった。1946 年 10 月

15 日に国王は大統領に書簡を送り、ヨーム・キップール声明が「これまでアメリカ政府

やホワイトハウスが約束したことと矛盾」していると主張した44。それに対し、大統領は

10 月 25 日に次のように返信した。 

 

陛下がなぜ、この声明がこの（アメリカ）政府の過去の約束と矛盾すると感じるのか

がわからない。この政府が過去にアラブ人にとって敵対的ないかなる行動も取らない
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という確証を与えたことを思い出して頂けると思う。そしてアメリカ政府の考えで

は、アラブ人とユダヤ人に対する事前協議なしにパレスチナの基本的状況に関わる決

定を行うべきではないと考えている45。 

 

このように、トルーマン大統領はローズヴェルト元大統領が約束した「事前協議の原

則」を遵守していると述べ、アブドゥルアジーズ国王の心配はあたらないとした。しかし

国王は納得せず、1946 年 11 月 1 日にトルーマン大統領に再び書簡を送った。その内容は

次の通りである。 

 

私は、アメリカ政府がユダヤ人難民に与えているいかなる人道的支援にも反対してい

ない。しかし、シオニストはこの人道的アピールを、パレスチナを侵略する目的のた

めに利用している。この目的とは、パレスチナでユダヤ人が多数派を形成し、そこに

ユダヤ人国家を建設することである。…閣下は、私に（ユダヤ人とアラブ人の）二者

への協議なしに、パレスチナの基本的な状況を修正するいかなる行動もアメリカはと

らないという確約に言及した。…（しかし、ユダヤ人移民によって）パレスチナにお

いてアラブ人を多数派から少数派にすることにより、基本的な状況は変化する。…他

にどのような大きな変化が考えられるだろうか46。 

 

このように、アブドゥルアジーズ国王はトルーマン大統領に、パレスチナへのユダヤ

人移民を増加させてパレスチナの人口バランスを変化させることほど、パレスチナの基本

的な状況を変化させる決定はなく、したがって大統領がこの点について国王に事前協議し

なかったのは問題であると主張した。 

ファイサル王子も ARAMCO 操業部門のデュース（T. Duce）副社長に対し、「もしアメ

リカがパレスチナ問題に対する政策を変えないのであれば、アブドゥルアジーズ国王は国

内にあるアメリカの経済利権、中でも石油利権に対する姿勢を変えざるをえない可能性が

ある」と語り、アメリカに政策変更を求めた47。アメリカは 1947 年 6 月に欧州の復興計

画であるマーシャル・プランを発表したが、この計画を達成するにはサウディアラビアの

石油が不可欠なものと考えられていた48。そのため、サウディアラビアがアメリカの石油

利権を破棄した場合、アメリカの世界戦略に大きな支障が出ることが予想された。しか

し、サウディアラビアとしてもアメリカの石油利権契約からもたらされる収入が国家財政



第一章 サウディアラビアとイスラエル建国 

57 

 

を支えており、容易にこの契約を破棄するような行動には出られる状況になかった。 

ファイサル王子は 1946 年 12 月にワシントン DC でトルーマン大統領と会談し、パレス

チナの将来の国家像についても議論した。王子は、シオニストがパレスチナの一部ないし

はすべてにおいてユダヤ人国家を樹立しようとしているが、アラブ諸国はパレスチナ全体

が一つの国家として独立を与えられるべきで、パレスチナが独立するまではユダヤ人移民

を止めるべきであると主張した。しかし、大統領はユダヤ人難民の窮状を理解することが

重要であると述べ、両者の議論は平行線に終わった49。 

 

（3）アラブ諸国間の対立 

 

 このように、アメリカのトルーマン政権がヨーム・キップール声明によってその親シオ

ニスト的な姿勢をいっそう強める一方、サウディアラビアとハーシム家のトランスヨルダ

ン・イラクの対立がサウディアラビアのパレスチナ政策にも影響を与えるようになった。

サウディアラビアとハーシム家の対立は 1910 年代に遡り、このころアブドゥルアジーズ

国王は、ヒジャーズ地方50を治めるハーシム家のフサイン（al-Ḥusayn ‘A.）の次男で、後

にトランスヨルダンの国王となるアブドゥッラーの軍隊と一戦を交えた51。1924 年にアブ

ドゥルアジーズ国王は本格的にヒジャーズ地方の攻略に乗り出し、ハーシム家を同地方か

ら追放した。しかし、イギリスはハーシム家のアブドゥッラーとファイサル（Fayṣal Ḥ.）

を、それぞれトランスヨルダンとイラクの国王に任命し、サウディアラビアは両国と対立

することになった。イギリスがトランスヨルダンにイギリス人司令官が指揮するアラブ世

界随一の先鋭部隊である「アラブ軍団」を設立したことも、アブドゥルアジーズ国王の両

国に対する警戒心を高めた52。 

1945 年 3 月には、第二次世界大戦中にドイツとの戦いを有利に進めたいイギリスの支

援を受け、エジプト、シリア、イラク、トランスヨルダン、レバノン、サウディアラビ

ア、イエメンの 7 か国がアラブ連盟を設立した53。アラブ連盟の最初の試練はシリアのフ

ランスからの独立問題であったが、これが 1946 年 4 月に達成されたため、それ以降はパ

レスチナ問題が議論の中心となった。まず、10 万人のユダヤ移民を勧告した 1946 年 5 月

1 日の英米調査委員会の報告書を受け、5 月末にエジプトのインシャースで開催されたア

ラブ首脳会議は、「使用可能なすべての手段を用いて（パレスチナにいる）アラブ人を支

援すること」を合意した54。しかし、同首脳会議はイラクとサウディアラビアの対立が顕
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在化する場ともなった。この会議でイラクはシオニストを支援するアメリカに打撃を与え

るため、サウディアラビアにアメリカの石油会社と結んでいる利権契約を破棄するよう迫

った55。また、翌 6 月にシリアのブルーダーンで開催されたアラブ連盟の会議でもイラク

は同様の主張を繰り返した。しかし、サウディアラビアは、米サ関係に楔を打ち込もうと

するこれらのイラクの主張に断固として反対し、全く応じなかった56。 

1946 年 4 月のシリアの独立は、トランスヨルダンのアブドゥッラー国王による領土拡

大意欲を掻き立て、それに対抗するためサウディアラビアはアメリカにより緊密な安全保

障上の協力を求めた。トランスヨルダン、シリア、レバノン、パレスチナという歴史的シ

リアと呼ばれる領土を統合しようというアブドゥッラー国王の「大シリア」構想は、サウ

ディアラビアの領土に直接的な害を与えるものではなかったが、同国王がいずれ父祖の地

であるサウディアラビアのヒジャーズ地方にまで領域拡大の意欲を見せることは容易に予

想がついた。しかも、サウディアラビアはイギリスがそういったアブドゥッラー国王の野

心を支援するのではないかという猜疑心を強めていた。こうしたことから、アブドゥルア

ジーズ国王はイギリス・トランスヨルダン連合に対抗できる安全保障上のパートナーとし

て、中東を「植民地支配した経験のない」アメリカに頼ることにした。1947 年 1 月に国

王は次男であるサウード王子をアメリカのワシントン DC に派遣し、トランスヨルダンが

イギリスの支援を得てサウディアラビアのヒジャーズ地方までその支配地域を広げた場

合、アメリカからの支援に頼ることができるか、バーンズ（J. Byrnes）米国務長官に打診

した57。これに対して国務長官は「万が一サウディアラビアの領土保全と独立が外部の軍

隊によって脅かされた場合、イブン・サウード国王はアメリカから完全な支援に頼ること

ができる」と回答し、サウード王子を安堵させた58。 

1947 年 8 月にトランスヨルダンのアブドゥッラー国王が、シリアを「祖国の北の一部

分」と発言して「大シリア」連邦の設立を呼びかける演説をすると59、シリアのクワトリ

ー（Sh. al-Quwatlī）大統領はサウディアラビアとエジプトに対ハーシム家同盟の形成を呼

びかけた。アブドゥルアジーズ国王は、そのような同盟を形成するのは「時期尚早」であ

ると答えたが、イギリスがトランスヨルダンの大シリア統一計画を支持しているという点

ではシリアと認識が一致した60。トランスヨルダンがシリアを侵略する可能性を懸念した

サウディアラビアのヤースィーン外務顧問は、チャイルズ（J. Childs）駐サウディアラビ

ア米公使と会談し、トランスヨルダンがシリアを侵略した場合には、アメリカがサウディ

アラビアとシリアを支援してほしいと伝えた61。このように、トランスヨルダンが拡張主
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義的な演説をしたことでシリア・サウディアラビア間の協力が深まり、サウディアラビア

はアメリカにもこの二カ国を安全保障面で支援するよう要請した。  

 

第四節 国連パレスチナ分割決議 

 

（1）国連パレスチナ問題特別委員会 

 

 イギリスは、英米調査委員会の設立を通じ、アメリカを何らかの形でパレスチナの委任

統治に関与させ、増大するパレスチナ統治にかかる負担を軽減する道を探っていたが、そ

の試みは成功しなかった62。そして、1947 年 2 月にイギリスはパレスチナに対する委任統

治の権限を国際連合に返還すると発表した。これを受けて国連はパレスチナの将来を話し

合うための 11 カ国の代表からなる国連パレスチナ問題特別委員会（United Nations Special 

Committee on Palestine: UNSCOP）を設置し、同委員会は 8 月に報告書をまとめた。 

UNSCOP の報告書には多数派案と少数派案という二つの案が盛り込まれた。まず、7 カ

国の代表が支持した多数派案は、パレスチナをアラブ人とユダヤ人の国に分割し、エルサ

レムとその周辺は国際管理下に置くよう勧告した。他方で、3 カ国の代表が支持した少数

派案は、アラブ州とユダヤ州が 1 つの連邦を形成するよう勧告した。ユダヤ機関はユダヤ

人国家の独立が保証された多数派案を支持し、トルーマン大統領も国務省に対して多数派

案を支持するよう指示した。そして、1947 年 9 月 17 日にはマーシャル国務長官が国連総

会の演説で多数派案支持を表明した63。これに対し、9 月 19 日にレバノンのソーファルで

開催されたアラブ連盟の会議はこの米国務長官の演説に反発し、イラクはサウディアラビ

アに共同で英米に対して石油制裁を課そうと提案した。しかし、石油制裁はサウディアラ

ビアの経済基盤も失うことから、サウディアラビアのヤースィーン（Y. Yāsīn）外務顧問

はこれを拒否した64。アラブ連盟理事会は 10 月 9 日にも、「パレスチナの分割をもたらす

ようないかなる計画も同意できない」という決議を採択した65。 

他方、ファイサル王子は石油制裁ではなく、あくまで国連での外交によってアメリカ

の多数派案支持に対抗しようと考えた。1947 年 9 月 22 日に王子は国連総会で演説し、マ

ーシャル国務長官の演説に対抗する形で、次のように語った。 

 

サウディアラビアは、この機関（国連）がいくつかの国の見方に影響されずにパレス
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チナ問題について検証することを希望する。我々は、特別政治委員会がこの問題のす

べての側面を検討する前に、マーシャル米国務長官がこの問題に関する意見の表明を

（これ以上）急がないよう願う。私は、アメリカと他の安全保障理事会理事国が特別

政治委員会の前に中立的立場を取るよう望む。…アラブ人はいかなる人間の権利侵害

も望まず、自らの土地で平和に暮らすことを望み、その土地に侵入する人々から自ら

を守ることを望む。…我々は、マーシャル米国務長官の言葉に影響を受けない良識と

勇気のある人たちがいること、そして正義が勝つことを信じている66。 

 

ここでいう「特別政治委員会」とは、国連総会が UNSCOP の報告書を検討するために

1947 年 9 月 23 日に設置されたアドホック委員会のことである。このように、ファイサル

王子はアメリカのマーシャル国務長官を名指しし、国連加盟国が特別政治委員会における

審議で各国が同長官から影響を受けないよう強く求めた。 

10 月 3 日にファイサル王子はイラクの代表とともに駐国連米大使と会談したが、その

時大使はアメリカが UNSCOP の報告書に対する態度を決めたらアドホック委員会で発表

する前に秘密裏にサウディアラビアとイラクに伝えると語った67。ファイサル王子とイラ

クの代表はこの回答に満足し、アメリカがパレスチナ分割を支持しない可能性に期待し

た。他方、アブドゥルアジーズ国王も 10 月 30 日に在サウディアラビア米公使館を通じて

トルーマン大統領に書簡を送り、「最後の機会を逸さないようにできるだけ早く、この危

険な状態を修正するよう」要請した68。さらに次のように警告した。 

 

シオニストの主張を支持するアメリカの決定は、アラブ諸国に対する敵対的行為と見

なされ、（アラブに害をもたらさないとした）ローズヴェルト大統領の確証にも反す

ることになる。…疑いもなく、その決定によって、アラブ諸国にあるアメリカの利権

は致命的打撃を被り、アメリカの友好、正義、公平に対するアラブ人の信頼も失われ

ることになる69。 

 

こうしてアブドゥルアジーズ国王としては異例の強い言葉でアメリカに政策変更を求

めた。国王自らがアメリカの「利権」に直接言及したのはこれが初めてであった。国連の

アドホック委員会は 1947 年 11 月 25 日に UNSCOP の多数派案を基礎にしたパレスチナ分

割決議案を賛成多数で可決し（賛成 25 票、反対 13 票、棄権 17 票、欠席 2 カ国）、投票前
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に態度を明らかにしていなかったアメリカはここで賛成票を投じた70。この結果に憤った

ファイサル王子は翌日に再び国連総会で演説し、「国連が国の分割に介入し、その一部を

侵略者に提供するのは不正ではないだろうか」と述べ71、同決議が国連総会で可決されな

いよう最後の望みをつないだ。 

 

（2）国連パレスチナ分割決議 

 

1947 年 11 月 29 日、国連総会において UNSCOP の多数派案を基礎にしたパレスチナ分

割決議案が審議された。アラブ諸国は投票の直前に「パレスチナの独立国の政府は、連邦

的基盤を構成するもの」とすべきであるという UNSCOP の少数派案に近い提案をまとめ

たが、これは国連総会で覚書として配られただけであり、審議にはかけられなかった 72。

結局、アドホック委員会を通過した多数派案に近い決議案が審議にかけられたが、本案は

総会で重要事項という扱いを受けたため 3 分の 2 以上の賛成を必要とした。投票の結果、

賛成 33 票（アメリカ、ソ連、ラテンアメリカ諸国など）、反対 13 票（アラブ・イスラー

ム諸国など）、棄権 10 票（イギリスなど）、欠席 1 カ国となり、3 分の 2 以上の賛成を獲

得し、同決議案は国連総会決議 181 号（国連パレスチナ分割決議）となった。この決議の

最も重要な部分は次の通りである。 

 

パレスチナの委任統治は、できる限り速やかに、遅くとも 1948 年 8 月 1 日までに終

了するものとする。…独立したアラブ人国家とユダヤ人国家、およびエルサレム市特

別国際管理地区が、委任統治国の軍隊の撤退完了から 2 か月後、遅くとも 1948 年 10

月 1 日までに、パレスチナに出現するものとする73。 

 

ファイサル王子は決議が採択された直後の国連演説で、「今日の決議が（人権を尊重す

る）国連憲章を破壊したことを残念に思う…この歴史的な機会にサウディアラビア政府は

今日の国連総会決議の決定に拘束されないことを宣言したい」と述べ、国連パレスチナ分

割決議を強く批判した74。王子は、アメリカが水面下で他国の大使に分割決議案を支持す

るよう圧力をかけていたと信じ、「もし私がサウディアラビアの対外政策に決定的な影響

力を持っていたのなら、私はアメリカとの関係を断ち切っていた」と後日チャイルズ公使

に語った75。このように、ファイサル王子はアメリカの行動に報いるためにサウディアラ
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ビアが対米関係を断絶しなければならないと個人的に考えた。 

しかし、アブドゥルアジーズ国王のアメリカへの対応は冷静なものであった。国王は

国連総会決議採択から数日経った 1947 年 12 月 3 日にチャイルズ公使を王宮に呼び、次の

ように語った。 

 

アメリカ政府がパレスチナに関してアラブ世界にとって最も不快な決断を下したが、

これは過去のことである。…我々（の政策）はパレスチナ問題でかなり異なっている

が、両者の共通の利益は存在する。…他のアラブ諸国は私に圧力をかけてくるかもし

れないが、パレスチナ問題をめぐってサウディアラビアが西側諸国と紛争状態になる

ことはない76。 

 

チャイルズ公使は同じ日に再びアブドゥルアジーズ国王を訪れ、国王の本心をさらに

詳しく探った。そこで国王が語った内容は次の通りである。  

 

私は、シオニズムとの紛争に関してアラブ諸国の中で孤立するだろう。…しかし、私

はそのような（シオニズムに対する）態度と、私とアメリカを政治・経済面で直接的

な紛争状態に追い込もうとするアラブ世界における私の敵の企てを区別している。私

に対して石油利権を破棄するよう求める圧力は現在一段と大きくなっている。石油利

権の破棄によりアメリカとの経済紛争に私を導こうとする圧力に私が屈することはな

いが、その結果イラクやトランスヨルダンが（サウディアラビアに）侵入するかもし

れない。私にとって死活的に重要な問題は、そうした侵入に抵抗する上ではたしてア

メリカの援助にどれほど頼ることができるのかという点である77。 

 

このように、アブドゥルアジーズ国王は、アメリカのパレスチナ分割決議支持につい

ては不快感を示したものの、執拗にそれを批判せず、そのことを根拠にアメリカの石油利

権を破棄するようなことはしないという姿勢を示した。その代わり、国王はイラクやトラ

ンスヨルダンという脅威に対抗するための安全保障上の協力をアメリカに求めた。 

他方、アラブ諸国の内部では国連パレスチナ分割決議に対する反発が広く見られ 78、サ

ウディアラビアもその影響を受けた。アブドゥルアジーズ国王は、パレスチナを支持する

デモがサウディアラビア国内で実施されることを許なかったが79、国王は国民が経済的に
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パレスチナを支援すること、そして国民がパレスチナでジハード（jihād、聖戦）するた

めに義勇兵として出征することは制限しなかった。例えば、アブドゥルアジーズ国王の次

男であるサウード王子が管轄する団体は、マッカ、マディーナ、リヤード、ジッダなどサ

ウディアラビアの各地で募金活動を開始し、総額 500 万サウディアラビア・リヤルの資金

をパレスチナ防衛のために戦う者の武器購入の資金として、アラブ連盟事務局に送金した

80。また、サウディアラビアの宗教的権威であるアブドゥッラー・シャイフ（‘A. Āl 

Shaykh）師は、パレスチナを救出するためにムスリムはジハードを行うべきであるという

ファトワーを発し、サウディアラビア各地からパレスチナでのジハードに参加する者が現

れた81。さらに、アブドゥルアジーズ国王は財務相にムジャーヒディーンの家族に対して

資金援助するよう命じた82。 

国連パレスチナ分割決議に賛成票を投じたアメリカは、国務省が中心になって 1947 年

12 月 5 日にパレスチナ問題の直接的な当事者に対する武器輸出を禁止する声明を出した

83。こうすることにより、アラブ諸国のアメリカに対する反感をさらに悪化させないよう

にしようとした。アラブ連盟の各国代表は、12 月 8 日から 17 日にカイロに集まり、「（パ

レスチナ）分割は初めの時点から無効である。…国連でさえ（パレスチナ分割という考え

が）支配的なため、アラブ人は戦闘に参加することを固く決心した」という声明を発表し

た84。また、アラブ連盟はパレスチナが一つの国家として独立すべきであるという点でも

意見が一致したが、その国家の指導者が誰になるべきかという点については意見が鋭く対

立した。サウディアラビアやエジプトは、フサイニーをパレスチナ国家の首班とするよう

提案したが、これに対してフサイニーが自国によるパレスチナ割譲の障害になると考えて

いたトランスヨルダンがこれに反対した85。こうした対立を背景に、トランスヨルダンと

イラクの外相はサウディアラビアに対し、「アメリカとの関係を断ち切り、石油利権を失

効」するよう求めた。しかし、サウディアラビアは「アメリカとの関係を断絶することに

よってサウディアラビアの利益に逆行することを行う理由はない」と述べ、両国の要請を

拒絶した86。 

 

第五節 イスラエル建国と第一次中東戦争 

 

（1）第一次中東戦争とサウディアラビア 
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イギリス軍は国連パレスチナ分割決議で定められた期日よりも早い 1948 年 5 月 14 日

にパレスチナから撤退し、シオニスト指導者のベングリオン（D. Ben-Gurion）はこの日

にイスラエル建国を宣言した。アメリカは他国に先駆けてこのイスラエルを国家承認し

た。イスラエル建国を認めないアラブ諸国は 5 月 14 日の深夜から 15 日にかけて一斉にパ

レスチナに進軍し、第一次中東戦争が勃発した。この時、アラブ連盟事務総長は国連事務

総長宛てに「パレスチナ問題への唯一の公平かつ正当な解決は、パレスチナ合衆国を建国

することである」という電報を送り、この時点においてもアラブ連盟は一つの国家として

パレスチナが独立すべきであると主張した87。トランスヨルダンのアラブ軍団とイラク軍

はパレスチナ中央部に、エジプト軍はパレスチナ南部に、シリア軍とレバノンを拠点にし

たアラブ義勇兵はパレスチナ北部に侵入した。エジプト軍には後にエジプト大統領になる

ナーセル少佐も参加した。 

従来、第一次中東戦争に参戦したアラブ諸国としては、トランスヨルダン、エジプ

ト、シリア、イラクなどが有名であったが、サウディアラビアもこの時軍隊を派遣した。

サウディアラビアの官報である『ウンム・アル＝クラー』紙によると、サウディアラビア

は正規軍をエジプトに派遣し、エジプト軍指揮の下パレスチナ南部での戦闘に参加した

88。さらに、サウディアラビアの死傷者のリストによると、サウディアラビア軍はガザで

7 日間にわたってイスラエル国防軍と交戦し、死者数は 134 人、負傷者数は 29 人に上っ

た89。他方、イギリス外交官の報告によれば、サウディアラビア軍は少ない装備と弾薬し

か有さず、およそ現代戦を戦うための訓練はほとんど受けていなかった90。これらの記録

から、サウディアラビア軍は前近代的な装備で軍としての能力は低かったが、エジプト軍

に加わってイスラエルと戦い、100 人を超える死者を出したことはおそらく事実と言える

であろう。 

1948 年 6 月 11 日から 7 月 8 日までの期間は第一次中東戦争の第一次停戦期間となり、

イスラエルはこの停戦期間中にチェコスロバキアから多量の武器を輸入した。そしてイス

ラエル国防軍は停戦終了後の 7 月 8 日から 19 日にかけての戦闘で大きく支配地を拡大

し、北部の西ガリラヤ地方など、国連パレスチナ分割決議でアラブ側に割り当てられた地

域も制圧した。 

第一次中東戦争中、アメリカがイスラエルを一早く国家承認したため、アメリカと最

も関係の深いアラブの国であったサウディアラビアが、報復として米石油利権に制裁を課

すべきであるという声が一段とアラブ世界で高まった。サウディアラビアの研究書によれ
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ば、シリアのクワトリー大統領は、第一次停戦期間中の 1948 年 7 月に大統領府長官をサ

ウディアラビアに派遣し、ARAMCO に対して懲罰的な措置を取ってアメリカに打撃を与

えるようアブドゥルアジーズ国王を説得した。しかし、国王は「石油は神からの贈り物で

ある。…経済的に豊かな方が貧しいよりもパレスチナ問題に取り組む上で良い」と述べ、

シリアの要求を拒んだ91。また、イラクもサウディアラビアにアメリカから石油利権を奪

うべきであると主張したが、アブドゥルアジーズ国王は、「3000 万ドルを私にくれれば私

はあなた（の考え）に加わる」と述べ、事実上イラクの要求を退けた92。 

このように、アラブ世界からの圧力にも関わらず、アブドゥルアジーズ国王はアメリ

カの石油会社とその活動の根拠となっている石油利権契約を守る姿勢を見せたが、場合に

よってはその姿勢が揺らぐ可能性があると ARAMCO の現地社員が同社副社長に対し報告

した。すなわち、アブドゥルアジーズ国王は米石油利権に対する制裁を求める「アラブ世

論」があまりにも強かったために「一定の条件下ではアメリカの石油利権に対して制裁を

課す」ことを強いられたというのであった。そして、その条件とはアメリカの「ユダヤ人

国家への武器の輸出」であった93。しかし、アメリカは上述の通りパレスチナの紛争当事

者に対する武器禁輸政策を変えなかったため、この不安は杞憂となった94。このように、

サウディアラビアは米石油利権を破棄するようアラブ諸国から圧力を受けたが、アメリカ

がイスラエルに対する武器輸出を慎んだことなどが功を奏し、その圧力を交わすことがで

きた。1948 年 8 月にマーシャル国務長官は、サウディアラビアが他のアラブ諸国の圧力

にも関わらず、アメリカとの関係を維持し続けたことに感謝の意を伝えた95。 

 

（2）休戦協定とその後 

 

国連の調停官ベルナドッテ（F. Bernadotte）伯は、イスラエルが国連パレスチナ分割決

議で定められた範囲をはるかに超える領土を獲得することはアラブ側に不満を残すだけで

あると考え、イスラエルに南部のネゲヴ砂漠への侵攻を止めるよう説得した。しかし、ユ

ダヤ人武装組織レヒはこの提案に憤慨し、彼は 1948 年 9 月 18 日にこの組織の手によって

暗殺された。10 月以降、イスラエル軍は予定通りネゲヴ砂漠に侵攻し、撃破されたエジ

プト軍はガザ地区にまで後退した。ベルナドッテ伯を引き継いだバンチ（R. Bunche）国

連調停官は戦争当事者間の仲介に乗り出し、1949 年 2 月にギリシャのロードス島でエジ

プトとイスラエルが休戦協定に署名した。3 月にはレバノンとイスラエルが、4 月にはヨ
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ルダンとイスラエルが、7 月にはシリアとイスラエルが休戦協定に署名し、第一次中東戦

争は終結した。イスラエルと接していないイラクとサウディアラビアは、バンチ調停官に

戦う意思のないことを伝え、これを持って休戦協定に代えた。これら一連の休戦協定によ

ってイスラエルと周辺国の間の境界線が定まり、それは協定の地図で用いられた色に因ん

で「グリーン・ライン」と呼ばれた。そしてこの境界線には、国連休戦監視機関（United 

Nations Truce Supervision Organization: UNTSO）が配置されることとなった。 

イスラエル建国に対する考え方が異なっていたにも関わらず、第一次中東戦争中も米

サ関係は軍事・経済・外交の各面で概ね順調に推移した。軍事面では、1949 年 3 月 15 日

に期限を迎えるサウディアラビア東部のザフラーン飛行場のアメリカに対する借用契約が

更新されることとなった96。この契約は、当初 3 年間更新されることになっていたが、ア

ブドゥルアジーズ国王はアラブ世論を考慮し、これを 1 年間ごとに更新することにし、ア

メリカもそれに納得した97。経済面では ARAMCO の原油生産量が第一次中東戦争中も増

加し、サウディアラビア政府へ支払われるロイヤルティも、戦争中の 1949 年にわずかに

落ち込んだが、それ以外の時期はほぼ一貫して増加した（表 2）。外交面では、1949 年 3

月に駐サウディアラビア公使館が大使館に格上げされた。このように、イスラエル建国は

米サ関係の発展にとってほとんど支障になることはなく、両国間関係は軍事・経済・外交

の面で概ね順調に発展した。 
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表 2．ARAMCO の活動の拡大（1938-1950 年） 

 

 

第一次中東戦争後、アラブ連盟はイスラエルを外交面で孤立させようとした。1950 年

4 月 1 日にはアラブ連盟理事会がイスラエルと和平を結ぼうとする加盟国を、規約 18 条98

を根拠にアラブ連盟から脱退させる決議を採択し、同国との和平を模索していたヨルダン

の行動を制止させた99。1951 年 5 月には、イスラエルが参加するいかなる国際会議への参

加もアラブ連盟加盟国は控えるべきであるという決議が採択された100。 

経済面では、イスラエル製品をボイコットする「アラブ・ボイコット」という政策が

定められた。まず 1945 年 12 月に「パレスチナで作られたシオニスト製品」の輸入と使用

が禁止され、翌年 6 月には「シオニスト」の金融、保険、サービス業もボイコットの対象

となった（第一次ボイコット）101。1951 年 5 月にはイスラエルと取引を行った企業とア

ラブ諸国の取引を禁止し、そのような企業のリストを管理するボイコット中央委員会がシ

リアのダマスカスに設置された（第二次ボイコット）。1954 年 12 月には、ボイコット対

象企業の製品を使用したボイコット非対称企業の製品の輸入も禁止されることとなった

（第三次ボイコット）102。このように、イスラエルと関係するあらゆる物の輸入をアラ

ブ諸国は禁止したが、イスラエルに対する物の輸出も同様に禁止された。サウディアラビ

アは 1950 年 8 月に自国の石油がイスラエルに輸出されたという噂を調査し、そのような

事例が発生しないよう厳しく取り締まった103。 

ロイヤルティ
（100万米ドル）

原油生産量
（万バレル／日）

職員数（人）

1938年 0 0.1 3,085

1939年 3.2 1.1 3,641

1940年 2.5 1.4 3,050

1941年 2.0 1.2 1,853

1942年 2.0 1.2 1,825

1943年 2.0 1.3 2,882

1944年 2.5 2.1 9,060

1945年 5.0 5.8 9,940

1946年 12.5 16.4 9,091

1947年 17.5 24.6 16,247

1948年 50.8 39.0 18,656

1949年 39.0 47.7 15,504

1950年 56.7 54.7 16,862

（注）1944年までの社名は、Californian Arabian Standard Oil Company。

（出所）Irvine H. Anderson, ARAMCO, The United States and Saudi Arabia:

a Study of the Dynamics of Foreign Oil Policy, 1933-1950  (Princeton, N.J.:

Princeton University Press, 1981), pp. 117, 120, 121 を元に筆者作成。
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また、第一次中東戦争によって多くのパレスチナのアラブ人が難民として周辺のアラ

ブ諸国に流入し、彼らは次第に流入先のアラブ諸国からパレスチナの「アラブ人」から

「パレスチナ人」と認識されるようになっていった。アラブ諸国はこうしたパレスチナ人

難民に支援も行ったが、本心では彼らの「祖国」パレスチナへの帰還を希望した。第一次

中東戦争終盤の 1948 年 12 月 11 日に採択された国連総会決議 194 号の第 11 項はパレスチ

ナ人難民問題に関するものであり、そこには次のように記されている。 

 

故郷に帰り、隣人たちと平和裏に暮らすことを望む難民は、実現可能な最も早い時期

に帰国を許されるべきであること、また帰国を希望しない者の財産に対しては補償さ

れるべきであり、国際法の原則により、あるいは衡平の原則によって、責任を有する

政府あるいは当局により財産の消失または損害に対して補償金が支払われるべきであ

る104。 

 

 このように、難民が故郷に帰郷するか補償されるべきであると呼びかけている国連総会

決議 194 号第 11 項はアラブ諸国にとっても納得の行くものであった。しかし、同決議の

他の部分はアラブ諸国が反対した国連パレスチナ分割決議の内容をほぼ引き継いでいたた

め、当時国連に加盟していたすべてのアラブ諸国（サウディアラビア、エジプト、イラ

ク、レバノン、シリア、イエメン）はすべてこの決議に反対票を投じた。代わりに、アラ

ブ諸国は独自にパレスチナ人難民の帰還を求める決議を採択し始める。1949 年 3 月にア

ラブ連盟理事会は難民の帰還を求める決議を採択し、難民問題の公正な解決のためには、

「難民の帰還と、彼らの財産・生命・自由の国連による保障」が必要であると主張した

105。そして時が経つにつれて国連パレスチナ分割決議に対する見方も変化したため、ア

ラブ連盟理事会は 1952 年 9 月に「難民の帰還と彼らの財産に対する保証に関連した国連

決議」を実施に移するよう求め、事実上国連総会決議 194 号を認める方向へと変化した

106。パレスチナ人難民はヨルダン、エジプト、レバノン、シリアなどの周辺国に逃れた

が、サウディアラビア北部にも少数のパレスチナ人難民が流入し、サウディアラビアは同

国北部、ヨルダン、ガザ地区に流入したパレスチナ人難民に資金援助を実施した107。 

 

第六節 結語 
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本章は、イスラエル建国に至るパレスチナ問題の重大局面に、サウディアラビアの政

治指導者がどのように行動したかという点を、アメリカとの関係を軸にして議論した。ア

ブドゥルアジーズ国王にとって、パレスチナとは紛れもなく自らと同じアラブ人の土地で

あり、その根拠として歴史上アラブ人がパレスチナを統治した期間が、ユダヤ人が統治し

た期間よりも長かったことを挙げている。国王は、ナチス・ドイツによる迫害を受けたユ

ダヤ人に対する人道的支援には理解を示したが、ユダヤ人問題をアラブ人の土地であるパ

レスチナに持ち込むことを全く理解できなかった。さらに国王は、「クルアーンにおいて

ムスリムの敵として憎まれているユダヤ人」という表現も用い、イスラームの観点からも

ユダヤ人に反感を抱いていることを伺わせた。このように、国王はアラブ意識とイスラー

ムの観点からパレスチナへのユダヤ人移民とユダヤ人国家建設に反対した。 

こうした考えを持っていたため、アブドゥルアジーズ国王はパレスチナへのユダヤ人

移民やパレスチナにおけるユダヤ人国家建設を支持したトルーマン大統領の親シオニスト

政策に強く反対した。アブドゥルアジーズ国王はアラブ側との事前協議なくパレスチナ政

策を決定しないというローズヴェルト大統領の確証を盾に、トルーマン大統領にユダヤ人

移民推進政策を取り下げるよう繰り返し要請した。しかし、大統領がパレスチナにおける

ユダヤ人国家建設の支持に傾きだすと国王の態度も一時的に硬化し、アメリカがもし国連

パレスチナ分割決議案を支持した場合には「アメリカの利権」に「致命的打撃」が及ぶと

警告した。しかし、いざ国連パレスチナ分割決議案にアメリカが賛成票を投じると、国王

は前言に反してアメリカがサウディアラビアに有していた石油操業権などの権益に害を加

えなかった。代わりに国王は、トランスヨルダンやイラクの脅威に対抗するためにアメリ

カに安全保障上の協力を求めた。このように、アブドゥルアジーズ国王はアラブ意識とイ

スラームの観点からトルーマン大統領の親シオニスト政策に反対したが、安全保障をより

重視した結果アメリカの石油利権契約を守り続けた。 

 これに対し、ファイサル王子のアメリカの親シオニスト政策に対する態度はやや異なっ

ていた。ファイサル王子はアブドゥルアジーズ国王が「アメリカの利権」に「致命的打

撃」が及ぶと警告したのよりも早い段階、すなわち英米調査委員会の報告書が発表された

段階で、アメリカの「中東への投資」が犠牲になると警告した。そして、トルーマン大統

領が 10 万人のユダヤ人のパレスチナ移民を明言したヨーム・キップール声明の後、王子

は「石油利権に対する姿勢を変えざるをえない可能性がある」と ARAMCO の副社長に伝

えた。この言葉はアブドゥルアジーズ国王の言葉として伝えられたが、ファイサル王子の
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願望が入っていた可能性も否定できない。また、ファイサル王子はトルーマン大統領とワ

シントン DC で会談した際も、ユダヤ人国家建設に反対の意を伝え、大統領と意見を戦わ

せた。さらに、イギリスがパレスチナの委任統治権の返還を表明した後、サウディアラビ

アの代表として国連におけるパレスチナ問題の議論に深く関与した。その過程で、マーシ

ャル国務長官が率いるアメリカの代表団に不信感を抱き、またアメリカが国連パレスチナ

分割決議案に賛成票を投じたことに王子は幻滅した。王子はもし自分がサウディアラビア

の最高意思決定者であるならば、「アメリカとの関係を断ち切っていた」と後日述べたほ

ど対米不信を強めた。このように、パレスチナ問題をめぐる議論により深く関与したこと

から、ファイサル王子は親シオニスト政策を採用したアメリカへの反発が国王以上に強ま

った。 

 このアブドゥルアジーズ国王とファイサル王子の対応の差はどこから生まれたのであろ

うか。国王は 1902 年に父祖の地であるリヤードを奪回し、その後自ら領土を拡大して現

代サウディアラビア王国の礎を築いた指導者であった。その領土拡大の過程で、ヒジャー

ズ地方にいたハーシム家を追い出した。したがって、ハーシム家のアブドゥッラー国王が

ヒジャーズ地方の奪還を目論んでいることを深く理解していた。それに対し、サウディア

ラビアの宗教的権威であるシャイフ家出身の母親から生まれたファイサル王子は、国王よ

りもイスラームの規範をより重んじた可能性がある。また、一般に国際政治の荒波に身を

置くと、自国の利益をより意識する指導者になる傾向があるが、ファイサル王子はシオニ

ストの主張を支持するアメリカと、それに反対するアラブ諸国という対立構図が当時鮮明

であった国連に身を置いたため、自国の利益よりもアラブ民族やムスリム全体の利益をよ

り重視するようになったと考えられる。このように、領土保全を第一に考えるアブドゥル

アジーズ国王が最終的にアメリカの親シオニスト政策に妥協したのに対し、国連に身を置

きアラブ民族やムスリムとしての利益を重視したファイサル王子はそれに妥協的な態度を

示さなかった。最終的には最高権力者であるアブドゥルアジーズ国王の政策がこの時のサ

ウディアラビアの政策となったが、ファイサル王子がこの時味わったパレスチナ問題をめ

ぐる対米不信は、その後のアラブ・イスラエル紛争、特に第三次・第四次中東戦争におけ

るファイサル国王の対米石油禁輸措置に少なからぬ影響を与えた。  

 

1 富田広士「アメリカの対サウジアラビア政策―一九四一年―一九四五年」『法学研究』

第 51 巻第 9 号（1978 年 9 月）48 頁。 
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第一章 サウディアラビアとイスラエル建国 

76 
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Mamlaka al-‘Arabīya al-Su‘ūdīya wa Filasṭīn, Vol. 5, p. 849（「パレスチナにおけるサウディ

アラビア人ムジャーヒディーンの家族に対する支援を求めたアブドゥルアジーズ国王から

サウディアラビア財務相への電報」）. 
83 Shlomo Slonim, “The 1948 American Embargo on Arms to Palestine,” Political Science 

Quarterly, Vol. 94, No. 3 (Autumn 1979), p. 498. 
84  “Statement by the Arab Governments Condemning the Palestine Partition Resolution,” 17 

December 1947, in Khalil (ed.), The Arab States and the Arab League, pp. 550-551. 
85 Kirkbride (Amman) to Foreign Office, 21 December 1947, FO 371/61583 E12132, The National 

Archives, Kew, The United Kingdom, cited in Charles Tripp, “Iraq and the 1948 War: Mirror of 

Iraq’s Disorder,” in Rogan and Shlaim (eds.), The War for Palestine, p. 133. 
86 “Jeddah to Office of Strategic Services,” 15 December 1947, in Department of State, Foreign 

Relations of the United States, 1947, Vol. V, p. 1341. 
87 Muḥammad ‘Izza Darwaza, Ḥawl al-Ḥaraka al-‘Arabīya al-Ḥadītha: Tārīkh wa Mudhakkirāt wa 

Ta‘līqāt, Vol. 5 (Beirut: al-Maktaba al-‘Aṣrīya, 1951), pp. 207-211（『現代アラブ運動について：
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第一節 問題の所在 

 

 1950 年代から 1960 年代までの時期は、脱植民地化、中東域内政治、米ソ冷戦の文脈に

おいて大きな展開が見られた時期であった。1952 年のエジプト革命によって誕生した共

和制のエジプトは、イギリスの植民地支配の遺産とも言えるスエズ運河会社の国有化を断

行し、サウディアラビアもそれを支持した。そして、1956 年の第二次中東戦争によって

エジプトが政治的に勝利すると、脱植民地化、アラブの統一、パレスチナの解放を掲げる

ナーセル大統領のアラブ・ナショナリズムが、アラブ世界で強い求心力を持つようにな

り、サウディアラビアは次第にそれを警戒するようになった。1964 年にファイサル国王

が即位したサウディアラビアは、エジプトに対抗する姿勢を見せ、両者の対立は「アラブ

の冷戦」の重大な一局面となったが1、1967 年の第三次中東戦争後に両国の関係は雪解け

へと向かった。国際政治の側面では、アメリカがイギリスの主導で結成された 1955 年の

バグダード条約機構と距離を置き、ブライミー・オアシスをめぐるサウディアラビアとイ

ギリスの対立でもサウディアラビア側を支持した。また、米ソがそれぞれイスラエルとエ

ジプトに武器を売却したことから、次第にアラブ・イスラエル紛争に米ソ冷戦の要素が加

わり、第三次中東戦争は親米のイスラエルと親ソのエジプトが戦う構図となった。 

 この時期は、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を見る上でも重

要な時期であった。それは、単にこの時期に第二次中東戦争と第三次中東戦争という二つ

のアラブ・イスラエル間の戦争が勃発したというだけではなく、この二つの戦争を通じて

サウディアラビアの対イスラエル認識が変化したからであった。すなわち、アラブの土地

であるパレスチナにユダヤ人国家を建設することは認められないというイスラエル建国期

の姿勢から、イスラエルを中東における所与の国家として認識せざるをえないという姿勢

へと、サウディアラビアの姿勢が変化したのであった。その背景には、イスラエルが欧米

諸国からの武器輸入を通じて軍事強国となったこと、第二次・第三次中東戦争でイスラエ

ルがアラブ諸国に軍事的に勝利したことなどがあった。このように、1950 年代から 1960

年代はアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を見る上で欠かせない時

期である。 

 本章では、この時期に見られた二つの中東戦争に対するサウディアラビアの政策を検討
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し、その上でサウディアラビアの対イスラエル認識の転換が顕在化した第三次中東戦争の

戦後処理に関する同国の対応を検討したい。第二節では、1956 年の第二次中東戦争2に対

するサウディアラビアの対応を議論する。第二次中東戦争時、サウディアラビアはイスラ

エルと共謀してエジプトに侵攻した英仏に対して石油禁輸措置を発動し、外交関係も断絶

した。当時の英仏の経済にとって最も重大な問題だったのは、ナーセル大統領によるスエ

ズ運河の閉鎖とそれに伴う石油輸送ルートの断絶という問題であり、それに比べれば当時

原油生産量が日量 100 万バレル程度であったサウディアラビアによる対英仏石油禁輸措置

はほとんど無視できるレベルの問題でしかなかった3。そのため、この第二次中東戦争に

おけるサウディアラビアの石油禁輸措置を議論した先行研究は皆無であったが、これは第

三次中東戦争と第四次中東戦争における同国の石油禁輸措置の重要な前例となるものであ

り、それらと比較する意味でもこの措置は検討する意義があると考えられる。 

第二次中東戦争時のサウディアラビアの対英仏石油禁輸措置の背景について、ニブロ

クはサウディアラビアとエジプトの協調関係があったと見ている。すなわち、サウディア

ラビアは対英仏石油禁輸措置を実施し、エジプトのナーセル大統領を側面支援することに

よって、ナーセル大統領が推進したアラブ・ナショナリズムを味方につけようとしたので

ある4。アラブ・ナショナリズムは、当時のアラブ世界における支配的イデオロギーであ

り、サウード国王は少しでもその恩恵にあずかり、国内政治を安定させようとしたのであ

る。他方、ラシードはサウディアラビアとイギリスがブライミー・オアシスをめぐって対

立していたことが、対英仏石油禁輸措置の背景として重要であったと説明した5。両国は

第二次中東戦争前からアラビア半島東部の内陸部にあるブライミー・オアシスをめぐって

対立していた。また、両国はこれ以外にも、バグダード条約機構をめぐって対立してい

た。このように、先行研究では、サウディアラビアがエジプトと協調し、イギリスと対立

していたことが、第二次中東戦争時の対英仏石油禁輸措置の背景であると見られてきた。

本研究ではこの点に加えて、アメリカがサウディアラビアの対英仏石油禁輸措置について

どう考えていたのかという点についても議論したい。なぜなら、サウディアラビアは安全

保障をアメリカに依存しており、同国の黙認がなければサウディアラビアは対英仏石油禁

輸を発動できなかったと考えられるからである。  

 第三節では、第三次中東戦争6時にサウディアラビアが対米英石油禁輸措置を発動した

理由とそれを解除した理由についてそれぞれ議論する。まず、第三次中東戦争中に米英の

戦艦がイスラエルの攻撃を支援したというエジプトの主張が、サウディアラビアなどによ
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る石油禁輸措置発動の理由であると言われている。ダーウディーとダジャーニーは、アラ

ブ諸国民の多くがこのエジプトの主張を信じたために、対米英感情が悪化し、サウディア

ラビアを始めとしたアラブ諸国が石油禁輸措置という反米英的な政策を取らざるをえなく

なったと説明した7。しかし、この一種のプロパガンダだけで、サウディアラビアが対米

英石油禁輸措置を発動した理由を説明できるだろうか。本節では、第三次中東戦争前から

始まっていたアメリカのイスラエルへの武器輸出と、ヨルダン川をめぐるアラブ・イスラ

エル間の対立にも着目し、既に戦争前からサウディアラビアがエジプトと協調して反米英

的な石油禁輸措置を発動する伏線が存在していたことを明らかにする。  

 第三節ではさらに、サウディアラビアがどの時点でいかなる理由から対米英石油禁輸措

置を解除しようとしたのかという点を考察する。ストッキング（G. Stocking）やマン（J. 

Mann）は、当時の国際石油市場が石油供給過剰な買い手市場であり、そのために米英に

対する石油禁輸措置はほとんど効果を発揮することなく失敗に終わったと主張した8。こ

のように、石油禁輸措置の効果がほとんどなかったことが、サウディアラビアがこの措置

を解除した一つの理由と言える。しかし、本節ではこれに加えて、米英がイスラエルを支

援したというエジプトのプロパガンダが信憑性を失ってきた点、そしてサウディアラビア

の財政事情が石油禁輸措置によって苦しくなってきた点にも着目したい。そして、サウデ

ィアラビアが、いかに石油禁輸措置の継続を望む急進派のアラブ諸国を説得し、自らの対

米英石油禁輸措置の解除という方針を正当化してきたかという点を明らかにしたい。  

 第四節では、まず 1967 年 9 月 1 日のハルツームにおけるアラブ連盟首脳会議で採択さ

れた決議に対するサウディアラビアの態度を考察したい。この決議では、イスラエルとの

和平、イスラエルの承認、イスラエルとの交渉を禁じる「三つのノー」と呼ばれる原則が

盛り込まれたが、この原則はその後のアラブ諸国の対イスラエル政策に大きな影響を与え

た。次に、1967 年 11 月 22 日に採択された国連安全保障理事会決議 242 号に関するサウ

ディアラビアの態度についても検討したい。この決議は、イスラエルが第三次中東戦争で

占領した領土から撤退することと引き換えに、イスラエルとアラブ諸国が平和に共存する

ことを主旨としているが、サウディアラビアはパレスチナ人の政治的権利に関する文言が

ないことから、同決議に反対したと言われてきた9。しかし、イギリス外交文書などに現

れたファイサル国王の発言などを読み解くことにより、国王はエルサレムがイスラエルの

主権下に組み込まれない限り、同決議を受け入れてもよいと考えていたことを明らかにし

たい。 
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第二節 第二次中東戦争 

 

（1）サウディアラビア・エジプト関係の深化  

 

 アブドゥルアジーズ国王の後を継いだサウード国王は、エジプト革命後のナーセル大統

領とも良好な関係を維持したが、それはサウディアラビアが対立するイラクやヨルダンと

いったハーシム国家に対抗するためであった。エジプトでは第一次中東戦争での敗北に不

満を抱いたナーセルらの自由将校団が 1952 年 7 月にクーデターを起こし、共和制を樹立

していた。1954 年 3 月にサウード国王はその共和制のエジプトを訪問し、200 名のエジプ

トの軍事使節団を招き入れ、多数の軍人をエジプトに派遣することを決めた10。1955 年 2

月にイギリス、トルコ、イラン、イラク、パキスタンが中央条約機構（以下では通称であ

るバグダード条約機構と表記）を設立すると、それに対抗するためサウディアラビアとエ

ジプトの結束はさらに深まった。3 月にサウディアラビア、エジプト、シリアの首脳はリ

ヤードで会談し、バグダード条約機構の設立を、「帝国主義勢力」であるイギリスをアラ

ブ世界に再び招き入れる動きであるとして強く非難した11。サウディアラビアとエジプト

が特に問題視したのは、同機構にハーシム国家であるイラクが加わっている点であった。

サウディアラビアとエジプトが 3 月の会談にシリアを加えたのも、バグダード条約機構に

シリアが加わらないようするためであった。アメリカはイギリスからバグダード条約機構

に対する支持を求められたが、ダレス（J. Dulles）米国務長官はアラブ世界で影響力のあ

るエジプトとの協力関係を失いたくなかったためにそれを断った12。 

サウディアラビアとエジプトの関係は 10 月に相互防衛条約を締結したことによってさ

らに強固なものとなった。この条約は 13 項目からなるが、そのうち両国の相互防衛につ

いて定めた条約の核心部分は次の第 2 項と第 4 項である。 

 

第 2 項 締約国は、いずれか一方の領土または軍隊に対するいかなる武力攻撃も、両

国に対する攻撃とみなす。 

第 4 項 締約国は、いずれか一方の国境または軍隊に対する奇襲攻撃が起きた場合、

この合意の規定の効力を発揮するため、攻撃に対する軍事的な手段も含め、必要な措

置を決定するものとする13。 
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この条約によって、サウディアラビアとエジプトはそれぞれ別個に有していた安全保

障上の脅威に共同で対処していく方針を確認した。サウディアラビアはアラビア半島東部

のオアシス都市ブライミーの帰属をめぐり、アブダビを保護下に置くイギリスと対立して

いた14。上の相互防衛条約が結ばれた前日にも、イギリスの支援を受けたオマーンとアブ

ダビの合同軍がブライミーを占拠した。他方、エジプトはガザ地区に対するイスラエルの

度重なる攻撃に悩まされていた。第一次中東戦争終結以来、ガザ地区はイスラエルに対す

るパレスチナ人義勇兵の出撃拠点となっていたため、イスラエルによる報復攻撃を度々受

けていた。特に、1955 年 2 月の攻撃ではエジプト兵 38 人が犠牲となり、エジプトはガザ

地区防衛強化の必要性を痛感し15、同年 9 月にはソ連との合意に基いてチェコスロバキア

から 2.5 億ドルの武器購入を発表した。 

エジプトと相互防衛条約を結んだサウディアラビアに対し、イスラエルは警戒を強

め、アメリカがサウディアラビアに武器を輸出しないよう圧力をかけた。アメリカは当時

サウディアラビアに軍事使節団を派遣しており、軍事面での協力を深めていた。1956 年 2

月、イスラエルのエバン（A. Eban）駐米大使はアメリカ政府に対し、サウディアラビア

への旧式の軽戦車の引き渡しを止めるよう働きかけた。また、アメリカの親イスラエル・

ロビーは米議会議員に対して同様の圧力をかけた。しかし、武器輸出取り消しによる米サ

関係の悪化を恐れたアイゼンハワー政権のフーバー（H. Hoover）国務次官は反対する議

員を説得し、18 両の軽戦車が予定通り輸出されることとなった16。 

1956 年 3 月にはカイロでサウディアラビア、エジプト、シリアの首脳会議が再び開催

され、首脳らは 3 カ国が直面する地域の問題に共同して対処するための 11 の計画を発表

した。そのうち、シオニスト、バグダード条約機構、ブライミー問題に関する対処計画

は、次の第 1 項、第 5 項、第 9 項で明記された。 

 

第 1 項 シオニストによる侵略と外国による支配からアラブ共同体を防衛し、アラブ

の安全を確保するための包括的な計画 

第 5 項 アラブ諸国に圧力をかけ、アラブ諸国の安全を危険に晒し、アラブ共同戦線

を分裂させるバグダード条約を通じた企てに対抗するための包括的な計画 

第 9 項 イギリスによるブライミー・オアシスとオマーン首長国の占領によって生じ

ている問題への対処計画17 
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 このように、王制のサウディアラビアと共和制のエジプトは、政治体制の違いにも関わ

らず、イラクやイギリスが加盟するバグダード条約機構という共通の敵を抱えていたこと

から、相互防衛条約も結んで協力する道を歩んだ。その結果、エジプトにとってのイスラ

エル、サウディアラビアにとってのブライミー問題という、それぞれの国が緊迫感をもっ

て対峙していた個別の安全保障上の問題に対しても、両国は共同して取り組むことになっ

た。アメリカも当時イギリス主導のバグダード条約機構と距離を取っており、そのことも

同機構に対抗するためのエジプトとサウディアラビアの同盟関係の形成を促した。このエ

ジプトとサウディアラビアの協力関係が如何なく効果を発揮したのが、次項で述べる第二

次中東戦争であった。 

 

（2）第二次中東戦争と対英仏石油禁輸措置 

 

 エジプトのナーセル大統領は、表面上は非同盟中立主義を標榜したが、実際にはソ連寄

りの政策を推進していった。1955 年 9 月にチェコスロバキアを介してソ連製武器を大量

に購入したことがその証左であり、アメリカはアラブ世界の雄たるエジプトを東側陣営に

引き渡さないよう懸命に外交努力を続けた。同年 12 月にイギリスと世界銀行の協賛のも

とで提案されたナイル川上流のアスワン・ハイ・ダム建設への融資計画は、エジプトを西

側陣営に引き留めるための手段であった。しかし、エジプトは融資の条件として同国の武

器輸入に制限がかけられることを嫌ったため、アメリカ政府内の融資推進派の勢力が急速

に衰えていった18。1956 年 3 月までにアメリカはアスワン・ハイ・ダムへの融資を行わな

い方針をまとめ、7 月 19 日にアメリカは駐米エジプト大使に正式に融資を撤回する意思

を伝え、イギリスと世界銀行もこれに同調した。 

1956 年 7 月 26 日、エジプトのナーセル大統領はこの米英と世界銀行によるアスワン・

ハイ・ダムへの融資撤回に抗議し、代わりに英仏がその株式のすべてを独占していたスエ

ズ運河会社の国有化を宣言した19。さらに、イスラエル船舶の同運河およびアカバ湾・テ

ィラン海峡の通過を禁止し、同国のアジア貿易に打撃を与えようとした。英仏は軍事力を

以てこれを撤回させようと決意し、イギリスは 8 月 3 日に非常事態を宣言し、キプロスに

イギリス軍の一部を駐留させた。エジプトも 8 月 6 日以降に臨戦態勢に入った。アメリカ

は、ナーセル大統領が英仏に対抗するためにスエズ運河を閉鎖する可能性があると判断
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し、運河閉鎖時の代替ルートなどを検討するための中東緊急委員会を、アメリカ政府と米

系国際石油会社をメンバーにして設置した。当時、スエズ運河はペルシャ湾から欧州に至

る最も重要な石油輸送ルートであった。 

他方、サウディアラビアはエジプトのスエズ運河国有化を支持し、ファイサル皇太子

は「運河会社の国有化はエジプトの正当な権利であり、すべてのアラブ諸国はこの決定を

誇りに思うだろう」と述べた20。サウード国王も 8 月 8 日の国営放送のインタビューで

「私、そして私の民の（この問題に対する）態度は、兄弟国であるエジプトに対する全面

的な支持と心からの協力である」と語り、国有化を決断したエジプトを支持した21。8 月

12 日には、アラブ連盟理事会も政治委員会が採択した次の決議を承諾し、エジプトのス

エズ運河国有化を支持した。 

 

アラブ諸国は、スエズ運河がエジプトの不可分の一部であり、エジプト政府によるス

エズ運河会社国有化の決断を支持する。（アラブ連盟政治）委員会は、この（エジプ

トの）行動が国家主権（を守るため）の行為であると考える22。 

 

 1956 年 8 月 16 日、スエズ運河問題の解決を目指して英仏米などはロンドンで国際会議

を開催したが、エジプトはこの会議への出席を断り、サウディアラビアは招待されなかっ

た。エジプトとアメリカの双方と友好関係にあるサウディアラビアは、両者の仲介を申し

出、アメリカはサウディアラビアの求めに応じてアンダーソン（R. Anderson）特使をリ

ヤードに派遣した。特使は 8 月 23 日にサウード国王と会談し、国王はサウディアラビア

が英仏とエジプトを仲介する用意があると提案したが、アメリカはロンドンで開催されて

いる会議を優先させる姿勢を見せたため、この提案は実現しなかった。しかし、サウード

国王はアンダーソン特使に、アラブ世界ではエジプトの国有化を支持する世論が強く、ま

た国王自身もエジプトが運河を国有化する権利があると考えていると伝えた。さらに、ア

メリカがスエズ運河の問題を平和的な方法で解決しようとしていることに感謝し、アメリ

カとサウディアラビアにとって共通の脅威は、スエズ運河が国際化され、ソ連がその管理

に関与することであると警鐘を鳴らした23。 

1956 年 9 月にはナーセル大統領とシリアのクワトリー大統領がサウディアラビアを訪

問し、3 カ国の連携について協議した24。この時サウディアラビア東部の都市ダンマーム

を訪れたナーセル大統領は、スエズ運河国有化の英雄として、民衆からサウード国王以上
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の歓迎を受けた25。こうしてエジプト、シリア、サウディアラビアの連携が深まる中、10

月 7 日にイスラエルのメイア（G. Meir）外相は、もし国連がエジプトによるスエズ運河

国有化問題を解決できないのであれば軍事的に介入しなければならないと語った。イスラ

エルはナーセル大統領によるスエズ運河の国有化宣言以来、自国船舶のスエズ運河通過を

禁止されていた。これを受け、10 月 24 日・25 日にサウディアラビア、エジプト、シリ

ア、ヨルダン、イエメンの 5 カ国が対イスラエル作戦のアラブ統合軍司令部を設置し、そ

の司令官をエジプトのアーメル（M. ‘Āmir）将軍が務めることとなった。こうして長らく

対立していたサウディアラビア・エジプトとハーシム家のヨルダンは、イスラエルに対抗

するという名目で提携することとなった。 

英仏は、スエズ運河地帯に介入する「引き金」として、ナーセル大統領の政策に不満

を持つイスラエルの予防戦争計画を利用することにした26。そして 1956 年 10 月 29 日、

イスラエルはエジプトによるティラン海峡の封鎖を口実にシナイ半島に侵攻し、第二次中

東戦争が勃発した。サウード国王はこの戦争勃発の第一報を受け、次の電報をシリア、イ

エメン、モロッコ、レバノン、スーダン等のアラブ諸国に送った。 

 

我々は今朝ユダヤ人によるエジプト侵攻を知った。不誠実な彼らはアラブ共同体を滅

ぼすことを目的としているので、このことは驚くべきことではない。我々の神聖な土

地に対するユダヤ人の謀略と侵攻からアラブ共同体を防衛するため、我々はすべて

（のアラブ諸国）が軍隊を動員することを希望する。我々は義務を果たすために軍に

指令を出したが、我々全員が侵略に対するアラブ諸国の防衛に参加することを希望す

る27。 

 

10 月 31 日には英仏軍がスエズ運河の安全航行の確保を理由に運河地帯に侵攻したが、

エジプトはこれに抗議するために障害物をスエズ運河に埋めて運河を封鎖した。サウディ

アラビアは英仏の侵攻をすぐにイスラエルとの共謀であると見抜き、両国とシオニストを

同一視して非難した28。例えば、サウディアラビアのヤースィーン外務顧問は 11 月 2

日、イギリスの『タイムズ』紙の記者に対し、「運河地帯を再占領する口実を得たい英仏

が、イスラエルにエジプトを攻撃するよう教唆したと確信している」と語った29。このよ

うに、サウディアラビアは、英仏軍が中立的に紛争に介入しているように見せかけて実は

イスラエルと内通していることをすぐに確信した。 
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国連では英仏の拒否権によって機能不全に陥った安全保障理事会に代わり、「平和のた

めの結集決議」を根拠にした緊急総会が開催され、イスラエル・エジプト・英仏に即時停

戦を求める決議が採択された。11 月 5 日にサウード国王は、エジプトに対するイスラエ

ル・英仏の侵攻は「エジプトだけへの侵攻ではなく、アラブ諸国全体への侵攻である」と

いう書簡をアイゼンハワー大統領に送った30。そして、ナーセル大統領は英仏への石油積

出を禁ずるようサウード国王に説得し31、11 月 6 日にサウディアラビア政府は次の声明を

発表した。 

 

英仏両政府が、イスラエルによって攻撃を受けているエジプトに対して軍事侵略し、

国連の停戦決議を拒否し、不必要な侵略を続けているため、サウディアラビア政府は

この二つの政府との外交関係を本日断絶する。…サウディアラビアの原油と石油製品

の英仏への輸出、英仏船とこれら両国に石油を輸送するすべての船舶への燃料補給を

禁止する32。  

 

こうしてサウディアラビアは英仏との外交関係を断絶し、さらに両国に対する石油禁

輸措置を発動した。また、財務省の石油鉱物資源問題担当の事務局長であったタリーキー

（‘A. al-Ṭarīqī）が中心となり、イギリス保護下のバハレーンの製油所へ通じるパイプラ

インへの送油も停止した33。この時アラブ諸国で石油禁輸措置を発動したのはサウディア

ラビアだけであった。また、サウディアラビアは軍隊をヨルダン・イスラエル間の境界線

へ移動させた34。アメリカが英仏の軍事介入に強く反対したため35、11 月 6 日に英仏が、

11 月 8 日にイスラエルが「平和のための結集決議」の受け入れを表明し、停戦が実現し

た。しかし、イスラエル・英仏軍がエジプトに残留し続けていたことから、サウディアラ

ビアは対英仏石油禁輸措置を解除しなかった。アラブ連盟は 11 月 14 日にベイルートで首

脳会議を開催し、イスラエル・英仏に対して国連決議の順守を求める次の声明を出した。 

 

（アラブ首脳）会議は、1956 年 11 月 2 日、4 日、7 日に国連総会で圧倒的多数で可

決された決議を、喜びを以て確認した。…この国連総会決議を実施に移す必要があ

る。もし英仏が国連決議に従うのを拒否し、エジプトの領土から直ちに無条件で軍隊

を撤退させない場合、また同様にイスラエルが国連決議を犯し、休戦ラインを越えた

軍隊を無条件に撤退させるのを拒否した場合、…この会議のすべての参加国は直ちに
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個別に自衛権を行使し、…自らの潜在能力を最大限発揮する効果的な措置を取る36。 

 

一方、アイゼンハワー米大統領は、事前通告なくエジプトに侵攻した英仏に強く抗議

し、スエズ運河閉鎖時の欧州への石油供給計画を練ってきた中東緊急委員会の活動を一旦

停止した。しかし、スエズ運河封鎖による欧州経済への影響は予想以上に大きかったた

め、大統領は 11 月 8 日に英仏以外の欧州諸国に石油を供給できないか検討し始めた37。

こうした中で、11 月 21 日に大統領は「サウード国王を中東地域における主要な人物に仕

立てる必要がある」と政府内で語り38、サウディアラビアを欧州に対するさらに重要な中

東の石油供給国にしたいと考えた39。11 月末に英仏がスエズ運河地帯からの軍隊の撤退を

約束すると、大統領は中東緊急委員会の活動再開を認め、ペルシャ湾岸の石油が喜望峰回

りで欧州に輸送され、またアメリカやベネズエラの石油も欧州に多く輸出された40。アメ

リカはまた、サウディアラビアに対してバハレーンにあるイギリスの製油所への石油供給

を再開するよう外交ルートを通じて要請したが、サウード国王は駐サウディアラビア・エ

ジプト大使に「私はアメリカに、エジプトからすべての侵略軍が撤退するまで、石油の一

滴ともそこに行かせない」と語ってこの要請を断った41。このようにサウディアラビアは

アメリカの要請に応じなかったが、アメリカは特にこの点をそれ以上問題にしなかった。 

1957 年 1 月にはサウディアラビア、エジプト、シリア、ヨルダンの首脳がカイロに集

まり、サウディアラビアはエジプトに対して、イギリスによって凍結された資産を補てん

する目的で 500 万ドル、スエズ運河の封鎖による収入減を補う目的で 1,000 万ドル援助す

ることを決めた42。2 月には再び 4 カ国の首脳がカイロに集まり、イスラエル軍のガザ地

区からの無条件撤退を要求することで一致した。イスラエルは、エジプトの戦闘行為の自

制とアカバ湾・ティラン海峡の自由航行の保証を撤退の条件とし、ダレス国務長官もこの

二つの条件を支持した。これを受け、2 月 18 日にエジプトがスエズ運河のイスラエル船

舶も含めた自由航行への保証を発表し、3 月にイスラエルがシナイ半島から撤退し始めた

ことから、サウディアラビアは対英仏石油禁輸措置を 3 月 12 日に解除した。そして、国

際連合緊急軍（United Nations Emergency Force: UNEF）がエジプトの同意を得て、ガザ地

区を除くグリーン・ラインのエジプト側、そしてティラン海峡に近いシャルム・シェイク

に駐屯することとなった。こうして約 4 カ月半にわたった対英仏石油禁輸措置は完全に幕
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を閉じた。 

第二次中東戦争時におけるサウディアラビアの対英仏石油禁輸措置は、英仏の経済に

大きな影響を与えなかった。なぜなら、そもそもサウディアラビアの戦争前年（1955

年）の原油生産量 97 万バレルは、アメリカの 680 万バレルやベネズエラの 215 万バレル

と比べて少なく43、対英仏石油禁輸措置の発動による減産分を、アメリカやベネズエラの

増産によって容易に補うことができたからである。当時の世界経済にとってより重大な問

題であったのは、原油の一大輸送ルートとなっていたスエズ運河をナーセル大統領が封鎖

したことであり、欧州諸国はペルシャ湾岸の原油を喜望峰経由で輸入したり、西半球の原

油を輸入したりすることによってこの危機を切り抜けた。1957 年 4 月にはスエズ運河が

再開通し、欧州諸国は再びスエズ運河経由で多量の石油を輸入するようになった。サウデ

ィアラビアは、対英仏石油禁輸措置を発動したことで石油収入が減少したが、ARAMCO

がその損失分を補てんしたため44、財政上の問題は生じなかった。 

 

（3）「アラブの冷戦」とサウディアラビア 

 

第二次中東戦争を政治的に勝利したことで、ナーセル大統領に対する支持がアラブ諸

国の民衆の間で一段と高まる一方、エジプトはソ連への依存を強めていった。戦争中は中

立的な立場を取っていたアメリカのアイゼンハワー大統領も、エジプトの影響力の増大に

伴う共産主義のアラブ諸国における拡大の可能性を強く憂慮し始めた。そして、中東にお

ける共産主義の拡大を防ぐため、アメリカと友好関係にあるアラブ諸国に経済・軍事援助

を行う方針を 1957 年 1 月 5 日に議会で発表し、これがアイゼンハワー・ドクトリンと呼

ばれた。サウード国王は 1 月 31 日にワシントン DC でアイゼンハワー大統領と会談し、

中東諸国の民衆にはすぐに理解が得られない可能性があるが、中東諸国の政府にとっては

利益になるとして、同ドクトリンに賛成の意向を示した45。そして、2 月 27 日にカイロで

行われたエジプト、シリア、サウディアラビアの首脳会談の際に、サウード国王は同ドク

トリンへの理解をナーセル大統領とクワトリー大統領に求めたが、アメリカの中東地域へ

の関与を嫌うエジプトやシリアの理解を得ることはできなかった46。 

サウード国王はアメリカと同様に、次第にアラブ諸国の大衆から絶大な支持を集めた

ナーセル大統領の求心力と、彼を通じたソ連の中東における影響力拡大に警戒するように

なった。そして、サウディアラビアは同じ王制のヨルダンやイラクとの関係を深める方向
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に軸足を移し始め、1957 年 5 月にはサウード国王がイラクを初めて訪問し、6 月にはヨル

ダンも訪問した。こうして約 30 年間にわたってサウディアラビアにとって最大の脅威で

あった二つのハーシム国家はいまやエジプトに対する脅威を共有する国々となった。ナー

セル大統領は、サウディアラビアのこうしたヨルダンやイラクとの結束強化の動きを「革

命」に逆行する「反動的」な動きであるとして批判し、君主制という政治体制そのものに

ついても強く批判するようになった。  

さらに、サウディアラビアとエジプトは、イエメンを巡って鋭く対立した。ナーセル

大統領は 1962 年 1 月にイエメンの共和派への支援を決め、サウード国王は翌月に、ナー

セル大統領を「イスラームとアラブの同胞を攻撃している」として非難した47。同年 9 月

にはサウディアラビアとエジプトの代理戦争と化したイエメン内戦が勃発し、11 月にサ

ウディアラビアはエジプトと国交を断絶した48。その代わり、サウディアラビアは第二次

中東戦争時に国交を断絶した仏英とそれぞれ 1963 年、1964 年に国交を回復した。エジプ

トにとってもイエメン内戦への介入は多額の費用を浪費するものであり、ナーセル大統領

はサウディアラビアと内戦の終結を模索した。こうしたことから 1965 年 8 月にナーセル

大統領がサウディアラビアを訪問したが49、そこで取り結ばれた内戦終結に向けた合意は

実施に移されず、両国のイエメンにおける代理戦争は第三次中東戦争後まで継続すること

になった。 

パレスチナ問題をめぐってもサウディアラビアとエジプトは対立した。1960 年 2 月に

開催されたアラブ連盟理事会が「パレスチナ人民は、パレスチナにおいて正当な権利を受

け入れられるべきであり、自らの祖国を回復する資格を有する」という決議を採択したよ

うに50、アラブ諸国は表ではパレスチナの大義を訴えた。しかし、その裏では、なるべく

自国の利益を拡大させようと各国は活動した。エジプトは「アラブの声」というラジオ番

組をアラブ諸国中に配信し、エジプトが「反イスラエル／反シオニスト」の旗手であると

積極的に発信し、自国のアラブ世界における指導的立場を維持しようとした51。また、エ

ジプトは 1964 年 1 月の第 1 回アラブ首脳会議で、パレスチナの政治主体を定めるために

PLO の設立を推進したが、その議長にはエジプトと深い関係にあるシュカイリー（A. 

Shuqayrī）を就任させ、フサイニーがパレスチナ人の指導者として相応しいと考えていた

サウディアラビア等に不満を残した。さらに、同年 9 月の第 2 回アラブ首脳会議で、エジ

プトが PLO 議長であるシュカイリーがパレスチナ民族評議会（Palestinian National 

Council: PNC）議員を全員任命すべきであると主張すると、サウディアラビアは明確にこ
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れに反対した52。 

 このように、サウディアラビアとエジプトが様々な局面で鋭く対立する中、サウード国

王の指導力がサウディアラビア国内で厳しく問われることとなった。1958 年にはサウー

ド国王がナーセル大統領暗殺計画に関与したことが明らかになり53、ナーセル大統領に共

感を抱いていたサウディアラビアの一般民衆に失望を与えた。1961 年には、サウディア

ラビアが「域外大国」であるアメリカの基地を提供し続けているというナーセル大統領の

批判を交わすため、サウード国王はアメリカとのザフラーン飛行場の借用契約を延長しな

いという決定を下し、サウディアラビアにとって重要であったはずのアメリカとの関係を

自ら不安定なものにさせた54。このように、サウード国王はエジプトとアメリカの間で揺

れ動き、明確な国の指針を示すことができなかった。こうしたことから、サウード家の王

族は次第により指導力のあるファイサル皇太子が権力の座に就くべきであると考え、王族

会議の結果サウード国王は退位し、1964 年 11 月にファイサル皇太子が国王に即位した

55。 

 ファイサル皇太子がサウード国王から権力を獲得していく過程で、彼は自らを支援した

兄弟を積極的に要職に配置していった。ファイサル皇太子は 1962 年にファイサル

（Fayṣal T.）内相、サウード（Su‘ūd S.）国家警備隊長官、ムハンマド（Muḥammad S.）

国防相を解任し、自らに忠誠を誓ったファハド王子、アブドゥッラー王子、スルターン

（Sultān ‘A.）王子を、それぞれ新内相、新国家警備隊長官、新国防相に任命した。こう

して、サウード国王の影響力を削ぐとともに、警察、国家警備隊、国防軍という実力組織

を擁する組織のトップを自身と近い異母兄弟で固めた。 

サウード国王からファイサル皇太子に権力の中心が移行する中、石油行政の担当者も

交代した。サウード国王は、1960 年 12 月に財務省から石油業務を分離して石油鉱物資源

省を新設し、それまで財務省で石油鉱物資源問題担当の事務局長をしていたタリーキーを

初代石油相に任命した。急進的な資源ナショナリストであるタリーキー石油相は、ベネズ

エラのアルフォンソ（J. Alfonso）鉱物石油相とともに OPEC を同年 9 月に設立し、1961

年 9 月にはタラール（Talāl ‘A.）王子が主導する「自由プリンス」運動と呼ばれるサウデ

ィアラビアの立憲主義運動にも参加した。しかし、ファイサル皇太子は 1962 年にタリー

キー石油相を解任し、代わりに欧米との協調を重視する穏健な現実主義者であるヤマーニ

ー（A. Yamānī）を新石油相に任命した。タリーキーが ARAMCO の国有化も辞さない姿

勢を示したのに対し、ヤマーニーは ARAMCO およびその親会社であるアメリカの国際石
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油会社との協調を重視した。このように、権力の中心がサウード国王からファイサル皇太

子に移る中で、石油行政の担当者も急進的なタリーキーから穏健なヤマーニーに替わっ

た。 

ファイサル国王はイスラームを軸にした国際的連帯を強化し、ナーセル大統領のアラ

ブ・ナショナリズムに対抗していった。1965 年にエジプトがサウディアラビアにアラブ

連盟の代表事務所を置くよう要請したが、ファイサル国王はこれをエジプトの攪乱分子が

サウディアラビアに入り込む手段になるとして拒否した56。国王はまた、イラン、パキス

タン、トルコ、サハラ以南アフリカのイスラーム諸国など、アラブ諸国以外のイスラーム

諸国を歴訪し、イスラーム諸国間の関係を強化した57。ファイサル国王が設立を支援した

非政府組織の世界ムスリム連盟は 1965 年 4 月にマッカで会議を開催し、イスラームの見

地からパレスチナ問題の現状を強く批判した。その会議で採択された決議の中で、パレス

チナ問題に関する連盟の姿勢が最もよく表れたのが次の第 1 項、第 2 項、第 4 項であっ

た。 

 

第 1 項 パレスチナ問題がイスラーム問題であると決議する。… 

第 2 項 シオニズムの活動が攻撃的な植民地主義活動であると決議する。… 

第 4 項 米英をはじめとした植民地主義諸国に、パレスチナの惨事とそれに起因した

人々の移動や彼らにもたらされた損害、苦難、不幸、金銭的損害に関する責任がある

と考える。…会議はすべてのアフリカ諸国の政府に、イスラエルとの関係を再検討す

るよう求める58。 

 

このように、決議第 4 項ではアメリカを批判しているが、それは次節で述べるように

同国のイスラエルへの武器援助が当時目覚ましく増えてきたことが一因であった。また、

アフリカ諸国に対しイスラエルとの関係を再検討するよう迫っているが、これはその後の

第三次・第四次中東戦争におけるサウディアラビアのアフリカ諸国に対する基本戦略とな

った。このように、世界ムスリム連盟によるマッカ決議は多くの点でその後のサウディア

ラビアの政策を先取りする内容となっていた。こうしたサウディアラビアのイスラーム諸

国との連帯や世界ムスリム連盟の後援といった行動をエジプトは批判した。1966 年 2 月

にナーセル大統領は「かつてバグダード条約機構やアイゼンハワー・ドクトリンとその他

のすべての帝国主義的で反動的な運動に反対したように、イスラーム協定やイスラーム会
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議に反対する」と述べ、ファイサル国王の汎イスラーム政策を批判した59。 

 

第三節 第三次中東戦争 

 

（1）第三次中東戦争への道 

 

アメリカは第一次中東戦争以来、アラブ・イスラエル紛争の当事者に対する武器輸出

を禁止してきたが60、その方針を 1960 年代に転換させた。ソ連の支援によってエジプト

が対イスラエル攻撃能力を向上させたことに伴い、1962 年にケネディ（J. Kennedy）政権

は地対空ミサイルをイスラエルに売却することを決定した61。このミサイルは防衛用の武

器であったが、アメリカはこの時を境にイスラエルに対する武器供給国になった（図

6）。そして、1963 年 11 月にジョンソン（L. Johnson）政権が誕生すると、イスラエルへ

の武器売却の動きは加速する。アメリカは当初西ドイツを通じて秘密裏にイスラエルに攻

撃用戦車の売却を試みていたが、それが 1965 年 1 月に『ニューヨーク・タイムズ』紙な

どの報道によって公になり62、アラブ世界からの反発を招いた。しかし、アメリカの対イ

スラエル武器供与は止まらず、1966 年 5 月には攻撃用の爆撃機をイスラエルに供与する

と発表した63。こうしたことから、イスラエルと対峙していたアラブ諸国の対米感情は悪

化してきていた。 

こうした中、1950 年代から 1960 年代にかけてイスラエルは中東地域において揺るぎな

い軍事的地位を確保していった。イスラエルは 1956 年以降仏英から積極的に武器を輸入

し、同年 10 月に勃発した第二次中東戦争ではシナイ半島における戦いで、ソ連製の武器

によって武装していたエジプト軍（図 7）に完勝した。イスラエルの強さをまざまざと見

せつけられたアラブ諸国は、もはやイスラエルの根絶という目標を、少なくとも現実的な

目標としては取り下げなければならないと感じた。例えば、サウディアラビアのサウード

国王は 1957 年 1 月のアイゼンハワー大統領との会談で、イスラエルの存在を「歴史的な

事実」として認めざるをえないと語った64。イスラエルはまた、1950 年代後半以降、フラ

ンスの技術協力を得て核兵器の開発にも着手し、1960 年代中頃にはその完成が近いと見

られた。例えば、1965 年にエジプトのジャーナリストであるハイカル（ヘイカル、M. 

Ḥaykal）は、イスラエルは 2・3 年以内に核兵器の製造が可能になると主張した65。同

年、ナーセル大統領はファイサル国王に対し、「我々はパレスチナを解放する計画は全く
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なく、計画があったとしてもそれを実現する手段がない」と語った66。このように、1960

年代中頃までに、軍事力によってイスラエルの存在を消滅させるという第一次中東戦争時

の考えは非現実的になり、同国の存在を事実上認めざるをえないという認識が、エジプト

やサウディアラビアなどアラブ諸国の政治指導者の間で確立していった。 

 

図 6．イスラエルの米仏独からの武器輸入（1950-2013 年） 

 

 

図 7．エジプトの米ソ（ロ）からの武器輸入（1950-2013 年） 

 

 

1950 年代末以降、アラブ・イスラエル紛争の新たに問題として、イスラエルによるヨ

ルダン川分流問題が浮上した。これは、イスラエルがヨルダン川の水を同国南部のネゲヴ

砂漠にまで分流させることにより、ヨルダン川のもう一方の流域国であるヨルダンの利用

できる水資源が減少するという問題であった。ヨルダン川を分流させようというイスラエ
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ルの計画は、同国の建国以来構想されていたが、実際にその計画がアラブ諸国の知るとこ

ろとなったのは 1959 年であった67。1960 年 2 月に開催されたアラブ連盟理事会ではこの

問題が焦点の一つとなり、それに対するアラブ諸国の姿勢が会議の決議第 4 項で示され

た。その内容は次の通りである。 

 

（1）（アラブ連盟）理事会は、イスラエルによるヨルダン川を分流しようという試み

が、アラブ諸国に対する攻撃的な行動であり、すべてのアラブ諸国による結束した自

衛を正当化する行動である。 

（2）ヨルダン川渓谷の水は、アラブの関係国とパレスチナのアラブ人の利益のため

に活用されなければならない68。 

 

こうしてアラブ諸国はイスラエルの水路建設計画を牽制したが、イスラエルは工事を

進めた。1964 年 1 月にはこの水路が完成間近となり、サウディアラビアのファイサル国

王も含めた全 13 カ国のアラブ諸国の首脳がカイロに集まってこの問題に対する対応を協

議し、これが第 1 回アラブ連盟首脳会議と呼ばれた69。さらに、9 月にはアレキサンドリ

アで第 2 回アラブ首脳会議が開催され、イスラエルの水路建設計画に対抗するための「ヨ

ルダン川およびその支流の水路開発のためのアラブ計画」（アラブ・ダイバージョン計

画）が策定された70。これは、レバノンとシリアを流れるヨルダン川の水を、ゴラン高原

を縦断してヨルダンに建設されるムケイバ・ダムにまで分流させ、イスラエルが取水源と

する予定のティベリアス湖に流入する水量を制限するという計画であった。ダムの建設費

用の大部分はサウディアラビアとクウェートが負担することとなった71。 

 アラブ・ダイバージョン計画はティベリアス湖に流入する水量を 35％削減させる恐れ

があったため、イスラエルは軍事力を用いてこの計画を阻止しようとした。1966 年にイ

スラエルは度々シリア領内のアラブ・ダイバージョン計画の建設現場を爆撃し、これをシ

リア軍機が迎え撃ったため、イスラエル・シリア間で武力衝突が多発した。特に、1967

年 4 月にシリアの戦闘機 6 機がイスラエル軍によって撃墜されると、緊迫感は一段と高ま

った。サウディアラビアのファイサル国王は 5 月 18 日、ハーリド皇太子を通じて「我々

の宗教、我々のアラブ意識、二国家間の兄弟的な絆のために、我々がシリアの人々の側に

いることは当然のことである」と述べ、シリアに寄り添う姿勢を見せた72。イエメン内戦

に拘泥していたエジプトも、前年に軍事同盟を結んだシリアにおけるこの危機的状況を見
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過ごす訳には行かず、5 月 23 日にイスラエルに対する制裁としてティラン海峡の封鎖を

宣言し、シナイ半島に駐留していた UNEF の部隊にも撤退するよう要求した。これに対

し、5 月 24 日にファイサル国王は「イスラエルと戦うアラブの兄弟を支持しようとしな

いアラブ人はアラブ人というに値しない」と述べ、エジプトのこの姿勢を支持した73。 

このように、ヨルダン川分流問題をめぐってアラブ諸国とイスラエルが鋭く対立する

中、アラブ諸国は石油をイスラエル支援国に対する武器として使うという姿勢も強めてい

った。アラブ連盟の石油局は 1959 年以来「アラブ石油会議」と呼ばれる政府関係者や専

門家など石油に関わる多様なアラブ諸国の人材が集まる会議を開催してきた 74。そこでの

会議内容は原油価格の引き上げが中心であったが、ヨルダン川分流問題が過熱した 1963

年以降は、対イスラエル政策も議題に上った。1963 年 11 月に開催された第 4 回アラブ石

油会議では、アラブ諸国と密接な関係にある国々にイスラエルへの石油禁輸措置の発動を

促した75。そして、1967 年 5 月にエジプトがイスラエルに対してティラン海峡の封鎖を宣

言すると、アラブ諸国がイスラエル支援国に対して石油禁輸措置を発動すべきであるとい

う機運が高まった。6 月 1 日にイラクは、ティラン海峡封鎖宣言を無視してイスラエルと

交易し続ける国々が出てきた場合、そうした国々に対して石油禁輸措置を発動すべきであ

るという声明を発表した76。そして、アラブ諸国全体でも同様の措置を発動することを目

指し、6 月 4 日からバグダードでアラブ石油相会議を開催した。 

 

（2）第三次中東戦争と対米英石油禁輸措置 

 

イスラエルと周辺アラブ諸国との緊張が高まる中、イスラエルは 1967 年 6 月 5 日午前

に先手を打ってエジプト、シリア、ヨルダンに対して大規模な攻撃を行い、第三次中東戦

争が勃発した。先制攻撃によってエジプト空軍等を壊滅させたイスラエルは、瞬く間にそ

の支配地をエジプト領のシナイ半島、ガザ地区、ヨルダン領のヨルダン川西岸地区、シリ

ア領のゴラン高原に広げた。バグダードでアラブ石油相会議に参加していたサウディアラ

ビア、クウェートなどのアラブ諸国 10 カ国の石油相は、会議中にこのイスラエルの奇襲

という一報を受け取り、6 月 5 日午後に次の決議を全会一致で採択した。  

 

アラブの国の主権、領土、領海、特にアカバ湾に対するいかなる侵略に参加した国々

に対し、直接的・間接的を問わずアラブの石油を輸出するのを禁止する。…石油禁輸
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に至る侵略とは、1．イスラエルを支援するための直接的な軍事攻撃、2．敵に対する

あらゆる形態の軍事援助、3．軍事力によって保護された商業船のアカバ湾の通過、

を意味するものとする77。 

 

 このように、もし現在アラブ諸国に攻撃を仕掛けているイスラエルを支援する国が出て

きた場合、アラブ諸国はそれらの国々に石油禁輸措置を発動すると警告した。この会議は

欧米諸国への強硬路線を取るイラクが主導して開催したが、サウディアラビアのヤマーニ

ー石油相やクウェートのアティーキー（‘A. Atīqī）石油相、そしてその他のアラブ諸国の

石油相もこの会議の決議に署名したため、参加各国はこの決議に拘束されることとなっ

た。ファイサル国王も 6 月 5 日に次の声明を自国民向けに発した。 

 

サウディアラビア人民の子たちよ、ついに我々が待ち焦がれていた時が来た。サウデ

ィアラビア人民の子たちよ、植民地勢力によって課された我々と悪の分子、そしてシ

オニズムとの決戦に備えよ。そしてあなた方がアラブ共同体を脅かす敵に対する最前

線にいることを世界に証明せよ78。 

 

 さらにファイサル国王は、ナーセル大統領に「我々はあなた方の側にいる」という電報

を送った79。6 月 6 日にエジプト軍最高司令部は、東地中海に停泊中の米英の空母艦隊

が、イスラエルによる空爆を側面支援したと主張し、そのことをアラブ世界全体に向けて

積極的に喧伝した80。これによりアラブ諸国の反米英感情が高まり、サウディアラビア東

部のダンマームでも一部の暴徒化した住民が同地のアメリカ総領事館などを襲撃した81。

イラク、アルジェリア、クウェートはこのナーセル大統領の主張に基づき、6 月 6 日に米

英に対して石油禁輸措置を発動し、その翌日の 6 月 7 日にはサウディアラビア、リビア、

バハレーンが米英に対する石油禁輸措置を発動した。サウディアラビアのヤマーニー石油

相は 6 月 7 日、ARAMCO に対して次のように指示した。 

 

米英に対する石油供給を停止するよう要求する。この措置は厳格に実行されなければ

ならない。もしわれわれの石油が一滴でもこの二カ国に到達する事態が発生した場

合、それは ARAMCO の責任である82。 

 



第二章 サウディアラビアの石油禁輸措置とイスラエル認識 

97 

 

さらに、サウディアラビアは原油生産を 6 月 13 日まで一時的に完全に停止した83。ま

た、サウディアラビアはイスラエルが TAPline の走るゴラン高原を占領したことに抗議

し、TAPline への送油を中止したが、ARAMCO の説得を受けて間もなく送油は再開され

た84。このように、サウディアラビアはイラク、アルジェリア、クウェートに続く形で対

米英石油禁輸措置に参加したが、同国はすぐにこの措置が自国経済に及ぼす悪影響につい

て懸念し始めた。在サウディアラビア米大使のアイルツは、石油禁輸措置を開始して 17

日目にあたる 6 月 24 日までに、サウディアラビアが 1 億リヤルの損失を被っているとい

う情報を掴んだ85。そして、6 月 29 日にはヤマーニー石油相は、対米英石油禁輸措置と

TAPline の一時的な送油中止措置の結果、サウディアラビアの石油収入の損失額が 1966

年と比べて次の額に達したと自国紙に発表した。 

 

6 月 7-12 日の損失：  5,926 万リヤル（1,316 万ドル） 

6 月 13-24 日の損失： 3,510 万リヤル（780 万ドル） 

6 月 25-30 日の損失： 4,183 万リヤル（929 万ドル）86 

 

6 月 7 日から 12 日までの 6 日間の損失が特に大きかったのは、原油生産を完全に停止

していたためであった。ヤマーニー石油相はさらに、この状態が続けばサウディアラビア

は年間 1.22 億ドル失うと試算し87、それに応じるかのようにサウディアラビアのメディア

も石油禁輸措置が同国の財政に悪影響を与えるという報道を繰り返した88。 

さらに、米英がイスラエルを支援したというエジプトの主張そのものに対する信憑性

もサウディアラビアは疑うようになった。1967 年 6 月中旬にヨルダンのフサイン

（Ḥusayn Ṭ）国王は、米英が第三次中東戦争中にイスラエルを支援したというエジプトの

主張が誤りであったと主張した89。そして、8 月中旬にはサウディアラビアも政府系ラジ

オ放送を用い、米英が第三次中東戦争中にイスラエルを支援したという証拠はないと主張

した90。当事者である米英は初めからこの両国がイスラエルを支援したというエジプトの

主張は事実無根であると主張してきたが、ここにきてようやくその主張がアラブ世界、特

にヨルダンやサウディアラビアで受け入れられるようになった。 

このように、財政上の懸念と米英敵視政策の根拠の喪失から、サウディアラビアは対

米英石油禁輸措置を解除すべきであると主張したが、イラクなどの強硬派が影響力を保持

するアラブ諸国の会合では、なかなか対米英石油禁輸措置の解除という結論が出されなか
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った。例えば、7 月 15 日にクウェートで開催されたアラブ石油相会議では、対米英石油

禁輸措置の継続が決まった91。8 月 15 日からイラクで開催されたアラブ石油相会合では、

イラクが欧州などで石油需要が高まる冬場まで 3 カ月間石油禁輸措置を継続するべきであ

ると主張した。結局 8 月 20 日に発表されたこの会議の決議では、アラブ産油国が石油禁

輸措置によって被る「財政損失」に配慮しなければならないというサウディアラビアの意

見が盛り込まれたものの、石油禁輸措置を継続に固執したイラクの主張が考慮され、対米

英石油禁輸措置を継続することになった92。 

しかし、対米英石油禁輸措置の継続というアラブ諸国の方針も、サウディアラビアの

外交努力によってついに覆ることとなった。8 月 29 日からスーダンの首都ハルツームで

開催されたアラブ首脳会議は 9 月 1 日に決議を採択し、その第 4 項には対米英石油禁輸措

置を解除する方針が記された。その内容は次の通りである。  

 

首脳会議は慎重な熟議の末、石油が直接的な侵略を受けたアラブ諸国の経済を支え、

これらの国々が今後の戦いに断固として立ち向かうことを可能にする役割を果たしう

るアラブ世界における資源の一つであることを考慮し、石油供給を積極的な武器とし

て活用することを決定した。したがって会議は、石油がアラブの目的のために活用さ

れ、侵略の犠牲になったアラブ諸国の失われた収入を補い、これらの国々が侵略の結

果を払拭するための戦いに断固として立ち向かうことを可能にする役割を果たしうる

ことを考慮し、石油供給を再開すべきであると決議した93。 

 

このようにアラブ諸国の首脳は、石油をこれまでのように禁輸措置という「消極的な

武器」として用いるのではなく、イスラエルの侵略を受けた国々の収入を補うための「積

極的な武器」として用いるべきと考え、「石油供給を再開」すなわち米英に対する石油禁

輸措置の解除を決定した。こうして、対米英石油禁輸措置を継続すべきであるという強硬

派のイラクの主張は完全に退けられた。サウディアラビアの主張が通った背景には、同国

がクウェートとリビアとともに、戦争によって経済が疲弊したエジプトとヨルダンを経済

支援するという妙案を、この決議の中に盛り込んだことがあった。アラブ首脳会議の最

中、エジプトのナーセル大統領は「エジプトは（戦争により）1.7 億ポンドの収入を失っ

た。我々はスエズ運河から 1.1 億ポンド、観光で 4,000 万ポンド、シナイ半島の油田から

2,000 万ポンドの収入を得ていた」と発言し、ヨルダンのフサイン国王も戦争によって英
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米からの資金援助や観光収入など、計 5,000 万ポンドの収入を失ったと発言した94。これ

を受け、サウディアラビア、クウェート、リビアは両国に対して次の額の資金援助を「イ

スラエルによる侵略の痕跡」が消滅するまで支払うことを約束した。 

 

サウディアラビア： 5,000 万ポンド（1.4 億ドル）／年 

クウェート： 5,500 万ポンド（1.54 億ドル）／年 

リビア：  3,000 万ポンド（8,400 万ドル）／年95 

 

このうち、エジプトが 9,000 万ポンド、ヨルダンが 4,500 万ポンドの資金援助を受領す

ることとなった。この対エジプト・ヨルダン支援表明は、戦争の敗北に打ちひしがれてい

た両国を十分に満足させるものであり、ナーセル大統領自身も、戦争前まで敵対していた

サウディアラビアが予想以上に多くの資金援助を約束したことに驚いた96。なお、シリア

は、対米英石油禁輸措置の解除に反対したためそもそもアラブ首脳会議に大統領が出席せ

ず97、さらにファイサル国王が「シリアは侵略によって直接的に被害を受けていない」と

発言したため98、エジプトとヨルダンとは異なり資金援助の対象国とはならなかった。  

このように、ハルツーム・アラブ首脳会議の決議により、サウディアラビア、クウェ

ート、リビアは対米英石油禁輸措置を解除する代わりに、エジプトとヨルダンに対して資

金援助することとなった。エジプトとヨルダンに対する 1.4 億ドルの経済支援は、サウデ

ィアラビア財政にとって大きな負担となったが99、対米英石油禁輸措置の解除と更なる石

油増産によって、それを上回る石油収入を得られると見込まれた。さらに、資金援助を通

じてアラブ世界の有力国であるエジプトをサウディアラビアの影響下に置き、サウディア

ラビアはアラブ諸国における自国の地位を安定させると考えた。第三次中東戦争前、エジ

プトはイエメンに軍隊を駐留させサウディアラビア南部の国境を脅かし、また君主制に対

する非難を繰り返すことによってサウード家の統治を揺るがそうとしていた。さらに、エ

ジプトやヨルダンへの資金援助は「イスラエルの侵略の結果を払拭」するというアラブの

大義の下で実施されたため、サウディアラビアのアラブ世界における正統性を高めること

ができた。こうして、サウディアラビアは 9 月 2 日に「例外なくすべての国に石油供給を

再開する」と発表し、3 か月弱に及んだ対米英石油禁輸措置は完全に終焉した100。 

 こうしてエジプトとヨルダンへの資金援助と引き換えに終了したアラブ諸国の対米英石

油禁輸措置であったが、その措置が米英の経済に与えた影響は限定的であった。第三次中
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東戦争当時、アメリカは豊富な石油の余剰生産能力（生産余力）を有していたため、アラ

ブ諸国がアメリカに禁輸した分の石油を、自国の原油生産量を日量 100 万バレル増やすこ

とによって容易に補うことができた。さらに、アメリカは緊急石油供給委員会を組織し、

イギリスに対する石油供給を強化したため、イギリスも経済的打撃を免れた101。さら

に、OPEC 加盟国のベネズエラは原油生産量を 40 万バレル、イランは 20 万バレル増加さ

せ、国際石油市場により多くの石油が流れ込んだ102。このように、第三次中東戦争時に

おけるアラブ諸国の対米英石油禁輸措置は、米英の経済にほとんど影響を与えずに終焉し

た。 

 

第四節 「三つのノー」と国連安保理決議 242 号 

 

（1）ハルツーム首脳会議の「三つのノー」 

 

 1967 年 8-9 月のハルツーム・アラブ首脳会議は、対米英石油禁輸措置の解除と、サウ

ディアラビア、クウェート、リビアによるエジプト、ヨルダン支援という重要な決定を下

したが、同会議はもう一つアラブ・イスラエル紛争に関する重要な決定を下した。それが

「イスラエルとの和平またはその承認の否定、イスラエルとの交渉の否定」というアラブ

諸国のイスラエルに対する三つの原則、いわゆる「三つのノー」の原則であった。本項で

は、このハルツーム首脳会議の「三つのノー」の原則の内容に入る前に、第三次中東戦争

時のサウディアラビアの対イスラエルを簡単に振り返りたい。  

 第三次中東戦争の勃発直後、サウディアラビアのスルターン国防相は「サウディアラビ

ア王国は、アラブ世界の中心部にイスラエルが存在すること自体が、アラブ世界に対する

戦争であると考えている」と語り、イスラエルの存在を認めない姿勢を示した103。しか

し、イスラエルが第三次中東戦争で占領地を大きく広げたことで、サウディアラビアの姿

勢は変容を余儀なくされる。ファイサル国王は 6 月 24 日、イスラエルが第三次中東戦争

前の位置まで直ちに撤退することが必要であると語り104、もはやイスラエルの存在を頭

ごなしに否定するような言い方はしなくなった。前節で述べたように、サウディアラビア

は既に第二次中東戦争の直後からイスラエルの存在を「歴史的な事実」として認めざるを

えないと水面下でアメリカに伝えていたが、イスラエルがその支配地域を大きく広げたこ

とで、その思いが強くなった。ただし、いくらイスラエルの存在が当面は否定できない事
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実になろうとも、サウディアラビアとしてはイスラエルによるエルサレムの支配だけは受

け入れることはできなかった。6 月 27 日にイスラエルは戦争で獲得した東エルサレムを

自国領に編入したが、ジョンソン大統領がそれを黙認するような声明を発すると105、フ

ァイサル国王はそれに強く反発した。 

イスラエルに第三次中東戦争勃発前の線まで撤退させることは、アラブ諸国全体の当

面の目標となった。しかし、アラブ諸国はこの目標をイスラエルとの交渉によって達成し

ようとはせず、むしろイスラエルに対して拒絶的な態度を示すことによって、相手の譲歩

または国際社会による仲介努力を引き出そうとした。8 月 2 日にハルツームで開催された

アラブ外相会議は、アラブ諸国がいかなる形式であれ、イスラエルと和平交渉をすること

を拒絶する方針を合意した106。そしてこの方針は、9 月 1 日に採択されたハルツームのア

ラブ首脳会議決議の次の部分（第 3 項）に引き継がれた。 

 

アラブ諸国の首脳は、基本的な原則の範囲内で、侵略の痕跡を払拭し、6 月戦争以降

占領されているアラブの領土からのイスラエル軍の撤退を確かなものにするため、国

際的な外交レベルでの政治的な行動を一致団結させることで合意した。その基本的な

原則とは、イスラエルとの和平またはその承認の否定、イスラエルとの交渉の否定、

パレスチナ人の祖国における権利の支持である107。 

 

このように、アラブ諸国はイスラエル軍が第三次中東戦争前の線に撤退するという当

面の目標を達成するための手段として、イスラエルとの交渉という選択肢を排除し、さら

にイスラエルを承認すること、そしてイスラエルと平和条約を締結することも禁止した

（「三つのノー」）。これは一見強硬な姿勢のようであるが、戦争によって一段と高まった

アラブ世界の反イスラエル感情を考慮した場合、このような強い姿勢を示す他にアラブ諸

国の取れる選択肢はなかった。 

このハルツーム首脳会議の「三つのノー」の原則を踏まえ、9 月 6 日にファイサル国王

はジョンソン米大統領に書簡を送った、国王はそこで、石油禁輸措置を解除したこと、イ

スラエルが第三次中東戦争以前の線に戻るべきであると考えていること、「三つのノー」

の原則をアラブ諸国が打ち出したこと、そしてパレスチナ人の正当な権利回復をアラブ諸

国が重視していることを伝えた108。ジョンソン大統領は 9 月 25 日の返信で、石油禁輸措

置が解除されたことを歓迎する一方、「1967 年 6 月 4 日以前の休戦状態に戻るのは誰にと
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っても利益にならない」と記し、イスラエルが無条件に第三次中東戦争前のラインまで撤

退することには反対した109。ジョンソン大統領にとしては、特に第三次中東戦争前のイ

スラエル・ヨルダン間の境界のように、長大で防衛に不利な国境線はイスラエルの対アラ

ブ不安感を醸成するだけであり、望ましくないと考えていた。しかし、ファイサル国王は

アメリカが第二次中東戦争時のようにイスラエルを占領地から撤退させる役割を果たすこ

とを期待していたため、この返答は到底満足の行くものではなかった110。 

 

（2）国連安保理決議 242 号 

 

 国連安全保障理事会は第三次中東戦争中に何度も会議が開催されたが、イスラエルの占

領地からの完全撤退を求めるソ連や第三世界諸国と、それを容認するアメリカの対立か

ら、踏み込んだ中身を持つ決議を採択することができなかった。しかし、イスラエルの占

領状態の継続に不満を持ったエジプトの要請により、国連安保理は 10 月から非公式に第

三次中東戦争の戦後処理に関する議論を再開し、11 月 9 日からは公式に協議が再開され

た。イスラエルとアラブ諸国も国連安保理の理事国ではなかったが、両者はそれぞれ米

英、ソ連、第三世界の非常任理事国などに働きかけることにより、審議に影響を与えよう

とした。会議ではイスラエルの全占領地からの撤退を求めるインド、マリ、ナイジェリア

が提出した決議案と、それを必ずしも求めないアメリカが提出した決議案が検討された

が、両者の意見の隔たりは大きかった111。そこで、イギリスが 11 月 16 日に妥協案を提出

し、11 月 22 日に同案が全会一致で採択され、国連安保理決議 242 号となった112。その決

議文の主要部分（第 1 項、第 2 項）は次の通りである。 

 

第 1 項 （国連）憲章の諸原則を満たすため、中東の公正かつ永続的平和の確立が必

要であることを確認する。平和の確立には次の 2 原則の適用が含まれるべきである。 

（i）最近の紛争において占領された領土からのイスラエル軍の撤退、 

（ii）あらゆる交戦権の主張ないし交戦状態の終結、同地域のすべての国の主権、領

土保全、政治的独立、そして武力による脅しまたは武力の行使を受けることなく安全

かつ承認された境界のなかで平和に生存する権利の尊重と確認。  

第 2 項 さらに次の諸点の必要性を確認する  

（a）同地域における国際水路の航行の自由の保障、 
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（b）難民問題の公正な解決、 

（c）この地域におけるすべての国家の領土不可侵と政治的独立の保証113 

 

この決議の第 1 項（i）は、イスラエル軍に「最近の紛争において占領された領土」か

ら撤退することを求めているが、それがフランス語の原文では占領された「すべての領

土」（des territoires）からの撤退を書かれているのに対し、英語の原文では「領土」

（territories）からの撤退と書かれ、必ずしもすべての領土からの撤退とは明記されなかっ

た114。第三次中東戦争でゴラン高原をイスラエルに占領されたシリアはこの点に不満を

持ち、同決議を「イスラエル軍が最近占領したアラブの領土から撤退するというあいまい

な約束」と呼んでこれを拒絶した115。また、決議の第 2 項（b）では、パレスチナ人難民

の解決が謳われたが、パレスチナ人の政治的な権利について言及がなかったため、PLO

は「安全保障理事会はパレスチナ人民の存在とその民族自決権を無視している」という声

明を発表し、同決議を拒絶した116。他方、エジプトとヨルダンは同決議を受諾し、国連

調整官ヤリング（G. Jarring）の訪問を受け入れ、イスラエルとの間接交渉に乗り出した

117。 

サウディアラビアはエジプト、ヨルダン、シリアなどと異なり、第三次中東戦争時に

イスラエルに領土を奪われた国ではなかったため、必ずしも国連安保理決議 242 号に対す

る態度を明確にする必要はなかった。ファイサル国王は、同決議が採択される前日の

1967 年 11 月 21 日に西ドイツのテレビ局からインタビューを受け、次のように述べた。  

 

アラブ諸国の（イスラエルに対する）考え方はハルツーム会議（の決議）で表明し

た。この（中東和平という）問題はいま国連で審議されており、国連が真実と正義に

基づいてこの問題を処理できるかにかかっている。…いずれにしても、イスラエルが

アラブの領土から撤退することは、議論の余地のない（アラブ側の）権利である。な

ぜなら、侵略者が侵略によって利益を得るのは公正ではないからである118。 

 

このように、ハルツーム首脳会議の決議に対するサウディアラビアの支持を表明する

とともに、国連安保理決議の内容がどのようなものになるかは国連安保理次第であるとい

う姿勢を見せ、サウディアラビアとして積極的にこれに介入しようという意思は見せなか

った。そして、11 月 22 日にイギリス案を元にした国連安保理決議 242 号が採択された後
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も、サウディアラビアは特に公的な反応を示さなかった。 

 この頃のサウディアラビアのアラブ・イスラエル紛争に関する見方は、1967 年 12 月 26

日にジョンソン大統領に送った書簡の中によく表れている。その書簡の中で国王は、①エ

ルサレム問題の解決、②イスラエルの第三次中東戦争中に占領したすべてのアラブの領土

からの撤退、③難民問題の公正な解決をサウディアラビアが特に重視していると伝えた

119。このうち、②で書かれたイスラエル軍の撤退については、上述の通り国連安保理決

議 242 号でも解釈の余地がある表現だったとはいえ一応言及されており、③についても明

確に記載されていた。他方、①のエルサレム問題は、国連安保理決議 242 号でイスラエル

軍の占領地からの撤退によって解決される問題の一部と考えられていたため、特にエルサ

レムという言葉への言及はなかった。しかし、サウディアラビアとしては、第三次中東戦

争でイスラエル軍によって占領された土地の中でもエルサレムの解放に最も高い優先順位

をつけていたため、エルサレムが直接的に言及されることのなかった国連安保理決議 242

号には不満が残った。 

 ファイサル国王の考えは、1968 年 7 月のボール（G. Ball）駐サウディアラビア英大使

との会談でもさらに明らかになった。この時ファイサル国王は、サウディアラビアがイス

ラエルの侵略と「直接関係のあるアラブ諸国」には自ら解決策を探る自由があると語り

120、特にサウディアラビアがアラブ・イスラエル間の交渉に関与しようとはしなかっ

た。しかしながら、エルサレムだけは例外であり、「万一ヨルダンとエジプトがイスラエ

ルに全エルサレムの獲得を許す協定に同意した場合、イスラエルに対する聖戦を宣言しな

ければならなく感じる」と語った121。さらに国王は、ヤリング国連調整官に対しても、

国連安保理決議 242 号がエルサレムからのイスラエルの撤退を明確に求めていない点は受

け入れられないが、それ以外の点は受け入れられると語った122。このように、ファイサ

ル国王はエジプトとヨルダンが国連安保理決議 242 号を受諾したことに抗議しない一方、

仮に両国がその後の交渉でエルサレムをイスラエルに引き渡すようなことがあった場合に

は、サウディアラビアとしても何らかの行動を取らざるを得ないと考えた。 

 

第五節 結語 

 

 本章は、第二次中東戦争と第三次中東戦争に対する対応を中心に、1950 年代から 1960

年代のアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を三つの節に分けて議論
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した。まず第二節では、第二次中東戦争時に対するサウディアラビアの対応を議論した。

この戦争時、サウディアラビアは英仏に対して石油禁輸措置を発動したが、これは「アラ

ブ共同体」の一部であるエジプトが、シオニストと結託した英仏によって侵攻を受けたた

めに発せられた措置であり、アラブ意識によって突き動かされた政策ということができ

る。また、当時サウディアラビアとエジプトがバグダード条約機構に対抗して相互防衛条

約を結んでいたことも、サウディアラビアがエジプトを支援する動機の一つとなった。し

かし、この対英仏石油禁輸措置は同国にとっての「安全保障の傘」であるアメリカの黙認

があったからこそ実現できた。アメリカは当時英仏と距離を置き、特に戦争開始当初はサ

ウディアラビアの対英仏石油禁輸措置をほとんど問題にしなかった。さらに、石油禁輸措

置によって生じた石油収入の減少を ARAMCO が補ったことも、対英米石油禁輸措置を実

施する上で重要であった。このように、第二次中東戦争時のサウディアラビアは、アラブ

の大義と良好な対米関係をうまく両立させることができた。  

 第三節では、第三次中東戦争に対するサウディアラビアの対応を議論した。この戦争が

繰り広げられていた 6 月 7 日、サウディアラビアは米英に対して石油禁輸措置を発動した

が、これは「アラブ共同体」の構成国であるエジプト、シリア、ヨルダンの領土がイスラ

エルによって占領され、米英がそれを側面支援したというエジプトの主張が、当時のアラ

ブ世界で強い説得力を持ったからであった。その結果、「安全保障の傘」の役割を果たし

ていたアメリカに対し、サウディアラビアは葛藤を感じつつも石油禁輸措置を発動せざる

をえなくなった。すなわち、第三次中東戦争の勃発した直後、サウディアラビアの政治指

導者にとっては、安全保障の要であるアメリカよりもアラブの大義の方がより重要であっ

た。 

しかし、サウディアラビアはその後すぐにこの対米英石油禁輸措置を解除する方向に

舵を切った。サウディアラビアは、対米英石油禁輸措置が自国経済に与える負の影響を強

調し、また米英がイスラエル支援をしたという主張が嘘であると確信するようになった。

こうしたことから、サウディアラビアは対米英石油禁輸措置の解除を模索したが、アラブ

産油国の間ではイラクが同措置の継続に固執した。しかし、最終的にはサウディアラビア

がエジプトとヨルダンに対する資金援助を約束することにより、自らの対米英石油禁輸措

置の解除という方針を 1967 年 8-9 月のハルツーム首脳会議で他のアラブ諸国に認めさ

せ、イラクの主張は退けられた。このように、サウディアラビアは第三次中東戦争後にア

ラブの大義のもとで実施した対米英石油禁輸措置を解除する方針に転換し、自国と安全保
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障面で重要なパートナーであるアメリカとの関係を正常なものに戻そうとした。  

 第四節では、ハルツーム・アラブ首脳会議決議の「三つのノー」の原則と国連安全保障

理事会決議 242 号に対するサウディアラビアの態度を検討した。サウディアラビアは既に

第二次中東戦争の直後からイスラエルの存在を「歴史的な事実」として認めざるをえない

と考えていたが、第三次中東戦争後のハルツーム首脳会議では、他のアラブ諸国とともに

イスラエルを国家として承認すること拒否する「三つのノー」の原則を支持した。しか

し、第三次中東戦争におけるイスラエルの圧倒的な勝利により、サウディアラビアはます

ます同国の存在を否定し続けることが現実的に困難であると考えるようになった。サウデ

ィアラビアは他のアラブ諸国とともにイスラエルが第三次中東戦争で占領したすべての土

地から撤退するよう訴えたが、同国が最も問題にしていたのはイスラエルによるイスラー

ムの聖地エルサレムの占領であった。 

サウディアラビアのこの姿勢は、国連安保理決議 242 号に対する態度からも見ること

ができる。サウディアラビアは、イスラエルが第三次中東戦争で占領した土地から撤退す

るよう勧告した同決議は、この戦争で広大な土地を奪われたエジプトやヨルダンが第一の

当事者であると考え、基本的には同決議を受け入れるか否かは両国の判断に委ねられると

いう姿勢を見せた。しかしながら、サウディアラビアはエルサレムの地位については強い

関心を見せた。国連安保理決議 242 号は、エルサレムがイスラエルの主権下に置かれるか

アラブ人の主権下に置かれるかという点が明確ではなかったが、サウディアラビアはこの

イスラームの聖地がアラブ人の主権下に置かれることが絶対に必要であるという姿勢を示

した。このサウディアラビアの姿勢は、その後同国が主導するフェズ和平提案やアラブ和

平イニシアティブといった中東和平提案に受け継がれていくこととなる。 

 

1 「アラブの冷戦」とは、1950 年代後半から 1960 年代にかけて見られたエジプトのナー

セル大統領と他のいくつかのアラブ諸国の指導者との対立のことであり、この概念はカー

（Kerr）の著書によって広まった。とりわけ、ナーセル大統領とサウディアラビアのファ

イサル国王の 1960 年代中頃の対立は、「アラブの冷戦」を構成する主要な対立軸の一つと

なった。Kerr, The Arab Cold War, pp. 97-100, 107-114. 
2 「スエズ危機」、「スエズ戦争」、またアラブ諸国では「三国侵略」（Al-‘Udwān al-

Thulāthī）と呼ばれる。Ṭal‘at Aḥmad Muslim, ‘Udwān al-Thulāthī ‘alā Miṣr fī al-‘Ām 1956 

(Beirut : Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-‘Arabīya, 2011)（『1956 年のエジプトへの三国侵略』）. 
3 例えば、第二次中東戦争について書いたターナー（B. Turner）は、スエズ運河封鎖とそ

れが引き起こした経済的混乱について詳しく描く一方、サウディアラビアの石油禁輸に関

しては一切言及しなかった。Barry Turner, Suez 1956: The Inside Story of the First Oil War 

(London: Hodder & Stoughton, 2006). 
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58 “Muqarrarāt al-Mu’tamar al-Islāmī,” 24 April 1965, in Al-Wathā’iq al-Filasṭīnīya al-‘Arabīya 

li-‘Ām 1965, pp. 168-171. 
59 Jamāl ‘Abdul Nāṣir, Majmū‘a Khuṭab wa Taṣrīḥāt wa Bayānāt al-Ra’īs Jamāl ‘Abd al-Nāṣir 
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（「アラブ首脳会議で出された公開勧告・決議の本文」）. 
108 “301. Telegram From the Embassy in Saudi Arabia to the Department of State,” 7 September 

1967, in Department of State, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XXI, Near 

East Region; Arabian Peninsula (Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 

2000). 
109 “447. Letter From President Johnson to King Faisal,” 25 September 1967, in Department of 

State, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XIX, Arab-Israeli Crisis and War, 

1967 (Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 2004), pp. 846-848. 
110 “465. Memorandum From the President’s Special Assistant (Rostow) to President Johnson,” 

10 October 1967, in Department of State, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. 

XIX, pp. 886-887. 
111 “Joint Draft Resolution Submitted by India, Mali and Nigeria,” 7 November 1967; “Draft 

Resolution Submitted by the United States of America,” 7 November 1967, in Jabber (ed.), 

International Documents on Palestine 1967, pp. 266-267. 
112 Bailey, The Making of Resolution 242, pp. 143-161. 
113 “UN Security Council: Resolution 242,” 22 November 1967, in Laqueur and Rubin (eds.), The 

Israel-Arab Reader, p. 116; United Nations Security Council, “Resolution 242 (1967) of 22 

November 1967,” UNISPAL, 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136 (accessed on 10 July 

2015). 
114 David McDowall, “Clarity or Ambiguity? The Withdrawal Clause of UN Security Council 

Resolution 242,” International Affairs, Vol. 90. No.6 (2014). 
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in Naṣr Allāh (ed.), Al-Wathā’iq al-Filasṭīnīya al-‘Arabīya li-‘Ām 1967, pp. 943-944（「イギリス

の決議に反対するパレスチナ解放機構の声明」）.  

117 イスラエルとの和平の拒否という原則を定めたハルツーム首脳会議の決議と「交戦状

態の終結」を求めた国連安保理決議 242 号は矛盾するという考え方もあった。そこで、エ

ジプトは、国連安保理決議が必ずしもイスラエルとの和平協定の締結までを求めていない

ことから、同決議がハルツーム首脳会議の決議と矛盾しないと解釈し、同決議を受諾する

ことにした。Yoram Meital, Egypt’s Struggle for Peace: Continuity and Change, 1967-1977 

(Gainesville, FL: University Press of Florida, 1997), p. 51.  
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第三章 サウディアラビアとアラブの石油戦略 

 

第一節 問題の所在  

 

 1970 年代前半は、米ソ冷戦の文脈ではデタント（緊張緩和）の時期にあたる。1971 年

の米中接近などを契機に米ソ接近の気運が高まり、1972 年 5 月にニクソン（R. Nixon）大

統領がアメリカの大統領として初めてモスクワを訪れた。1973 年 6 月にはブレジネフ

（L. Brezhnev）書記長が返礼として訪米し、1974 年 6 月にはニクソン大統領が再度ソ連

を訪問することでデタントは最高潮を迎えた。アラブ域内政治に関しては、1970 年 9 月

にサダトがエジプト大統領に就任した後にイエメン内戦が完全に終焉したことで、サウデ

ィアラビアとエジプトの関係が改善した。脱植民地化の文脈ではイギリスが 1971 年 12 月

にペルシャ湾岸地域から撤退したが、その「力の真空」を埋めるためにアメリカは地域大

国であるイランとサウディアラビアに武器を供与し、この地域における西側の利益を守ろ

うとした。特に、アメリカからの武器輸入を急増させたイランは、オマーン南部の共産主

義勢力を抑える役割を果たしたことなどからアメリカの信頼を得た。また、サウディアラ

ビアは 1970 年代前半を通じて原油生産量を増加させ、また同じ時期に原油価格も急上昇

したことから、サウディアラビアのアラブ諸国における経済的地位が急速に高まった。 

 1970 年代前半は、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を見る上

でも重要な時期であった。第三次中東戦争の結果に不満を持つエジプト国民の声に応えな

ければならなかったサダト大統領は、米ソが現状では第三次中東戦争で占領した土地から

イスラエルを撤退させることができないと確信し、イスラエルとの限定的な戦争を決意し

た。そして、シリアとともに 1973 年 10 月 6 日にイスラエルに奇襲攻撃をしかけ、第四次

中東戦争1を開始した。エジプトから事前に戦争の意思を伝えられていたサウディアラビ

アや他のアラブ産油国は、10 月 16 日にクウェートで石油相会議を開催し、イスラエルが

占領地から撤退するまで原油生産量を削減することを決定した。そして、ニクソン大統領

が 10 月 20 日にイスラエルへの 22 億ドルの支援を議会に求めると、サウディアラビアな

どのアラブ産油国は一斉にアメリカに対して石油禁輸措置を発動した。アラブ産油国の原

油生産削減措置に悩まされていた欧州共同体（European Communities: EC2）諸国や日本

は、11 月に相次いで親アラブ的な声明を発表し、これらの国々の大半は 12 月までに同措

置の対象から外れることとなった。他方、対米石油禁輸措置については、アメリカがエジ
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プト・イスラエル間の兵力引き離しを成立させたことなどを受けて、1974 年 3 月に解除

された。 

 この 1973 年 10 月から開始された原油生産削減措置と石油禁輸措置という二つの柱から

なるアラブの石油戦略に関して、先行研究はサウディアラビアが主導したと主張してき

た。例えば、レンツォウスキーは、①サウディアラビアが当時アラブ世界の約 40％の石

油を生産していたこと、②イスラーム世界の中心にいたこと、③アラブ世界の保守陣営で

指導的な立場にあったこと、④サダト大統領のエジプトと緊密な関係にあったこと、⑤サ

ウディアラビアが当時の「アラブ世論」に敏感であったことからなどから、「サウディア

ラビアがアラブ・グループの中で鍵となる位置を占めた」と主張した3。ニブロクも、第

三次中東戦争後のサウディアラビアとエジプトの「緊密な協調関係」に注目し、第四次中

東戦争前に両国の首脳が戦争中の戦略について合意に至ったことが、サウディアラビアが

「石油ボイコットを画策」したことにつながったと主張した4。イタイムは、サウディア

ラビアが 1973 年 4 月にアメリカに対し「もしワシントン（アメリカ）がその親イスラエ

ル的な立場を変えないのであれば、サウディアラビアは石油生産量を大きく増産させな

い」と警告したことが、「石油を政治的圧力の手段として活用しようとする最初の真剣な

イニシアティブ」であったと評価した5。その他にも、サウディアラビアがアラブの石油

戦略を主導したと主張する先行研究は多く存在する6。 

 このように、先行研究ではアラブの石油戦略形成におけるサウディアラビアの主導性に

注目が集まったが、他のアラブ諸国の果たした役割については十分に考察されてこなかっ

た。確かに、レンツォウスキーが主張したように、サウディアラビアは第四次中東戦争勃

発前の 1973 年 9 月の時点でアラブ世界の約 43％の石油を生産していた大産油国であり、

この国が石油戦略に参加しない限りその効果は著しく小さいものになった。しかしなが

ら、残りの 57％の石油を他のアラブ諸国が生産していたのも事実である7。特に、アラブ

世界の約 18％の石油を生産し、アラブ世界第二位の原油生産国であったクウェートは、

第四次中東戦争中の 1973 年 10 月 17 日にアラブ石油相会議を主宰してアラブの石油戦略

を形成する場を提供しただけでなく、サウディアラビアが石油を武器として使うと表明す

る前から繰り返し石油を武器として用いる意志を公に表明していた。こうした事実にも関

わらず、先行研究はクウェートがアラブの石油政策の形成過程でどのような役割を演じた

かという点についてほとんど考察してこなかった。そこで、本章ではクウェートがアラブ

の石油戦略の形成においてどのような役回りを演じたのかという点にも注目しながら、
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1970 年代前半のアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策を検討した

い。 

 さらに本章では他の章と同様に、安全保障、経済的利益、アラブ意識、イスラームとい

う四つの観点から、アラブの石油戦略を形作ったサウディアラビアの対外政策の背景を分

析したい。レンツォウスキーは、イスラエルに対して「確固たる共同行動」を取るべきだ

とする「アラブ世界の潮流や圧力」があったこと、そしてファイサル国王が個人的な宗教

的信条からイスラエルによるエルサレム支配に強く反対していたことが、サウディアラビ

アの主導した石油戦略の背景にあったと分析した8。また、ソウェイエグもアラブの石油

戦略は「イスラエルの拡張主義と（アラブ世界への）侵略に対する防衛的な手段」であっ

たと主張した9。これらの見方は、アラブ民族としての一体感やイスラームの規範が、ア

ラブの石油戦略の原動力となったという見方であるが、本研究ではこの点に加え、サウデ

ィアラビアを取り巻く当時の安全保障・経済環境についても議論したい。特に、サウディ

アラビアの安全保障環境が、その最大の守護者たるアメリカに対して石油禁輸措置を発動

した後も良好に保たれたのかという点、そしてサウディアラビアの財政状況が当時どのよ

うな状況にあったのかという点についても議論し、アイデンティティの観点からのみ説明

される傾向にあったアラブの石油戦略の背景を、安全保障と経済の面からも理解したい。 

以下では、1970 年代前半のアラブの石油戦略の形成と終息の過程を、四つの節に分け

て検討する。第二節は、第四次中東戦争が勃発する前のサウディアラビアとクウェートの

アラブ・イスラエル紛争に関する政策を検討し、それが第四次中東戦争時におけるアラブ

の石油戦略にどうつながっていったか検討する。第三節は、第四次中東戦争勃発後、アラ

ブの前線諸国を支援するため、アラブ諸国が原油生産削減措置と対米石油禁輸措置を発動

した過程を検討する。第四節は、EC 諸国や日本が親アラブ的な声明を出したことを受け

てアラブ諸国が原油生産削減措置を軟化させ、さらにアメリカがエジプト・イスラエル間

の兵力引き離しを実現したことで、対米石油禁輸措置が解除された過程を検討する。第五

節の結語では、サウディアラビアとクウェートがそれぞれアラブの石油戦略の形成と終息

の過程でどのような役割を果たし、両国がどのように影響し合ったのかという点をまとめ

るとともに、サウディアラビアの政策の背景を安全保障、経済的利益、アラブ意識、イス

ラームという観点から分析したい。 
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第二節 第四次中東戦争への道 

 

（1）サウディアラビア外交 

 

 第三次中東戦争から第四次中東戦争までのサウディアラビアのアラブ・イスラエル紛争

に関する政策は、パレスチナ人勢力、イスラーム会議機構、エジプト、アメリカとの関係

を軸に展開された。まず、サウディアラビアは当時アラブ世界で名声を著しく高めたパレ

スチナ人勢力であるファタハ（パレスチナ解放運動、Ḥaraka al-Taḥrīr al-Waṭanī al-

Filasṭīnī: Fatḥ）を積極的に支援した。アラファートが率いる同組織は、1968 年 2 月にヨ

ルダンの都市カラーマに越境攻撃してきたイスラエル軍に対し善戦し、それが第三次中東

戦争の大敗によって自尊心を大きく傷つけられたアラブ諸国民の心を捉えた。サウディア

ラビアはこの台頭するファタハの支援者というイメージを作り出すため、同年春に初めて

レバノン、シリア、ヨルダンなどにあるファタハの訓練キャンプへの資金援助を決定した

10。サウディアラビアにとってファタハを支援することは、マルクス・レーニン主義を掲

げてイデオロギー面でサウディアラビアと敵対したパレスチナ解放人民戦線（Popular 

Front for the Liberation of Palestine: PFLP）を牽制する上でも有効であった11。1969 年 2 月

にアラファートがシュカイリーに代わって PLO の議長になると、サウディアラビアは

PLO に対する資金援助を強化した12。 

 しかし、サウディアラビアはファタハがアメリカ主導の中東和平政策に異を唱えること

は許さなかった。1970 年 6 月にロジャーズ（W. Rogers）米国務長官は、エジプト・イス

ラエル間の停戦を提案したが13、ファタハはこの提案がパレスチナ人の政治的権利に言及

していない国連安保理決議 242 号を基礎にしていたことを理由に、これに反対した。サウ

ディアラビア駐在のファタハの代表は、ファイサル国王にこの提案を拒否するよう要請し

たが、国王は「イスラエルとの戦争で決定的な役割を果たしたアラブ諸国がパレスチナに

関する事項を決定する権利がある」と主張してこの要請を断った14。このように、サウデ

ィアラビアはファタハに資金援助する一方、同組織が国連安保理決議 242 号を基礎にした

アメリカによるエジプト・イスラエル間の停戦案に異を唱えることは許さなかった。 

 1969 年 8 月にエルサレムで放火事件が発生すると、サウディアラビアはイスラームを

軸にした外交を活発化させた。この事件は、オーストラリア人青年が東エルサレムのイス

ラームの聖域であるアル＝アクサー・モスクを放火した事件であり、第三次中東戦争以来
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東エルサレムを支配しているイスラエルに対するイスラーム諸国の不満が一気に高まっ

た。ファイサル国王はこの事件を受け、「世界のムスリムの指導者と人民に対し、エルサ

レムのイスラーム聖地を解放するために、…武装し立ち向かいよう訴える」という強いメ

ッセージを発した15。こうしたイスラーム諸国団結の声の高まりから、同年 9 月にはモロ

ッコのラバトで初めてイスラーム諸国首脳会議が開催され、次の第 1 項から第 4 項を含む

決議を採択した。 

 

1．イスラエル軍がアラブの領土から撤退するよう呼びかける。  

2．奪われた権利を回復するためのパレスチナ人祖国解放闘争を全面的に支持する。 

3．アル＝アクサー・モスクに対する犯罪行為を非難する。  

4．エルサレムをアラブ人の支配下に取り戻す16。 

 

このように、会議はイスラエルによるエルサレム支配を非難し、パレスチナ人の祖国

回復運動を支持した。この会議とその後の外相会議によってサウディアラビアのジッダに

イスラーム会議機構の設立が決まり、同機構の憲章にもパレスチナ人の支援とエルサレム

の解放が謳われた。このように、サウディアラビアは、アラブ・イスラエル紛争をイスラ

ーム世界全体の問題として国際社会に意識させる上で重要な役割を果たした17。 

このようなファイサル国王のイスラエルに対する強硬姿勢は、彼自身の反共主義と密

接に結びついていた。すなわち、国王はイスラームの観点から「シオニスト」に反発する

一方、無神論を説く共産主義者にも強く反発し、しかも両者が背後で結託していると信じ

て疑わなかった。例えば、この点は 1971 年 5 月の訪日時に佐藤栄作首相と交わした会話

の中でも如実に表れている。その会話の抜粋は次の通りである。 

 

自分（ファイサル国王）は共産主義国家とは友好関係は絶対樹立できないと信じてい

る。…シオニズムは共産主義を利用して世界を破壊せんとしている。…日本の友人と

してアドバイスするが、イスラエルとの関係を深めることは決して日本の利益になら

ない。…エルサレムはキリスト教徒および回教徒（ムスリム）にのみゆかりのある場

所で、ユダヤ人には何の関係もない18。 

 

 このように、ファイサル国王はシオニズムと共産主義に対する敵意を表明するととも
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に、日本に対してイスラエルとの関係を深めないよう釘を刺した。  

 サウディアラビアはまた、反共主義の立場からソ連・エジプト関係に楔を打ち込もうと

した。1967 年 9 月のハルツーム首脳会議の場で、ファイサル国王は副大統領であったサ

ダトに対し、エジプトがソ連の影響下から離れるよう説得した19。1970 年 9 月にサダト新

大統領が就任すると、ファイサル国王は彼に対し「モスクワと袂を分かち、アメリカに向

きを変えよ。引き下がらせるに足る圧力をテルアビブに行使できるのは、ただ彼らだけで

ある」と伝え、エジプトがソ連の影響下から完全に離れるよう再び説得した20。さらに、

ファイサル国王はスルターン国防相をエジプトに派遣しソ連の軍事顧問団をエジプトから

追放するよう働きかけた。他方、サダト大統領自身もソ連の影響下からエジプトが自立す

る必要があると考えていた。サダト大統領は、イスラエルからシナイ半島を取り返すため

には、イスラエルとの限定的な戦争を遂行するしかないと考えていたが、それを遂行する

際にエジプト国内にいる約 1 万 9000 人のソ連の軍事顧問団が足かせになると考えた21。

こうしたことから、サダト大統領は 1971 年 5 月にソ連と近いサブリー（‘A. Ṣabrī）副大

統領を解任し、1972 年 7 月にはソ連の軍事顧問団にエジプトから追放した。このよう

に、サウディアラビアは反共主義の立場からエジプトがソ連から自立する動きを支援し、

エジプトも自身の都合からソ連からの自立を志向した。 

 他方、今度はエジプトがサウディアラビアに次のアラブ・イスラエル戦争において石油

を武器として用いるよう要請した。サダト大統領は、戦時体制の長期化による国内の鬱積

した停滞的雰囲気を一掃し、またアメリカによる更なる和平イニシアティブを引き出すた

め、イスラエルとの限定的な戦争が必要であると考えていた22。そして、戦争の効果を高

めるため、サウディアラビアにアメリカなどに対する石油供給量を政治目的で操作するよ

う求めた。1972 年夏にファイサル国王は、「そう考えるのは危険である」と述べてその要

請を断ったが23、次の戦争で石油を武器として用いるべきであるという主張は、アラブ世

界で次第に大きな力も持つようになった。米国務省の石油専門家であるエイキンズ（J. 

Akins）は、1972 年にアラブ諸国の政治指導者が石油を「敵」（特にアメリカ）に対する

武器として用いるよう 15 回以上主張したと指摘した24。また、次項で述べるように、

1973 年に入ると当時アラブ世界第二位の原油生産国であったクウェートの議会や政治指

導者が、石油を武器として用いるべきであると主張するようになった。こうしたことから

ファイサル国王は態度を変化させ、1973 年 4 月にヤマーニー石油相をアメリカに派遣

し、アメリカが親イスラエル政策を変更しなければ、サウディアラビアは原油生産量を増
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加させないと伝えた。これはサウディアラビアが第三次中東戦争以降で初めて石油を政治

目的で利用する意思を示した瞬間であった25。 

 しかし、サウディアラビアにとって安全保障上の要であるアメリカに対して石油を武器

として用いるという政策は、苦肉の策であった。ファイサル国王は 1973 年 5 月 3 日、

ARAMCO のジャンガーズ（F. Jungers）会長らに対して自らの置かれた苦しい立場を打ち

明けた。ARAMCO 側のメモには次のように書かれている。  

 

彼（ファイサル国王）は、アメリカの固き盟友としての自分が中東でいかに苦境に立

たされているか、そして今日の中東で起こっていることの方向性を変えるためにアメ

リカ政府が何か手を打つ義務があることを長々と説明した。彼はアメリカの今日の事

情も理解するが、にもかかわらずもはや一人ではこれ以上持ちこたえられないことを

強調した。…彼は、サウディアラビアを除いてアメリカの（石油）利権は今日危険な

状態にあると指摘した。そして、アメリカと深い友好関係にあるサウディアラビア

も、激しい反米的な意見の波を阻止することがますます困難になってきていると彼は

強調した。…彼は、アメリカがイスラエルの政策と行動に不同意の態度を示すだけで

も、現在の反米感情を克服するのに大いに効果があると語った26。 

 

 このように、ファイサル国王は親イスラエル政策を取るアメリカと友好関係を維持する

か、それともアラブ世界で渦巻く反米感情に迎合するか、葛藤している様を吐露した。

1973 年 5 月 23 日にジャンガーズ会長らは再び、ジュネーブでエジプト訪問後のファイサ

ル国王と会談する機会を得た。ARAMCO 側のメモによれば、国王はカイロでサダト大統

領に「より大きな政治的支援」すなわち対米圧力を強めるよう求められていたとある。さ

らに、メモは国王の様子を次のように描写した。 

 

（ファイサル国王）閣下は、アメリカの中東における利権と、サウディアラビアのア

ラブ世界における立場を守れる時間は刻一刻となくなってきていると述べた。アメリ

カがサウディアラビア（の対イスラエル政策を変更すべきであるという進言）を積極

的に支持しないために、サウディアラビアはアラブの同胞の間で孤立する危険にさら

されているが、閣下はこれを阻止するつもりである。国王は、「あなたがたはすべて

を失うだろう」と語った27。 
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 このように、この段階でファイサル国王はサウディアラビアがアラブ世界で孤立するの

を防ぐため、アメリカの石油利権に対して何らかの害を加えざるをえない状況にあること

を暗示した。サウディアラビアがこのようにアメリカに脅しとも取れる強い態度を示した

のは、アラブ世界で石油を武器として用いるべきであるという圧力が高まり、サダト大統

領が繰り返しサウディアラビアに対して石油を政治利用するよう圧力をかけたためであっ

た。次項では、その石油武器の使用をサウディアラビアよりも早い段階から訴えたアラブ

世界第二位の産油国であるクウェートの動きを検討する。 

 

（2）クウェート外交 

 

 サウディアラビアがイスラーム会議機構、エジプト、アメリカとの関係に重きを置いて

外交を展開したのに対し、クウェートはアラブ世界の反米感情とアラブの大義を前面に出

した石油外交を展開した。第三次中東戦争終結から間もない 1968 年 1 月、クウェートは

サウディアラビアとリビアとともに OAPEC を設立した。それまでもアラブ連盟の傘下に

アラブ石油会議というエジプト中心の会議があったが、ハルツーム首脳会議の決議によっ

てエジプトに対する援助供与国となったクウェート、サウディアラビア、リビアの三つの

アラブ大産油国は、エジプトなど産油量の少ないアラブ諸国の影響力を排除し、自らが主

導権を握れるアラブ産油国の国際組織を求めた28。また、産油国の国際組織としては既に

OPEC があったが、この組織は第三次中東戦争時にイスラエルに対する対応で一枚岩にな

れなかったため、アラブ産油国に限定した国際組織が必要と考えられた。このように、

OAPEC はクウェート、サウディアラビア、リビアの 3 カ国が中心となってアラブの石油

政策を主導する目的で設立された。 

 クウェートはアラブ世界の反米感情を代弁し、アメリカによるイスラエル支援に強く反

対した。アメリカは 1969 年から 1970 年にかけてイスラエルにファントム戦闘爆撃機を引

き渡したが、これに対してクウェートのサバーフ（Sabāḥ A.）外相は 1970 年 6 月 10 日に

懸念を表明した29。ジャービル皇太子も 6 月 24 日、「我々は、いまだにイスラエルを支持

し、そのアラブの領土に対する侵略と占領の継続を奨励する国々の利益に対して一致した

アラブの態度を採ることが極めて重要になった」と述べ、名指しこそ避けたがイスラエル

に武器を供与したアメリカを批判した30。 
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また、クウェートは 1970 年 9 月にヨルダン軍が国内のファタハの勢力を壊滅させた

「黒い 9 月」事件を強く非難した。PLO のクウェート支部はヨルダンへの資金援助を止

めさせるためのストライキの実施を呼びかけた31。クウェートのサバーフ（Ṣabāḥ S.）首

長は 12 月に、「パレスチナ人部隊の行動は、イスラエルという敵に対するアラブの闘争の

前衛として我々の最大限の支援を受けるだろう。…（ヨルダンにおける）紛争が継続して

いることを鑑み、（クウェート政府はヨルダンへの）財政支援を一時停止せねばならな

い」と発言し、ハルツーム首脳会議で約束したヨルダンへの資金援助を打ち切った 32。こ

れはヨルダン政府の立場を支持して資金援助を止めなかったサウディアラビアとは対照的

な動きであった33。ただし、ヨルダン政府とパレスチナ人勢力が和解するとクウェートは

ヨルダンへの資金援助を再開した。 

 このように、クウェートはパレスチナ人を助けるというアラブの大義を前面に出した外

交を展開したが、その背景にはサウディアラビアとは異なる同国の国内事情があった。ク

ウェートでは 1970 年の時点で、全人口 73 万人のうち半数以上の 38 万人が外国人で占め

られ、その多くはパレスチナ人、エジプト人、シリア人などアラブ世界からの移民であっ

た。特に 14 万人を占めていたパレスチナ人はクウェート最大のマイノリティー集団であ

り34、この数は当時サウディアラビアにいたパレスチナ人の数（3.1 万人）よりもはるか

に多かった35。パレスチナ人は、官僚、新聞記者、学校教員、石油産業の労働者などとし

て働き、世論の形成にも影響力を持った36。また、クウェートは当時湾岸諸国の中で実質

的な権限を持つ議会を有する唯一の国であり、この国民議会と呼ばれる議会がアラブ意識

に傾倒していた国民の意見を表明する場としても機能していた37。さらに、クウェートは

サウディアラビアと異なって報道の自由が比較的確保されていたため38、政府が当時のア

ラブ世界で強まっていた反イスラエル感情に逆らって政策を推し進めるのは難しかった。

このような国内の状況から、クウェートはアラブの大義を前面に出した外交を展開するこ

ととなった。 

 また、クウェートの対外関係もサウディアラビアとは異なっていた。クウェートは同じ

君主制のサウディアラビアだけではなく、アラブ産油国の中でも急進派と呼ばれるイラ

ク、リビア、アルジェリアなどとも良好な関係を築いていた。クウェートは、1968 年の

OAPEC 結成時には、同じ保守的な君主制国家のサウディアラビアとリビアとともに、急

進派であるイラクの加盟を拒んだが、1969 年にはリビアでクーデターによって急進派の

カダフィー（M. al-Qadhdhāfī）政権が誕生し、1970 年に急進派であるアルジェリアが



第三章 サウディアラビアとアラブの石油戦略 

123 

 

OAPEC に加入すると、クウェートは次第に OAPEC 内で勢いを増す急進派諸国との協調

を重視するようになった。1971 年にクウェートは、リビア、アルジェリアとともに急進

派の中核たるイラクの OAPEC 加盟を支持し、同国は翌年 OAPEC 加盟を果たした39。ク

ウェートと急進派諸国との協調関係は続き、イスラエルの建国 25 周年目にあたる 1973 年

5 月 15 日には、イラク、アルジェリア、リビアと共同して 1 時間の原油生産を停止する

という象徴的な措置を実施した40。さらに、クウェートは 1963 年以来ソ連と外交関係を

有し、1973 年 7 月には国民議会議長がソ連を訪問している。このように、クウェートは

サウディアラビアと異なり、アラブ急進派諸国や社会主義国とも協調関係にあった。  

 クウェートは 1972 年 7 月以降にエジプトが新たな戦争への意欲を示すと一早く石油を

用いてこれを支援する姿勢を示した。1972 年 7 月に、エジプトのサダト大統領はイスラ

エルのメイア首相による和平交渉を拒否し41、同国と戦う姿勢を見せたが、これを受けて

クウェート外務省の次官は次の戦争において同国が石油を武器として用いてエジプトを支

援すると発表した42。さらに、サダト大統領が 10 月 15 日に「我々は 1 インチのアラブの

領土も諦めず、またパレスチナ人の権利を交渉材料にしない…イスラエルを支援するアメ

リカにその代償を払わせる」という声明を発表し43、暗にアメリカと深い関係にあるアラ

ブ産油国に、石油を用いてアメリカの親イスラエル政策の変更を迫るよう呼びかけた。こ

れを受けて、サバーフ首長は 10 月 24 日に次の踏み込んだ声明を発した。 

 

クウェートは常にこの（第三次中東戦争後の）状態の危険性に注意を向けてきた。ま

た、占領下にある領土を開放し、パレスチナ人の権利の完全な回復のために、明確に

手段と義務を規定された統一された計画の枠組みにおいて、アラブのエネルギーを動

員する必要性にも注意を向けてきた44。 

 

 このように、サバーフ首長は石油の政治的利用を想起させる「アラブのエネルギー」と

いう表現をこの時初めて用いた。これに対し、アティーキー石油相は「石油を政治的冒険

のために持ち込むのを避けるべきである」と主張し、石油の政治利用に慎重な姿勢を見せ

たが、この姿勢はクウェートの一部のメディアから批判された45。そして、12 月にサダト

大統領はエジプト人民議会において戦争が間もなく訪れるだろうと宣言すると46、戦争に

おいて石油を武器として用いるという機運がクウェートでいっそう高まった。クウェート

国民議会は 1973 年 1 月、石油を武器として使用すべきであるという次の決議を採択し
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た。 

 

侵略勢力であるイスラエル・シオニストとアラブの支柱であるエジプトとの間で大き

な戦闘が予想されるため、その戦争が始まるや否や、政府が直ちに西側の石油関係国

との関係を停止し、我々のすべての石油資源を戦闘に持ち込むよう議会は勧告する

47。 

 

この国民議会の決議以降、クウェートの政治指導者も石油を武器として用いると明確

に公言するようになった。1973 年 2 月にはジャービル皇太子が「我々は、石油を含めた

すべての資源をアラブの大義のために使い、石油生産を停止し、戦時において姉妹国であ

るアラブ諸国との団結のために、必要なあらゆる手段を取る用意がある」と表明した48。

そして 3 月に、サバーフ首長が記者会見で「その時（イスラエルとエジプトが次に戦火を

交える時）が来たならば、石油をイスラエルに対する武器として使う。これはわが国の断

固たる方針である」と表明した49。このように、クウェートはサウディアラビアのヤマー

ニー石油相が初めて石油の政治利用を示唆した 1973 年 4 月よりも前に、石油を来たる戦

争に際して武器として用いるという姿勢を何度も公にした。 

 

（3）国際石油市場の構造変化 

 

国際石油市場では、1970 年代に入ると需要が供給に追いつき、1950 年代から続いた石

油供給過剰時代が終焉を迎えた。経済成長に伴って先進工業国の石油消費量は急増し、

1967 年に日量 3,553 万バレルであった世界の石油消費量は、6 年後の 1973 年には 1.5 倍

の 5,556 万バレルに増加した50。この需要の伸びに応えるため、世界最大の産油国である

アメリカは、原油生産規制を解除して原油生産量を増加させようとしたが、1970 年の日

量 1,129 万バレル頂点に頭打ちとなった。こうして、アメリカが持つ石油の余剰生産能力

は 1973 年までになくなり51、アメリカは緊急時に石油を増産できなくなった。さらに、

1973 年にはガソリン・燃料油不足が騒がれるようになり、国民の不安を高めた。 

そのアメリカに代わって台頭した原油生産国グループが OAPEC であった。1968 年にサ

ウディアラビア、クウェート、リビアを原加盟国にして発足した OAPEC は、1970 年にア

ルジェリア、アブダビ、ドバイ52、カタル、バハレーン、1972 年にイラク、シリア、そし
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て 1973 年初頭にエジプトが加盟国に加わった。中でも、サウディアラビアは国際的な石

油不足を解消できる唯一の産油国として国際石油会社から期待され、原油生産量を 1967

年の日量 282 万バレルから 1973 年の 769 万バレルへと 2.7 倍に急増させた。こうして、

世界の原油生産量に占めるアメリカのシェアがに低下する中、サウディアラビアを中心と

した OAPEC 諸国の割合が上昇し、世界はアラブ諸国の石油への依存を深め、サウディア

ラビアの国際石油市場における影響力が高まった（表 3）。 

 

表 3．原油生産量の世界シェアの変化（1967-1973 年） 

 

 

こうした国際石油市場における需給バランスの変化を背景に、OPEC 諸国は国際石油会

社に対して価格攻勢を仕掛けてきた。1971 年 2-4 月に OPEC 諸国と国際石油会社が締結

したテヘラン協定とトリポリ協定によって、原油価格が上昇した。例えば、ペルシャ湾岸

地域の代表的油種であるサウディアラビアのアラビアン・ライトの価格は、1971 年 2 月

の 1.8 ドル／バレルから、同年 6 月の 2.28 ドル／バレルまで上昇した。しかし、1971 年

8 月のニクソン・ショック以降の米ドルの減価により、石油収入をドル立てで受け取って

いた産油国は更なる値上げを求めるようになる。1973 年以降は石油情勢の更なる緊迫化

が加わり、1 月に 2.59 ドル、6 月に 2.89 ドル、10 月 1 日に 3.01 ドルと上昇した。一方、

米ドルよりもさらに価値が低迷していた英ポンドを石油取引の決済通貨としていたクウェ

ートは、1972 年に英ポンドの弱さが続く限り、原油生産量を増加させるメリットがない

と主張した53。こうして、国際石油市場の逼迫化により原油価格は大きく上昇した。 

クウェートには、決済通貨の減価以外にも、原油生産量を削減するもう一つ特別な事

情があった。1971 年末から翌年初頭にかけて実施されたクウェートの原油埋蔵量に関す

る調査では、同国にはそれまで推定されていた 880 億バレルよりはるかに少ない 350 億バ

1967年 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年

アメリカ 27.5 26.2 24.8 23.5 21.9 20.8 18.7

OAPEC諸国（注） 27.0 29.8 30.4 30.6 30.6 30.9 32.0

ソ連 15.5 15.3 15.1 14.8 15.0 15.0 14.8

ベネズエラ 9.6 9.0 8.3 7.8 7.1 6.2 5.9

イラン 7.0 7.0 7.7 8.0 9.0 9.4 10.1

その他 13.3 12.7 13.7 15.2 16.4 17.6 18.4

（注）サウディアラビア、クウェート、リビア、イラク、アルジェリア、アラブ首長国連邦、カ
タル、オマーン、エジプト、シリア。
（出所）British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy 2015: Data 

Workbook , http://www.bp.com/statisticalreview を元に筆者作成。
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レルの原油しか埋蔵されていないという結果が出た。この結果を受け、クウェートの一部

の国民議会議員は、このままの水準で石油を生産し続ければ、石油は次の世代で生産し尽

くしてしまうと政府を非難した54。そのため、アティーキー石油相は 1972 年 2 月にクウ

ェートの原油生産を日量 300 万バレル以下の水準にすることを決定したが、国民議会議員

の中には日量 200 万バレルまで原油生産量を削減すべきであると主張する者もいた55。こ

のような事情から、クウェート政府は第四次中東戦争の勃発前から既に原油生産量を削減

する方針に転じていた。 

 国際石油市場における需給バランスの逼迫化はまた、国際石油会社の現地操業子会社に

対するアラブ産油国の国有化または資本参加の動きを誘発した。1970 年 3 月に開催され

た第 7 回アラブ石油会議では、資源ナショナリストであるサウディアラビアのタリーキー

元石油相が、国際石油会社の現地操業子会社を国有化すべきであると主張した。そして、

1972 年 12 月にイラクは国内で操業していた国際石油会社の現地操業子会社を国有化した

56。他方、サウディアラビアやクウェートは急進的な国有化という手法ではなく、国際石

油会社の現地操業子会社への資本参加という漸進的な方式を選んだ。1972 年 12 月にサウ

ディアラビアは 1973 年から 1982 年にかけ、段階的にサウディアラビア政府の資本参加率

を 25％から 51％に引き上げることを ARAMCO との間で合意した。クウェートは 1973 年

1 月にクウェート政府の資本参加率を 25％にすることをクウェートで操業する米英の国際

石油会社と合意した57。このように、国際石油市場が逼迫化したことで、アラブ産油国は

国際石油会社の現地操業子会社の経営にも徐々に影響力を拡大し始めた。 

 

第三節 第四次中東戦争とアラブの石油戦略 

 

（1）第四次中東戦争の勃発と原油生産削減措置の発動 

 

サダト大統領は 1973 年 8 月にサウディアラビアを訪問し、開戦が近いことを告げ、そ

れに応えてファイサル国王は戦時における石油の武器としての使用を約束した。その場で

国王は、「我々は石油を、せいぜい 2、3 日続くだけの戦争で、武器として使いたくない。

やるなら、世界の世論を動かすくらい長続きする戦争をやってもらいたい」と注文を付

け、たった 6 日間で終了した前回の第三次中東戦争の失敗を繰り返さないよう要請した

58。国連安保理ではイスラエルが占領地における入植地建設の中止を求める決議案が審議
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にかけられたが、アメリカは拒否権を行使してこれを廃案にし、既に悪かったアラブ諸国

の対米感情をさらに悪化させた。ファイサル国王は 9 月以降、欧米のメディアに対して

「石油武器」の使用も辞さないというメッセージを公然と発するようになった。  

サバーフ首長も 1973 年 9 月 3 日にサダト大統領と会い、ファイサル国王と同様に戦時

における石油の武器としての使用とエジプト政府への財政支援を約束した59。サアド

（Sa‘d ‘A.）国防相も、クウェートはエジプト支援のために石油武器を使う最初のグルー

プの一員になるだろうと発言した60。9 月 5 日から 10 日にかけてはアルジェリアで非同盟

諸国首脳会議が開催され、イスラエルが 1967 年に占領した領土から撤退することを求め

る勧告が採択された61。このように、戦争を前にしてアラブ諸国間・非同盟諸国間の関係

が強化された。 

1973 年 10 月 6 日、エジプト軍とシリア軍がそれぞれシナイ半島とゴラン高原に進軍

し、第四次中東戦争が勃発した。クウェートのアティーキー石油相はすぐに OAPEC 諸国

の石油相に連絡を取り、各国に対して石油相会合の開催を呼びかけた62。クウェートのジ

ャービル皇太子は緊急閣議を開催し、「現在の（戦争の）推移を踏まえた石油の役割」を

協議するための OAPEC 緊急会合の開催を呼びかけること、そしてアティーキー石油相に

その会合の場所と日時を決める権限を付与することを決定した63。これを受け、ウィーン

で国際石油会社との会合に参加していたアティーキー石油相は、その場にいた他の

OAPEC の石油相に働きかけ、クウェートで緊急会合を開催することを決めた64。 

他方、10 月 10 日にソ連がシリアとエジプトに大量の武器輸送を開始したのに対抗し、

アメリカは 10 月 14 日にイスラエルに武器を空輸した。この武器空輸は秘密裏に行うはず

であったが、武器がイスラエルの空港に到着したことが報道され、アラブ人の対米感情を

逆なでた。ファイサル国王は 10 月 16 日、もしアメリカのイスラエル支援が続くなら、米

サ関係に影響が及ぶだろうとアメリカに警告した65。その一方で、翌 17 日にはサウディ

アラビア、クウェート、アルジェリア、モロッコの 4 カ国の外相が、ワシントン DC でニ

クソン大統領とキッシンジャー国務長官と会談し、イスラエルが 1967 年以前の線に後退

すれば、4 カ国が国連安保理決議 242 号を受諾すると提案した。このように、サウディア

ラビアは硬軟織り交ぜてアメリカの親イスラエル政策を変更させようとした。 

10 月 16 日午前にはクウェートで OPEC 石油相会議が開催され、原油価格を 70％引き

上げ、アラビアン・ライトの価格は 5.11 ドルとなった。そして同日午後から OAPEC の緊

急石油相会合が開催された。エジプトの石油相は冒頭で、原油生産の完全な停止や国有化
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は、西側諸国にアラブの金融財産の凍結の口実を与えることになると主張し、そうした政

策を慎むべきであると提案した66。かねてから国際石油会社の現地操業子会社の国有化を

主張していたイラクの代表は、このエジプトの提案に多くの参加国が支持していることを

認め、議場を後にした67。他方、アラブ首長国連邦の構成国であるアブダビは、石油消費

国の「親アラブ」の度合いによって異なった措置を取るべきであると主張し、同国と友好

関係にあるイギリスなどには懲罰的な措置を取るべきではないと主張した。こうした議論

を踏まえ、OAPEC の緊急会合は 10 月 17 日に次の決議を採択した。 

 

（OAPEC の）石油相は、現在の戦いの直接的な目標が 1967 年の戦争で占領されたア

ラブ領土の解放と国連決議に従ったパレスチナ人民の合法的権利の回復であることを

想起し、アメリカが現在のイスラエルの尊大をもたらし、イスラエルをしてわれわれ

の領土の占領を可能ならしめているイスラエルの力の根源であることを想起し、…多

くのアラブ産油国の経済情勢は、石油生産量の増大を正当化しないことを想起し、…

各アラブ石油輸出国は、直ちに毎月、9 月の実際の生産量の 5％以上、その石油生産

量を削減し、国際社会が占領地域の放棄をイスラエルに強いるまで、あるいは各国の

生産が…これ以上の削減を許さないところまで、削減を続けることを決定した。…削

減率は、各石油輸出国で一定であるが、各消費国に提供される石油供給削減量は、敵

イスラエルに対する協力または支援の度合いに応じて増加される。参加国はまた、原

油、石油製品、および炭化水素のアメリカに対する供給を最も厳しい割合で削減する

ことを、本決議参加国に勧告した68。  

 

このように、アラブ諸国は 1973 年 9 月の原油生産量と比べて毎月 5％以上原油生産量

を削減し、それに応じて世界各国への石油供給量を減らすこととした。これがアラブの石

油戦略の一つ目の柱である原油生産削減措置（石油供給削減措置）である。石油供給量は

各国のアラブ諸国との「友好度」によって差をつけることとなり、アメリカは「敵支援

国」（敵対国）と認定される一方、第三次中東戦争以降イスラエルに対する武器禁輸政策

を実施してきたフランスと、1970 年以降親アラブ政策を取ったイギリスは原油生産削減

措置の影響を全く受けない「友好国」と認識された69。他方、日本やその他の多くの欧州

諸国は「中立国」（非友好国）という分類に置かれ、月々の原油生産削減措置の影響を受

けることとなった。 
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原油生産削減を明記したこの OAPEC 決議は、既に 1972 年から原油埋蔵量を温存する

ために減産路線に切り替えてきたクウェートの政策に沿った決議となった。しかも、この

決議の前日に開催された OPEC の会議では、原油の公示価格が 70％引き上げられること

が決まっており、たとえ OAPEC の決議に基づいて原油生産量を減少させたとしても、ア

ラブ産油国はその減少分を補って余りある石油収入を得られると見込みとなっていた。 

 

（2）対米石油禁輸措置の発動 

 

国際石油市場に供給する石油の量を徐々に減らしていく 1973 年 10 月 17 日の OAPEC

の決議により、サウディアラビアはアメリカの親イスラエル的な姿勢に変化が生まれるこ

とを期待していたが、それは甘すぎる期待であった。ニクソン大統領は 10 月 19 日、アメ

リカ議会下院に、22 億ドルのイスラエルに対する緊急軍需物資援助を求め、アラブ諸国

の猛反発を買った。サウディアラビアは翌日の 10 月 20 日に「イスラエルに対するアメリ

カの軍事援助が増加したことを考慮し」、アメリカに対する石油禁輸措置を発動すると発

表した70。クウェートも 10 月 21 日に閣議において「アメリカへの原油の輸出と生産は、

中止されるものとする」という声明を発表し71、他のアラブ諸国もこれに続いた。 

エジプト・イスラエル戦線ではイスラエル軍が 10 月 16 日にスエズ運河を逆渡河し、

シナイ半島にいるエジプトの第三軍に大きな脅威を与えるようになった。ソ連のブレジネ

フ書記長はこのエジプトの窮境を救うべく、停戦協議のためにモスクワに訪れていたキッ

シンジャー国務長官の出した停戦決議案をほぼそのまま受け入れ、直ちにそれを米ソ共同

提案として国連安保理の審議にかけるべきだと主張した72。そして、12 時間以内の停戦を

求めた国連安保理決議 338 号が 10 月 22 日に採択され、イスラエル、エジプト、シリアな

どの主要交戦国がこれを受諾した。 

こうして停戦が実現したものの、アラブの石油戦略が停止されることはなかった。サ

ウディアラビアは 1973 年 10 月 23 日に「イスラエル軍が、占領しているエルサレムを含

めたアラブの領土から撤退し、パレスチナ人の正当な権利を回復させるというサウディア

ラビアのアラブ・イスラエル紛争に関する態度は変わらない」と述べ73、イスラエルがこ

れらの点を受け入れるまでサウディアラビアの石油を使った対イスラエル戦争は終了しな

いと宣言した。また、クウェートも同じ日に「アラブ経済政策の目的が達成されるまで、

この政策を適用する」という声明を発表し、石油戦略を解除しない方針を示した74。ここ
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でいう「アラブ経済政策の目的」とは、イスラエルの占領地からの撤退とパレスチナ人の

権利回復を意味していた。さらに同日、クウェートとアブダビはオランダに対する石油禁

輸措置を発動し、24 日にカタル、25 日にオマーン、30 日にリビア、11 月 2 日にサウディ

アラビアがこれに続いた75。オランダは、国内でイスラエル軍に参加して戦う義勇兵の募

集を行い、また同国の国防相がイスラエル支持のデモに参加していた76。 

アラブ諸国の石油相は 11 月 4 日から 5 日にかけて再びクウェートに集まり、原油生産

量を 9 月の水準と比べて 25％削減することを決定した77。この結果、OAPEC 加盟国は更

なる原油生産量の削減に取り組むこととなり、11 月にクウェートは原油生産削減率が

30％となり、サウディアラビアの 27％、リビアの 23％、アラブ首長国連邦やカタルの

22％がこれに続いた。他方、アラブの原油生産削減措置に加わらなかったイラクは、逆に

原油生産量を 2％増加させた（表 4）。 

 

表 4．OAPEC 諸国による原油生産量（万バレル／日） 

 

 

第四節 アラブの石油戦略の終息 

 

（1）原油生産削減措置の解除 

 

OAPEC 諸国による原油生産削減措置を受け、アラブ諸国の石油の主要輸入国である欧

州諸国や日本は、同措置の解除を求めてアラブ諸国に積極的にアプローチした。EC 外相

理事会は 1973 年 11 月 6 日に「中東情勢に関する宣言」を採択し、その親アラブ的な姿勢

を明確にした。その中でも重要な第三段落には次のように書かれている。 

 

1973年9月 1973年11月 削減率

サウディアラビア 857 626 27%

クウェート 352 247 30%

リビア 228 176 23%

イラク 211 214 -2%

アラブ首長国連邦 167 130 22%

アルジェリア 110 90 18%

カタル 60 47 22%

合計 1,987 1,533 23%

（注） サウディアラビアとクウェートの間の中立地帯の石油は両国に半分ずつ参入。

（出所）Ian Seymour, OPEC: An Instrument of Change  (London: Macmillan Press, 1980), p. 120.
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彼ら（欧州共同体 9 カ国の外相）は、（アラブ・イスラエル間の）和平合意が特に次

の点に基づくべきであると考える。 

Ⅰ．武力による領土獲得は受け入れられない。  

Ⅱ．イスラエルが 1967 年の紛争以来行っている領土占領を終了させる必要がある。 

Ⅲ．主権、領土保全、地域のすべての国の独立、そして承認された領域内で平和的に

共存する権利の尊重。 

Ⅳ．公正で持続的な平和の確立のためにパレスチナ人の正当な権利の考慮に入れなけ

ればならないことを認めること78。 

 

1973 年 11 月 18 日に OAPEC の石油相は、このイスラエルに占領地からの撤退などを求

めた EC の声明を評価し、オランダとベルギーを除く EC 諸国に対して 12 月に実施され

るはずだった 5％の輸出削減を実施しないことを決定した。こうして当時のアラブ諸国産

石油の最大の輸出先であった欧州の大部分が、石油供給削減措置から免れた79。日本はこ

のことに焦りを感じ、11 月 22 日に二階堂官房長官談話を発表した。その中で重要な第 2

項と第 3 項の内容は次の通りである。 

 

第 2 項 わが国政府は、中東紛争解決のために下記の諸原則が守られなければならな

いと考える。 

（1）武力による領土の獲得および占領の許されざること。 

（2）1967 年戦争の全占領地からのイスラエル兵力の撤退が行なわれること。  

（3）域内のすべての国の領土の保全と安全が尊重されねばならず、このための保障

措置がとられるべきこと。 

（4）中東における公正、かつ、永続的平和実現に当つてパレスチナ人の国連憲章に

基づく正当な権利が承認され、尊重されること。  

第 3 項 わが国政府はイスラエルによるアラブ領土の占領継続を遺憾とし、イスラエ

ルが上記の諸原則にしたがうことを強く要望する。わが国政府としては、引続き中東

情勢を重大な関心をもつて見守るとともに、今後の諸情勢の推移如何によつてはイス

ラエルに対する政策を再検討せざるを得ないであろう80。 

 

このように、イスラエル軍が第三次中東戦争時に進軍した「全占領地」から撤退する
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ことを求め、「占領地」と表現した EC 宣言よりもさらにアラブ側の主張に近づけた。ま

た、アラブ諸国は日本にイスラエルとの断交を求めていたが、アメリカとの関係などから

そこまで急進的な政策を取れなかった日本は、「イスラエルに対する政策を再検討せざる

をえない」という表現を用いてアラブ側の歓心を得ようとした。この表現は EC 宣言では

見られなかった表現であり、日本としては思い切った表現となった81。11 月 26-28 日にア

ルジェで開催されたアラブ首脳会議は、日本のこの態度を好意的に受け止め、12 月の日

本に対する 5％の石油供給量の削減を免除することとしたが、依然として日本を「友好

国」とは認めなかった。 

このアルジェでの首脳会議ではまた、①1967 年 6 月の侵略において占領されたすべて

のアラブ領土のいかなる部分も割譲しないこと、②エルサレムのアラブ地区を解放するこ

と、③パレスチナ人民の民族的権利を回復することがアラブ諸国の目標であると主張した

82。そして、アラブ諸国はこうした政治的目的を知らしめるため、サウディアラビアのヤ

マーニー石油相とアルジェリアのアブドゥッサラーム（B. ‘Abd al-Salām）石油相を欧州

各国の首都に派遣した。11 月 27 日のパリを皮切りに、ロンドン、ブリュッセル、ロー

マ、ボンなど欧州各国の首都を歴訪した。 

アラブ諸国の首脳と直接会って自国の立場を伝える必要性を痛感した日本は、三木武

夫副首相を特使としてアラブ諸国に派遣することを決定した。そしてこの「三木ミッショ

ン」は 12 月 14 日にファイサル国王、18 日にサダト大統領、20 日にサバーフ首長と会談

し、日本の立場を説明して回った。このことが功を奏し、12 月 26 日にクウェートで開催

された OAPEC 石油相会議は、日本を友好国と認定し、石油供給削減の対象から外した。

その点は会議後に発出された次の声明に表れている。 

 

会議参加者は、日本副首相のアラブ諸国訪問、その他の方法により明確となった日本

のアラブの大義に対する政策の変化および悪化しつつ日本の経済状況に注目し、日本

経済を擁護することを希望し、そして日本がアラブの今回の態度を評価し、公正かつ

正当な立場をとることを希望して、いかなる削減措置の下にも置かないよう、日本を

特別待遇することを決定した83。 

 

 こうして、アラブ諸国の石油の 80％以上が輸出されてきた EC 諸国と日本という二大

石油消費地域が石油供給削減の対象から外されたことで84、アラブ諸国による原油生産削
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減措置は実質的に終焉した。欧州諸国や日本が次に関心を向けたのは、12 月にさらに高

騰した原油価格であった。12 月 22-23 日にテヘランで開催された OPEC の会議では、原

油価格が 2 倍以上に引き上げられ、アラビアン・ライトの価格も 11.65 ドルとなった。財

政に余裕のあるサウディアラビアのヤマーニー石油相は原油価格の引き上げに反対した

が、石油収入の上昇を目論むイランやアルジェリアなどが大幅な引き上げを主張した結

果、後者の意見が OPEC で通った。こうして、1973 年 1 月には 2.59 ドルだったアラビア

ン・ライトは、翌年 1 月には 11.65 ドルと実に 1 年間で 4.5 倍になった。 

 

（2）対米石油禁輸措置の解除 

 

 アラブの石油戦略の一つの柱である原油生産削減措置が 1973 年末までにほぼ解除され

た一方、もう一つの柱であるアメリカやオランダを対象にした石油禁輸措置が解除される

のにはさらに長い時間がかかった。アメリカのキッシンジャー国務長官は、1973 年 11 月

5 日からエジプト、ヨルダン、サウディアラビアを歴訪し、エジプト軍とイスラエル軍の

兵力引き離しを仲介する意思を示した。国務長官はファイサル国王に石油禁輸措置の解除

を要請したが、国王はイスラエルが第三次中東戦争以来占領している領土から撤退しない

限り、石油禁輸措置を解除しないと 11 月 9 日に明言した85。 

 アメリカはサウディアラビアなどが対米石油禁輸措置を解除しようとしないことに不満

を感じ、11 月 21 日にキッシンジャー国務長官が同措置に対する「対抗策」を取る可能性

があると示唆した86。国務長官はこの「対抗策」の中身を明らかにしなかったが、サウデ

ィアラビアのヤマーニー石油相は、それがアメリカによる湾岸諸国の油田地帯に対する軍

事介入であると考えた87。そして、11 月 22 日のデンマークのテレビ局とのインタビュー

に対し、もしそのような軍事介入が実施された場合、サウディアラビアは石油設備を破壊

して石油供給能力を数年間停止させると語った88。このように、石油相はキッシンジャー

国務長官の脅迫に対して表向きは強気の姿勢を見せたが、内心では不安を感じていた。そ

して、12 月 5 日にワシントン DC でキッシンジャー国務長官と会談した時にヤマーニー

石油相は、イスラエルがアラブの領土から撤退し始めさえすれば、サウディアラビアは対

米石油禁輸措置を解除すると述べ、イスラエルの撤退が完了しなければ同措置を解除しな

いというそれまでの姿勢を軟化させた89。12 月 8 日に開催された OAPEC 諸国の石油相会

議の決議でも、この両者の会談の内容が反映され、基本的にイスラエルが撤退を開始すれ
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ば対米石油禁輸措置が解除されることとなった。その決議の内容は次の通りである。 

 

1967 年以降占領されたすべての占領地域からの撤退のための時間表についてイスラ

エルが合意し、アメリカがその履行について保証するのならば、アメリカに対する石

油禁輸は、その撤退のプログラムが始まり次第解除される90。 

 

このように、イスラエルが占領地から撤退し始めれば、OAPEC 加盟国は石油禁輸措置

を解くと宣言した。1973 年 12 月中旬に、キッシンジャー国務長官は再びエジプト、サウ

ディアラビア、シリア、イスラエルを訪問し、サウディアラビアには石油禁輸措置を解除

するよう説得した。アメリカは第四次中東戦争勃発前の 1973 年 9 月に原油の約 28％を海

外からの輸入に依存し、中でも OAPEC 諸国はその輸入量の 3 割を占めていた。しかし、

アラブの石油戦略によって OAPEC 諸国からアメリカへの原油輸出量は 107 万バレル／日

から 1974 年 1 月には 3 万バレル／日に激減した。この間、イランなどは原油を増産した

が、その量は OAPEC 諸国による減産分を補うほどではなく、またアメリカも原油を増産

する体力を欠いていた。こうして、戦争前には 1,253 万バレル／日あったアメリカの原油

供給量は、戦争中の 1974 年 1 月には 1,129 万バレル／日にまで落ち込んだ（表 5）。これ

が、キッシンジャー国務長官がサウディアラビアに石油禁輸措置の解除を求めた背景であ

った。 
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表 5．アメリカの原油生産量と原油輸入量（1973-74 年、千バレル／日） 

 

 

しかし、キッシンジャー国務長官の説得にも関わらず、アラブ諸国はまだ対米石油禁

輸措置を解除しようとしなかった。1973 年 12 月 26 日にクウェートで開催された OAPEC

石油相会議は、「アメリカ世論のかなりの部分がアラブの問題の実情とイスラエルの拡張

主義に今や気付き始めている兆候が現れつつあるという漸進的変化を、いま満足をもって

注目した」という声明を発し、アメリカ世論を前向きに評価しつつも、政府レベルでの決

定的政策変更の欠如から、「アメリカおよびオランダに対する石油の全面的禁輸は継続す

る」と結論づけた91。12 月 31 日にはサウディアラビアの外務担当の国務相が、「アメリカ

国民に対する公開書簡」を発表し、アラブ人は国連安保理決議 242 号の「最近の紛争にお

いて占領された領土からのイスラエル軍の撤退」と「あらゆる交戦権の主張ないし交戦状

態の終結」という 2 点を求めていると主張した92。 

キッシンジャー国務長官は外交努力を続け、1974 年 1 月 18 日にはアラブ諸国が望んで

いたエジプト・イスラエル間で兵力引き離し協定（シナイⅠ協定）を締結させ、両国の兵

力引き離しが実現した。しかし、クウェートのサバーフ外相は 1 月 21 日、この協定がイ

スラエルのシナイ半島をはじめとした占領地からの撤退を確約していないことから、対米

石油禁輸措置を解除するのは早計であると述べた。他方、サダト大統領はサウディアラビ

1973年

9月 10月 11月 12月

1974年

1月 2月 3月 4月 5月 6月

9,065 9,224 9,161 9,063 8,934 9,142 8,965 8,954 8,911 8,780

5 0 0 6 17 10 0 1 6 1

サウディアラビア 599 744 616 183 19 38 76 41 557 650

リビア 153 164 125 19 1 17 5 8 4 0

アルジェリア 124 119 30 1 0 3 8 115 231 351

アラブ首長国連邦 88 62 107 0 10 0 0 14 85 159

クウェート 44 56 63 0 0 0 0 2 1 4

カタル 41 18 9 2 0 0 0 0 0 12

イラク 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0

OAPEC 7カ国計 1,066 1,175 950 205 30 58 89 180 878 1,176

カナダ 998 961 956 836 868 821 820 892 920 697

ナイジェリア 409 515 440 528 462 357 545 689 717 718

ベネズエラ 405 423 454 396 255 222 278 285 235 247

インドネシア 249 155 206 260 147 363 241 351 280 249

イラン 212 248 249 453 467 336 383 612 586 551

その他 132 262 197 213 153 91 106 258 292 287

合計 3,471 3,739 3,452 2,891 2,382 2,248 2,462 3,267 3,908 3,925

12,531 12,963 12,613 11,948 11,299 11,380 11,427 12,220 12,813 12,704

28% 29% 27% 24% 21% 20% 22% 27% 30% 31%

原油生産量（A）

海外依存率

（出所） U.S. Energy Information Administration, http://www.eia.gov/ を元に筆者作成。

原
油
輸
入
量

（
C

）

原油供給量（A-B+C）

　原油輸出量（B）
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アやクウェートに対し、エジプト・イスラエル間の兵力引き離しを実現したアメリカを評

価し93、同国に対する石油禁輸措置を解除するよう求めた。しかし、サウディアラビア

は、依然としてイスラエルと兵力引き離しが実現していないシリアへの配慮から、少なく

ともそれが実現するまでは、石油禁輸措置を解除しようとなかった。 

アメリカは、アラブ産油国の譲歩を引き出すための更なる外交努力を重ねた。ニクソ

ン大統領は、アラブ諸国が問題視していたイスラエルに対する 22 億ドルに及ぶ武器輸出

のうち、15 億ドルを贈与としないことを明らかにした。また、エジプトとヨルダンに対

してはそれぞれ 2.5 億ドル、2.1 億ドルの経済援助を約束した。さらに、キッシンジャー

国務長官はファイサル国王に対し、石油禁輸が続いている限りアメリカは中東和平プロセ

スを主導できないと述べた94。こうした硬軟織り交ぜたアメリカの外交努力が実り、1974

年 3 月 14- 18 日に開催された OAPEC 諸国の石油相会議は、アメリカに対する石油禁輸措

置を解除する次のコミュニケを発表した。 

 

最近の（事態の）進展から、アラブ・イスラエル紛争に対するアメリカの公的な政策

が、アラブの占領地とパレスチナ人の正当な権利に関する原則と両立できるような、

新しい方向性を採用するに至ったと閣僚は理解した。…アラブ石油相は、石油が否定

的な形で用いられるよりも、肯定的な形で用いられる方が効果の大きい武器であるこ

とに気がついている。…閣僚は、本会合の結論として、以下の通り決定した。…アメ

リカに対する石油輸出禁止を解除する95。 

 

こうして、アラブ諸国はアメリカのアラブ・イスラエル紛争の仲介者としての役割を

評価し、対米石油禁輸措置の解除に踏み切った。サウディアラビアも 1974 年 3 月 25 日に

アメリカ向けの石油タンカーの出航を認めた。キッシンジャー国務長官は残るイスラエ

ル・シリア間の兵力引き離しを実現するため、5 月にシリア・イスラエル間を往復し、5

月 31 日にはシリア・イスラエル間での兵力引き離し協定を実現した。また、欧州共同体

のオランダをいつまでも石油禁輸対象国にし続けることに対する欧州側の不満が高まった

ため、7 月 10 日にアラブ諸国の石油相がカイロに集結し、「アラブ石油相は、全会一致

で、オランダに対する禁輸を変更すること」を決定し、対オランダ石油禁輸措置も解除し

た96。こうして約 9 ヵ月間にもわたったアラブの石油戦略は完全に幕を閉じた。 

 



第三章 サウディアラビアとアラブの石油戦略 

137 

 

第五節 結語  

 

本章は、第四次中東戦争時のアラブの石油戦略を中心に、1970 年代前半のサウディア

ラビアとクウェートのアラブ・イスラエル紛争に関する政策について議論した。サウディ

アラビアは第三次中東戦争後、反共主義の観点からアラブ・イスラエル紛争の主役の一つ

であるエジプトに関与し、エジプトをソ連の影響下から抜け出させようとした。サウディ

アラビアとエジプトは戦争準備でも協力するようになり、サダト大統領は 1972 年以降繰

り返しファイサル国王に対して石油の政治利用を求めるようになった。さらに、1972 年

末にサダト大統領が公にイスラエルとの開戦意欲を示すと、アラブ世界第二位の原油生産

国であるクウェートの国民議会や政治指導者が、戦時における「石油武器」の使用を公言

した。そして、サウディアラビアもついに 1973 年 4 月に石油を政治的に用いる可能性が

あるとアメリカに警告を発した。このように、サウディアラビアは戦時に石油をイスラエ

ル支援国に対して用いるべきであるというアラブ世界の声に押され、自らもその意向を示

すようになった。 

 第四次中東戦争勃発後は、クウェートが統一したアラブの石油戦略を構築するのに大き

な役割を果たした。クウェートはサウディアラビアと同様に保守的な君主制国家でありな

がら、1970 年 9 月の「黒い 9 月」事件の時にはパレスチナ人勢力の側に立ち、OAPEC で

はイラク加入を支持するなど、パレスチナ人勢力やアラブ諸国の急進派とも近い関係にあ

った。クウェートはこうしたアラブ諸国の保守派と急進派の双方とつながっているという

強みを生かし、戦争勃発直後からアティーキー石油相が中心となってアラブ諸国の石油相

を招集し、OAPEC の石油相会議を次々と開催した。さらに、クウェートは 1973 年初頭か

ら積極的にアラブの大義を前面に出した政治声明を発表し、サウディアラビアよりも早く

から戦時において石油を政治的な武器として用いるという姿勢を公にした。このように、

クウェートは OAPEC 諸国が原油生産削減措置を策定する上で決定的に重要な役割を果た

しただけではなく、湾岸諸国の中では最も急進的にアラブの大義を訴える国の一つとなっ

た。 

 1973 年 11 月にアラブ諸国が原油生産量を平均して 23％も削減したことで、アラブの石

油戦略は頂点を迎え、それ以降はアラブの石油戦略が徐々に終息していった。そして、そ

うした石油戦略の終息過程で重要な役割を果たしたのがサウディアラビアであった。アラ

ブ諸国最大の原油生産量を誇るサウディアラビアは、アラブ諸国を代表して欧州やアメリ
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カに石油相を派遣し、アラブ諸国の立場を説明した。また、アメリカとサウディアラビア

が協議した結果、イスラエルが撤退し始めさえすればアラブ諸国が石油禁輸措置を解除す

ることが決まった。アメリカはさらに、アラブ諸国が石油禁輸を継続している限りアラ

ブ・イスラエル和平の仲介を行うことができないとサウディアラビアに圧力をかけた。こ

うした米サ間のやり取りから、サウディアラビアは石油禁輸措置の解除を決め、他のアラ

ブ諸国も対米石油禁輸措置を 1974 年 3 月に終焉することを決めた。このように、サウデ

ィアラビアはもともと近しい関係にあったアメリカとハイレベルな政治接触を繰り返し、

アラブの石油戦略を終息させるという重要な役回りを演じた。 

 サウディアラビアとクウェートのこのような外交姿勢の違いは、両国の国内環境の違い

に求められる。当時のサウディアラビアの全人口に占めるパレスチナ人の数は 3.1 万人で

あったのに対し、クウェートのそれは 14 万人と大きかった。また、クウェートはサウデ

ィアラビアと異なり、政府批判も辞さない活発な国民議会を抱え、さらにアラブ世界の中

では比較的高い報道の自由が確保されていたため、イスラエルに対する不満が容易に国内

メディアなどに出やすい環境であった。クウェート政府は政権を安定化させるため、積極

的に政治声明と言う形でイスラエル批判を展開し、国民の反イスラエル感情をなだめよう

とした。他方、クウェートのような国内環境を有さなかったサウディアラビアは、クウェ

ートほど政府の反イスラエル姿勢を公言する必要はなく、むしろエジプトのサダト大統領

やアメリカのキッシンジャー国務長官らとの水面下の外交に重点を置いた。 

 サウディアラビアが石油戦略を発動したのは、当時のアラブ世界でイスラエルとそれを

支持するアメリカに対する反感が強く、安全保障環境を多少悪化させてでも反米的な姿勢

を取る必要があると感じたからであった。すなわち、第四次中東戦争時におけるアラブの

石油戦略発動の原動力は、アラブの領土とイスラームの聖地を占拠し続けるイスラエルに

軍事支援を決めたアメリカに対する、アラブ意識またはイスラームの観点からの反発であ

った。特に、ファイサル国王はイスラームの聖地エルサレムのイスラエルからの解放を強

く望んでいた。しかし、石油禁輸措置の標的にされたアメリカがサウディアラビアの油田

地帯を占領する可能性を示唆すると、サウディアラビアは対米石油禁輸措置を解除する方

向へと転換した。このように、アラブ意識やイスラームの観点から発動した石油戦略も、

安全保障上の危機意識が高まると、サウディアラビアはその無制限な継続が困難になり、

アメリカに対してより妥協的な姿勢を取るようになった。  
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Naṣr Allāh (ed.), Al-Wathā’iq al-Filasṭīnīya al-‘Arabīya li-‘Ām 1973, p. 478（「第 6 回アラブ首

脳会議の秘密決議」）. 次の英訳も参考にした。“Decisions of the Sixth Arab Summit 

Conference,” in Nielsen (ed.), International Documents on Palestine 1973, pp. 525-527. この会

議では、ポルトガル、南アフリカ、ローデシアを新たに石油禁輸措置の対象国に加わっ

た。“Arabs Halt Oil to Portugal, Rhodesia and South Africa,” The New York Times, 28 November 

1973. 
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第一節 問題の所在 

 

 1979 年以降、中東域内政治と国際政治は大きな変動を迎えた。1979 年 2 月にイラン・

イスラーム革命が成就したことなどを契機に、中東地域全体でイスラームの理念を公的空

間で実現していこうというイスラーム主義が台頭してきた。同年 11 月にはサウディアラ

ビアの聖地マッカでイスラーム過激派による聖モスク占拠事件が発生し、さらにイラン革

命に鼓舞されたサウディアラビア東部のシーア派住民が蜂起した。このように、サウディ

アラビアの国内情勢が流動化するとともに、サウディアラビアを批判する隣国イランが出

現したことでサウディアラビアは新たな対外的な脅威にも晒された。他方、米ソ冷戦の文

脈ではソ連軍が同年 12 月にアフガニスタンに侵攻し、サウディアラビアはアメリカと緊

密に協力してソ連軍に対抗した。経済面では原油価格の高騰に伴ってサウディアラビアの

地位が上昇し、アメリカはサウディアラビアに大量の武器を売却することでサウディアラ

ビアが獲得した石油収入を回収しようとした。  

 1990 年代に入ると米ソ冷戦が終焉し、米サ関係にも変化が見られた。1990 年 8 月にイ

ラクがクウェートに侵攻すると、アメリカは武力によるクウェート解放（湾岸戦争）を決

意し、ソ連もそれに反対しなかった。サウディアラビアは湾岸戦争の最前線として何十万

人もの米軍を中心とした多国籍軍の自国駐留を許可した。このように、サウディアラビア

はアメリカとの協調姿勢を貫いたが、同国への米軍駐留は国内に深刻な波紋をもたらし

た。「キリスト教徒」である米軍駐留を許可したサウディアラビア政府に対して国内の多

くの宗教指導者が反発し、ビン・ラーディン（U. bin Lādin）率いるアルカーイダもこの

時を境にアメリカにジハードの対象を切り換えた。そして彼が首謀者となった 2001 年 9

月の米同時多発テロにより、アメリカ国民の対サウディアラビア感情が悪化し、サウディ

アラビア国民の対米感情も第二次インティファーダ（アル＝アクサー・インティファー

ダ）やイラク戦争の影響で非常に悪化した。  

 このように 1970 年代末以降、中東域内政治、米ソ冷戦、米サ関係が激しく変動する

中、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策も、いくつか重要な展開が

見られた。1981 年 8 月にサウディアラビアはファハド和平提案という中東和平提案を発

表し、イスラエルが第三次中東戦争前の線に退却することなどと引き換えに、「地域のす
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べての国家は平和的に生存する」ことを提案した。この提案は 1982 年 9 月に修正の上、

フェズ和平提案としてアラブ連盟の和平提案となったが、イスラエルはこの提案を拒否し

た。そして、2002 年 2 月にサウディアラビアはアブドゥッラー和平イニシアティブとい

う新たな中東和平提案を発表し、イスラエルが第三次中東戦争前の線に退却することなど

と引き換えに、アラブ諸国が「イスラエルと正常な関係を樹立する」ことを提案した。こ

の提案は同年 3 月にアラブ和平イニシアティブとしてアラブ連盟の和平提案となった。こ

のように、アラブ・イスラエル紛争が変容する中、サウディアラビアは 1980 年代と 2000

年代に 2 回にわたって独自の中東和平提案を発表したが、その背景は何だったのであろう

か。そして、この二つの中東和平提案の違いから、サウディアラビアのアラブ・イスラエ

ル紛争に関する政策のどのような変化が読み取れるだろうか。 

第二節では、1981 年のファハド和平提案について議論する。この提案が発表された背

景については、大きく分けて三つの先行研究の見方がある。第一の見方は、ファハド和平

提案がアメリカからの武器購入を容易にするために発表されたという見方である。例えば

ブロンソンは、「ファハドと他の者たちは、この声明（フェズ和平提案）がアメリカとサ

ウディアラビアとの関係を促進し…当面の問題としては、サウディアラビアによるアメリ

カ製武器の購入を容易にすると期待した」と述べた1。アメリカ議会ではイスラエル・ロ

ビーの影響力が強かったため、サウディアラビアは自国が対イスラエル「好戦派」ではな

く、中東和平を望む「穏健派」であると米議会に示す必要があった。バード（M. Bard）

も、「ファハド和平提案は米政権がサウディアラビアを穏健派とみなすことを可能にし

た」と評価している2。このように、ブロンソンやバードはファハド和平提案がアメリカ

からの武器購入を容易にするために出されたという見方を示した。 

 第二の見方は、ファハド皇太子が親米的であったために、アメリカに妥協的なファハド

和平提案が出されたという見方である。イスラームの旗手であったファイサル国王が

1975 年に死去し、その後をハーリド国王が継いだが、新国王は健康問題を抱えていたた

め、政治の実権はファハド皇太子が握った。アブー・ハリール（A. Abu Khalil）は「ファ

ハド皇太子が 1981 年のファハド和平提案を発表した時、ハーリド国王を当惑させたに違

いない」と述べ3、ハーリド国王がファハド和平提案を支持していなかったと推測した。

また、日下繁も当時のサウディアラビアで「親米派」のファハド皇太子と「親アラブ派」

のアブドゥッラー国家警備隊長官が近代化路線などをめぐって対立していたと述べている

が4、この両者がファハド和平提案をめぐっても対立していたと推測することもできる。
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このように、アブー・ハリールや日下の議論を敷衍すれば、親米派のファハド皇太子が政

治の主導権を握ったために、アメリカに対して妥協的なファハド和平提案が発表したとい

う見方ができる。 

 第三の見方は、1978 年のキャンプ・デーヴィッド合意がアラブ・イスラエル紛争に関

して不完全な解決法しか提示しなかったために、サウディアラビアがファハド和平提案を

発表したという見方である。例えば、ロングは「サウディアラビアはサダトが（エジプ

ト・イスラエル間の和平という）特定の和平しか獲得できなかったと確信し…キャンプ・

デーヴィッド合意は死んだ」と確信したからこそ、ファハド皇太子がアラブ・イスラエル

紛争の包括的な処方箋であるファハド和平提案を提示したと説明した5。すなわち、エジ

プト・イスラエル間のキャンプ・デーヴィッド合意は両国間の問題解決には貢献したかも

しれないが、パレスチナ問題に関しては何ら有効な解決策を提示できず、そのためにサウ

ディアラビアが対案を提示したという見方である。  

このように、ファハド和平提案の背景については武器購入、ファハド皇太子、キャン

プ・デーヴィッド合意という三つの要素から説明されてきたが、これらの見方にも疑問は

残る。第一の見方に関しては、サウディアラビアは何のためにそれほど熱心に武器を輸入

しようとしたのかという点が明らかではない。例えば、イランという安全保障上の脅威が

差し迫っていたことなどがその理由として考えられるが、先行研究ではそういった点まで

踏み込んでいない。また第二の見方は、なぜファハド皇太子が親米的であったのかという

点について説明がほとんどない。第三の見方は、この時なぜパレスチナ問題の解決がサウ

ディアラビアにとって重要だったのかという説明が見当たらない。こうした先行研究の問

題点を踏まえ、第二節ではキャンプ・デーヴィッド合意からフェズ和平提案にいたるまで

のサウディアラビアのアラブ・イスラエル紛争に関する政策を検討したい。 

第三節では、2002 年 3 月のアラブ和平イニシアティブについて議論する。この和平イ

ニシアティブは、米同時多発テロによって傷ついた自国のイメージを改善するために発表

されたという見方が先行研究で有力である。例えばポデ（E. Podeh）は、「（アラブ和平）

イニシアティブはアメリカの忠実な同盟国としてのサウディアラビアのイメージを強化す

るためのもの」であり、このイニシアティブによって、自国が「イランやイラクのような

テロ支援国家」ではなく「平和愛好国」、すなわち中東和平の推進者であると印象づけよ

うとしたと主張した6。また、コスティナーも、サウディアラビアがアラブ和平イニシア

ティブを発表することによって、アメリカとの関係を良好にできると考えたと述べている
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7。このように、ポデやコスティナーはアラブ和平イニシアティブが米同時多発テロによ

って失ったアメリカの信頼を取り戻すための措置であったと説明した。  

 しかし、この先行研究の見方にも疑問点は残る。確かに 2001 年 9 月の米同時多発テロ

によってアメリカ人のサウディアラビアに対するイメージは悪化したが、サウディアラビ

アはなぜアラブ和平イニシアティブを発表してまでそのイメージを改善する必要があった

のであろうか。逆に言えば、サウディアラビアはこのイニシアティブを発表することによ

ってアメリカから何を得たかったのであろうか。こうした先行研究の問題点を踏まえ、第

三節（１）（２）では中東和平プロセスからアラブ和平イニシアティブに至るまでのサウ

ディアラビアのアラブ・イスラエル紛争に関する政策を検討したい。 

 さらに、第三節（3）ではサウディアラビア社会のアラブ・イスラエル紛争に関する態

度についても検討する。1980 年代まで、サウディアラビアの政府の方針と異なる国内社

会の主張や意見を実証的に研究することは非常に困難であったが、1990 年代以降はその

状況が徐々に改善されつつある。サウディアラビア政府の政策に不満を持ったいわゆる改

革派の宗教指導者らは、1991 年 5 月に請願書（Khiṭāb al-Maṭālib）を、1992 年 7 月には忠

言覚書（Mudhakkira al-Naṣīḥa）をファハド国王に提出した。その内容は多岐にわたる

が、中にはアラブ・イスラエル紛争に関する事項も含まれ、それを検討することによって

改革派の宗教指導者というサウディアラビア国民の一部がどのようなアラブ・イスラエル

紛争観を有しているかが明らかにできる。また、2000 年代以降はサウディアラビア国民

を対象にした世論調査が外部の観察者によって実施され始め、国民がアラブ・イスラエル

紛争やその仲介者であるアメリカに対してどのような感情を抱いているかある程度明らか

にすることができる。このような資料を用いながら、第三節（３）ではサウディアラビア

社会がアラブ・イスラエル紛争にどのような態度を示してきたか検討したい。 

 

第二節 ファハド和平提案 

 

（1）キャンプ・デーヴィッド合意とサウディアラビア  

 

サウディアラビアでは、1975 年 3 月にファイサル国王が私恨を持つ甥の凶弾によって

死去し8、その後をハーリド国王が継いだ。ハーリド国王は 7 月にジッダで開催されたイ

スラーム諸国外相会議の場で、「第三の聖地であるアル＝アクサー・モスクで我々が礼拝
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するという彼（ファイサル前国王）の望み」を実現することが前国王の名誉を称える最良

の方法であると発言し、前国王の路線を維持する姿勢を明確にした9。その一方で、ハー

リド国王は心臓病を抱えていたため、実際の政治の実務はファハド皇太子が執り行った。 

 前章で見たように、第四次中東戦争のアラブ側の主力であったエジプトとシリアは、ア

メリカの仲介の下でイスラエルと兵力引き離し協定を締結した。しかし、両国の足並みは

その後すぐに乱れていく。アメリカと協調してイスラエルからシナイ半島の奪還を目指す

エジプトと、イスラエルにとって最大の脅威であるエジプトをアラブ諸国の統一戦線から

切り離したいアメリカとイスラエルの思惑が一致し、エジプトとイスラエルは 1975 年 9

月にシナイ暫定協定（シナイⅡ協定）を締結した10。この協定締結に対し、シリアはエジ

プトが第四次中東戦争の成果を独占しようとしていると批判した。そこでサウディアラビ

アは両国の仲介に乗り出し、1976 年 6 月にはエジプトとシリアの大統領が首脳会談を実

施することが決まった11。そして同年 10 月にカイロで開催されたアラブ首脳会議でエジ

プトのサダト大統領とシリアのアサド大統領が顔を合わせ、シリアがエジプトに対する批

判を取り下げることに同意した12。このように、サウディアラビアはシナイ暫定協定によ

って生じたエジプト・シリア間の関係悪化を防ごうとした。 

 他方、第四次中東戦争を契機にした PLO の国際的な地位の高まりを背景に13、サウデ

ィアラビアはアメリカに PLO を交渉相手として認めさせようとした。当時アメリカはエ

ジプト・イスラエル間、エジプト・シリア間といった国家間のアラブ・イスラエル紛争の

仲介には乗り出していたが、非国家主体である PLO を未だ交渉相手として認めていなか

った。キッシンジャー国務長官は 1976 年 6 月に、①イスラエルの生存権を認めること、

②国連安保理決議 242 号・338 号を受け入れること、③テロ活動を放棄することという三

つの条件を PLO が受け入れない限り、アメリカは PLO と交渉しないと明言した14。しか

し、サウディアラビアは条件の有無に関わらずアメリカが PLO と向き合うべきと考え、

サウード外相が 1977 年 8 月に「アメリカと PLO が直接的な関係を持つことが重要であ

る」と述べた15。 

 1977 年 11 月 9 日にエジプトのサダト大統領は、突然イスラエルを訪問すると発表し、

11 月 20 日にはイスラエルの国会（クネセット）で中東和平について演説した。この突然

のサダト大統領のイスラエル訪問を、シリア、イラク、アルジェリア、リビア、南イエメ

ン、PLO が強く批判したが、サウディアラビア、クウェート、ヨルダンは強い批判を控

えた。例えば、サウディアラビアのファハド皇太子は 12 月に「イスラエルが個別の平和
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を得ることを恐れている」と述べ、エジプトの動きに憂慮を示すに留めた16。サウディア

ラビアがエジプトへの批判を抑えたのは、同じアラブの親米勢力としての結束を失いたく

ないためであった17。エジプトを強く批判したシリア、イラク、アルジェリアなどの国々

はソ連との関係が深く、こうした勢力を封じ込めるためにも、サウディアラビアはサダト

大統領の行動をある程度受け入れる必要があった。  

 サダト大統領のエルサレム訪問を評価したアメリカのカーター大統領は、1978 年 9 月 5

日にサダト大統領とイスラエルのベギン首相をメリーランド州のキャンプ・デーヴィッド

に招き、エジプト・イスラエル間の問題、パレスチナ問題などについて協議した。サウデ

ィアラビアはこの会議が開催される直前に、「推移を慎重に見守っている」という声明を

出した18。12 日間の協議の後、9 月 17 日にエジプトとイスラエルはキャンプ・デーヴィ

ッド合意を調印するに至った。「中東和平の枠組み」という副題のついたこの合意は、「西

岸とガザ」に関する枠組み、「エジプト・イスラエル」に関する枠組みの二つの部分から

構成されていた。この中で「西岸とガザ」に関する枠組みがパレスチナ人の政治的権利に

関わる部分であり、アラブ諸国が注目した点であった。そこには次のような記述がある。 

 

これらの地域（西岸とガザ地区）の住人の自由選挙によって自治政府が選出され次

第、イスラエル軍政府および民政府は撤退する。イスラエル軍は特定の安全保障地区

に再展開できる。…西岸とガザ地区で自治政府が樹立されると、5 年間の移行期間が

開始される。そして 3 年以内のできるだけ早い段階で、西岸とガザ地区の最終的地位

を決定する交渉を開始する。エジプトとイスラエルは他の関心を有する当事者ととも

に迅速、公正、恒久的な難民問題解決の実施のための合意された手続きを設けるため

に協議をする19。 

 

 このように、キャンプ・デーヴィッド合意はヨルダン川西岸とガザ地区における自治政

府の設立などを規定したが、パレスチナ人の代表として既に国際的な認知を高めていた

PLO に関する記述はなく、またヨルダン川西岸とガザ地区の最終的な地位やエルサレム

問題についても言及されなかった。こうしたことから、ほとんどのアラブ諸国はキャン

プ・デーヴィッド合意の「西岸とガザ」に関する枠組みを評価しなかった。サウディアラ

ビア内閣は 9 月 19 日に、この合意が「決定的に重要な点を無視しており」、「（中東）和平

につながらない」という声明を発表した。なぜなら、「西岸とガザ地区については、イス
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ラエル軍の（完全）撤退、パレスチナ独立国家の樹立、PLO の役割、エルサレム問題な

どの、いずれにも言及がなく、和平の枠組みとして不満足である」と説明した20。 

サウード外相も 10 月 31 日に、「キャンプ・デーヴィッドの結果は包括的で公正な和平

のための受け入れ可能な方式にはなりえない。なぜなら、イスラエルがすべての占領され

たアラブの土地から撤退することを明らかにしていないし、エルサレムをアラブの主権下

に置くことを拒んでいる（からである）」と述べ、同合意を支持しない姿勢を明確にした

21。11 月にアラブ連盟はバグダードで首脳会議を開催し、エジプトに対してキャンプ・デ

ーヴィッド合意の破棄を求めた22。このように、急進派のアラブ諸国だけではなく、それ

までエジプトとの協調関係を維持してきたサウディアラビアも含めたすべてのアラブ諸国

が、キャンプ・デーヴィッド合意に批判的な立場を取った。  

 アラブ諸国のエジプトに対する不信感は、1979 年 3 月にエジプトがイスラエルと平和

条約を締結したことによって頂点に達した。アラブ諸国は、エジプトがこの条約によって

シナイ半島の回復という自らの国益を優先し、パレスチナ問題の解決を後回しにしたと捉

えた。アラブ連盟は同月に外相会議を開催し、エジプトの加盟国としての資格を停止し、

連盟本部もカイロからチュニスに移転することを決定した23。この会議の場でサウード外

相は「サウディアラビアはエジプトと断交したり、援助を打ち切ったりする考えはない」

と述べたが、他のアラブ諸国と同調する必要から 4 月にエジプトとの外交関係を断絶し

24、5 月にエジプトへの経済援助も停止した25。6 月にはハーリド国王が「パレスチナ人の

権利と占領地の回復がなければ和平はない」と述べ、パレスチナ問題の解決を見ないまま

イスラエルと和平を結んだエジプトを批判した26。イスラーム会議機構も、エジプトとイ

スラエルの平和条約に反対してエジプトの加盟資格を停止した27。 

 

（2）ファハド和平提案（1981 年） 

 

アラブ・イスラエル紛争の現場では、キャンプ・デーヴィッド合意の盲点をつくよう

に、イスラエルがエルサレムに対する支配を強め、1980 年 7 月 30 日に「統一されたエル

サレムがイスラエルの首都である」ことをうたったエルサレム基本法を制定した28。第三

次中東戦争でイスラエルに占領された土地の中でも、イスラームの観点からエルサレムに

対してとりわけ強い関心を有していたサウディアラビアは、8 月 1 日にこのイスラエルの

動きを非難する声明を発表した29。さらに 8 月 6 日には、サウディアラビアを訪問したイ
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ラクのサッダーム・フサイン（Ṣ. Ḥusayn）大統領と共同でこのイスラエルの行為を非難

する声明を発表した30。そして、8 月 13 日にファハド皇太子はこの基本法を非難する次の

声明を発表した。 

 

イスラエルは全パレスチナと他のアラブ領土の強奪を完了し、さらにアラブ人とムス

リムの感情と国連決議を無視して、全エルサレムが統一された永遠の首都であると宣

言した。…キャンプ・デーヴィッドで誤って起草された包括的な和平のための枠組み

と、それが我々に約束した内容はどこへ行ったのだろうか。…サウディアラビアは、

たとえそれが長期で費用のかかるものであっても、（敵イスラエルとの）戦いに共に

立ち向かうために、他のアラブの同胞と協力して率先して（アラブ諸国間の）結束を

回復させる。そして、我々のすべての信仰、決意、エネルギー、能力を捧げる31。 

 

 このように、ファハド皇太子は「エネルギー」まで動員して敵イスラエルの行動に対抗

すると言明した。しかし、この時はアメリカもイスラエルと距離を取ったため、サウディ

アラビアはかつてのようにアメリカに対して石油禁輸措置を発動しなかった。例えば、8

月 20 日に国連安保理でこのイスラエルのエルサレム併合を非難する決議 478 号が採択さ

れたが、この時アメリカは棄権し、反対票を投じなかった32。また、カーター大統領は 10

月 25 日の演説で、イスラエルのエルサレムに関する一方的な行動を支持しないと表明し

た33。このように、アメリカがイスラエルを支持する姿勢を示さなかったことが、サウデ

ィアラビアがアメリカに強硬な姿勢を取らなかった一つの要因となった。 

1981 年 1 月にはイスラーム会議機構の首脳会議が「マッカ宣言」を採択し、イスラエ

ルのエルサレム併合を厳しく非難した34。その直後に、ハーリド国王はアメリカのレーガ

ン大統領に次の書簡を送付した。その内容は次の通りである。 

 

占領されたアラブの領土、何よりもまずエルサレムから（イスラエル軍が）撤退する

ことによってしか、中東地域に実現可能で持続的な和平をもたらすことはできない。

そして、そうした和平は、パレスチナ人の帰還権、自決権、その他すべての国連総会

決議で認められた権利を含め、パレスチナ人の奪うことのできない彼らの土地と国に

対する正当な権利を尊重しなければならない。イスラーム会議機構首脳会議は、アメ

リカがアラブ・イスラーム諸国に対するシオニストの侵略を食い止め…公正で包括的
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な和平を達成するための好ましい環境を用意することができると信じている35。 

 

 このように、ハーリド国王はイスラエル軍のエルサレムから撤退と、パレスチナ人の正

当な権利の尊重の重要性を指摘したうえで、イスラエルにそうした点を遵守させる役割を

アメリカに期待したのであった。 

 他方、サウディアラビアを取り巻く安全保障環境は大きく変化していた。1980 年 9 月

にイラクがイスラーム革命後のイランに侵攻し、イラン・イラク戦争が勃発した。イラン

のホメイニー（R. Khomeynī）師による「革命の輸出」を警戒したサウディアラビアはこ

の戦争でイラクを支援し、1981 年 2 月にはサウディアラビアはクウェート、カタル、バ

ハレーン、アラブ首長国連邦、オマーンと湾岸協力会議（Gulf Cooperation Council: 

GCC）を結成した。さらに、サウディアラビアはアメリカからこれまでにない規模の武

器輸入を希望した。特にイラン・イラク戦争では盛んに航空戦が展開されたため、戦地の

近くに豊富な油田地帯を抱えるサウディアラビアは対空警戒システムを強化することが急

務となった36。そのため、サウディアラビアは最新鋭の空中警戒管制機（Airborne Warning 

and Control System: AWACS）の購入をアメリカに働きかけ、1981 年 4 月にレーガン（R. 

Reagan）政権はサウディアラビアへそれを売却すると発表した37。 

しかし、サウディアラビアによる AWACS 購入には大きな困難が待ち受けていた。イス

ラエルは、アメリカが既にサウディアラビアに売却した F-15 戦闘機38と AWACS が組み合

わさった場合、同国に対する深刻な脅威になると考え、このレーガン大統領の方針に強く

反対した。アメリカ国内の親イスラエル・ロビーもサウディアラビアに AWACS を売却し

ないよう米議会議員に働きかけ、それに影響を受けた議員も多くいた。例えば、カリフォ

ルニア州選出のハヤカワ（S. Hayakawa）上院議員は 1981 年 6 月に「サウディアラビアが

AWACS を手に入れれば、アラブ諸国はそれをイスラエルへの攻撃に用いることができる

ようになり、イスラエルの防空力の低下を招く」と発言した39。それに対し、レーガン政

権は原油価格を低く抑えて石油消費国の利益に貢献しようとするサウディアラビアの石油

政策に報いるためにも、同国への AWACS 売却が必要であると米議会を説得した40。 

その一方で、レバノンではイスラエルと PLO の対立が激化していた。1981 年 7 月 17

日にイスラエルが PLO の拠点を空爆し、これに対してアメリカのハビーブ（P. Habib）特

使がイスラエルと PLO との連絡役を務めたサウディアラビアと交渉し、7 月 24 日に停戦

が発効した41。こうして PLO に対する影響力を確保したサウディアラビアのファハド皇
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太子は、これを同国がアラブ・イスラエル紛争に関与する好機と捉え、8 月 7 日に同紛争

に関する独自の和平案を発表した。この案はサウディアラビア国営通信のインタビューの

中で発表された。皇太子は和平案の具体的な内容に入る前に、次のように語った。  

 

我々はアメリカの中東政策、特にパレスチナの大義とその権利に関する政策に満足し

ていない。…アメリカの政権が、パレスチナの全領土と他のアラブ領土を占領してい

るイスラエルに政治的・財政的・軍事的支援を与えることで、アラブ共同体との関係

やそこに有する利益を危険にさらさずにい続けられるか私にはわからない。…我々は

また、アメリカ政府が失敗であると証明されたキャンプ・デーヴィッド合意を支持し

続けていることも遺憾に思っている。我々は、レーガン政権が公正で包括的な中東和

平のための枠組みとしてキャンプ・デーヴィッド合意が無益であることを認めるよう

希望する。 

 

 このように、ファハド皇太子はアメリカのイスラエル支援に対する不満を表明するとと

もに、アメリカの支持するキャンプ・デーヴィッド合意が失敗であったと断言した。そし

て、キャンプ・デーヴィッド合意に代わる新たなアラブ・イスラエル紛争解決のための枠

組みが必要であると訴えた。皇太子は記者の「公正で包括的な中東問題の解決のための具

体的な案はあるか」という質問に答える形で、後にファハド和平提案42と呼ばれる八つの

項目からなるアラブ・イスラエル紛争の和平案を発表したが、それは同年 1 月にハーリド

国王がアメリカの大統領に送付した書簡を大筋で受け継いだものであった。その内容は次

の通りである。 

 

我々はここで細部に立ち入ることはできないが、（アラブ・イスラエル紛争の）公正

な解決を達成するための指針として活用できる一組の原則がある。…その原則とは次

の通りである。 

1．イスラエルはエルサレムのアラブ地区を含め、1967 年に占領したすべてのアラブ

の土地から撤退する。 

2．1967 年以降にアラブの土地で建設されたイスラエルの入植地は解体する。 

3．聖地におけるすべての宗教の信仰の自由の保障。 

4．パレスチナ人が彼らの郷土に帰還する権利の確約、および帰還を望まない人への
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補償。 

5．西岸とガザ地区は国連の庇護のもと数カ月を超えない移行期間を設定する。 

6．エルサレムを首都にした独立パレスチナ国家が樹立される。 

7．地域のすべての国家は平和的に生存する。 

8．国連またはその加盟国は、こうした原則の執行を保障すべきである43。 

 

このファハド和平提案は、基本的に土地と和平の交換をうたった国連安保理決議 242

号の枠組みを基礎に、サウディアラビアの要求を盛り込んだものであった。第 1 項は、第

三次中東戦争でイスラエルが占領した「すべての」土地から撤退することを要求し、この

点についてあいまいさが残った国連安保理決議 242 号との違いを明確にした。第 2 項は、

それまでの主要な中東和平提案で言及されることがなかったイスラエルの入植地の問題が

取り上げられた。第 4 項は、国連安保理決議 242 号やキャンプ・デーヴィッド合意で「パ

レスチナ難民問題の解決」と述べられていた内容を具体化させたものであり、パレスチナ

人には故郷へ帰還する権利があると明記した。第 6 項は、パレスチナという独立国家の設

立を掲げ、自治政府の設立までしか言及できなかったキャンプ・デーヴィッド合意との違

いを明確にした。そして、その自治政府が存続できる期間についても、キャンプ・デーヴ

ィッド合意では 5 年間であったのに対し、ファハド和平提案はそれを数カ月間とした。そ

して、こうしたことをイスラエルに求める見返りとして、第 7 項でアラブ諸国がイスラエ

ルと平和的に共存できる可能性を示唆した。このように、第 1 項から第 6 項までがアラブ

側のイスラエルに対する要求であるのに対し、第 7 項はアラブ側のイスラエルに対する譲

歩であった。 

このファハド和平提案が出された最中に、アメリカ議会ではサウディアラビアへの

AWACS 売却法案が審議されていたが、この和平提案が議会の審議に影響を与えることは

なかった。議会で争点となったのは、サウディアラビアに輸出される戦闘機や AWACS が

イスラエルへの攻撃に用いられないという確約をサウディアラビアに課すことができるか

という点であり44、ファハド和平提案は議会で特に取り上げられなかった。また、レーガ

ン政権もファハド和平提案を議会への説得材料に用いなかった45。その理由は、上で見た

ようにファハド和平提案の内容がキャンプ・デーヴィッド合意の内容とは多くの点で隔た

りがあり、同提案はイスラエル・ロビーの影響を受けた米議会議員のサウディアラビア観

を改善させるには不十分な内容と見られたからであった。イスラエルの外相はこの提案が
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イスラエルを段階的に滅亡させることを目的とした提案であると非難し46、イスラエル社

会の反応も悪かった47。レーガン大統領が初めてファハド和平提案に言及したのは、1981

年 10 月 28 日に AWACS 売却法案が議会上院で可決された後の記者会見であった。大統領

はそこで次のように発言した。 

 

サウディアラビアは和平提案を提示することによって中東和平を議論しようとしてい

る。…我々は（ファハド和平提案の）すべての点に同意することはできないが、彼ら

（サウディアラビア）は初めてイスラエルを国家として承認した。これは交渉の出発

点である48。 

 

 このように、レーガン大統領はファハド和平提案を評価したが、そこには多くの同意で

きない点が含まれていたため、AWACS 売却の審議が終わった後に同提案に初めて言及し

た。 

サウディアラビアの政治指導者の中でもこの和平提案に関する意見が表面化した。

1981 年 11 月 9 日付けの『タイム』誌で、アブドゥッラー国家警備隊長官は「われわれの

計画（ファハド和平提案）がイスラエルの生存権を承認するのは、イスラエルによるパレ

スチナ国家の受諾と、1967 年の戦争前の線への撤退、交戦状態の終結の後においてのみ

である」と書いた49。ファハド和平提案そのものは各項目の履行の順序を定めなかったた

め、イスラエルへの要求に関する項目が最初に実行されるべきであるというこの国家警備

隊長官の見解は、同提案をよりアラブ側に有利に解釈した見解であったと言えるが、その

内容を根本的に変更したものではなかった。 

 

（3）フェズ和平提案（1982 年） 

 

ファハド和平提案はアラブ諸国の様々な反応を招いた。サダト大統領は警戒感をにじ

ませつつも同提案を歓迎した。ファハド和平提案は、イスラエルとの和平を目指すという

点でサダト大統領が推進したキャンプ・デーヴィッド方式と共通しており、その意味で彼

はファハド和平提案を歓迎した。しかし、大統領はファハド和平提案という代案が出るこ

とで、キャンプ・デーヴィッド合意の実効性が弱まることを警戒した。特に、キャンプ・

デーヴィッド合意の延長線上で規定されたイスラエル軍のシナイ半島からの撤退が完了す
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るまでは、キャンプ・デーヴィッド合意以外の和平枠組みが浮上すべきではないと考えて

いた50。 

ファハド和平提案に対するアラブ諸国の支持を獲得しようとしたサウディアラビア

は、同提案をアラブ連盟の和平提案に昇華させようとした。サウディアラビアは、エジプ

ト脱退後のアラブ連盟において、イスラエルとのいかなる和平も拒絶するシリア、リビ

ア、アルジェリアといった「拒否戦線」というソ連に近い勢力にアラブ連盟の主導権を握

られることを望まなかった。そのため、アラブ・イスラエル紛争の中心的な当事者である

PLO がファハド和平提案を支持することが重要であったが、この時 PLO のアラファート

議長はこの案を「中東の永続的な和平のための良い出発点」と評価し51、サウディアラビ

アの期待に応えた。アラファート議長が同提案を支持したことを受け、モロッコ、ヨルダ

ン、他の湾岸諸国も続々と同提案に対する支持を表明した52。しかし、シリアは 11 月 22

日にモロッコのフェズで開催されたアラブ外相会議の場でこの提案に反対の立場を示し、

PLO に対しても立場を変更するよう求めた。そのため、11 月 25 日から同地で開催された

アラブ首脳会議では、ファハド和平提案への十分な支持が集まらない見込みとなり、議長

であったモロッコ国王は会議の休会を決定した53。 

1982 年 6 月には、イスラエル軍が PLO の拠点を破壊することを目的に、レバノンに侵

攻した。首都ベイルートにまで侵攻したイスラエル軍の猛攻によって PLO 指導部はチュ

ニジアへの撤退を余儀なくされ、それ以降 PLO は武力ではなく外交によって紛争に関与

する道を取らざるを得なくなった。このレバノン侵攻という事態を受け、アメリカのレー

ガン大統領はイスラエルの行動に一定の制限を課す必要性を感じ、1982 年 9 月 1 日に

「レーガン和平提案」と呼ばれる中東和平に関する演説を行った。ここではイスラエルに

入植地建設停止を求め、またヨルダン川西岸とガザ地区に対するイスラエルの「永続的な

支配を支持しない」と述べたため、キャンプ・デーヴィッド合意よりもイスラエルに厳し

い内容となった。ただし、この提案はヨルダン川西岸とガザ地区の最終的地位を今後の交

渉によって決める点など、キャンプ・デーヴィッド合意の大枠を引き継いでいたため54、

ヨルダン以外のアラブ諸国はこの提案に反対した55。 

1982 年 9 月 9 日に、アラブ連盟はモロッコのフェズで再び首脳会談を開催し、会議を

欠席したリビア以外のアラブ諸国の首脳が集まった。サウディアラビアは前年の首脳会議

でファハド和平提案がシリアなどに支持されなかったことを踏まえ、同提案の第 4 項、第

7 項、第 8 項の内容をシリアが納得しやすい内容に修正した。さらに、シリアに対して経
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済援助も約束した56。その結果、修正されたファハド和平提案が出席したすべてのアラブ

諸国によって支持され、これが開催地にちなんでフェズ和平提案（Fez Peace Plan）と呼

ばれた57。その内容は次の通りである。 

 

1．イスラエルはエルサレムのアラブ地区を含め、1967 年に占領したすべてのアラブ

の土地から撤退する。 

2．1967 年以降にアラブの土地で建設されたイスラエルの入植地は解体する。  

3．聖地におけるすべての宗教の信仰の自由の保障。 

4．唯一の正当な代表である PLO の指導のもと、パレスチナ人が自決権および確固た

る不可分の国民的権利を持つことを確認し、帰還を望まない人へ補償する。 

5．西岸とガザ地区は国連の庇護のもと数カ月を超えない移行期間を設定する。  

6．エルサレムを首都にした独立パレスチナ国家が樹立される。 

7．独立パレスチナ国家を含めた地域のすべての国家の平和を国連安全保障理事会が

保障する。 

8．国連安全保障理事会は、こうした原則の執行を保障する58。 

 

 このように、第 4 項はファハド和平提案で単に「帰還」する難民と捉えられていたパレ

スチナ人が、故郷で国家を建設する権利を持つ人々であるという内容に改められた。ま

た、その権利を行使する主体として、PLO が直接言及されることとなった。第 7 項は、

ファハド和平提案の「地域のすべての国家は平和的に生存する」という内容を、国連安保

理が保証するという内容に書き換えたものである。このように地域の平和を守る主語を国

連安保理とすることで、アラブ諸国がイスラエルを無条件で承認するように解釈されない

ようにした。また第 8 項でも国連安保理に関する言及がある。このように、フェズ和平提

案はファハド和平提案よりイスラエルに対する強硬姿勢を取るシリアに受け入れられやす

い内容となり、シリアの政府系新聞も「この原則はアラブの最低限の要求」であると報じ

てこの提案を支持した59。このように、会議に参加しなかったリビアを除くアラブ連盟の

全加盟国は、サウディアラビアが主導したフェズ和平提案という中東和平提案のもとで一

つにまとまることができた。 
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（4）中東和平の停滞 

 

 1980 年代後半を通じて、レーガン大統領は自らの和平提案を堅持しつつもフェズ和平

提案を評価する姿勢を見せた。1985 年 2 月にはファハド国王とレーガン大統領が会談

し、そこで出された共同コミュニケで大統領は、「フェズ提案の積極的な要素を評価す

る」と述べた60。1986 年 6 月にレーガン大統領は議会上下院に送付した書簡の中で、「フ

ァハド和平提案とアラブ諸国のそれへの支持は、アラブの従来の三つの『ノー』の考え方

に、重要な一つの修正を施した。…それはイスラエルの生存を確保する権利を暗示した。

フェズ和平提案は多くの点で我々の見解と異なっているが、和平にとって大きな一歩を意

味する」と記し、議会にフェズ和平提案を評価するよう促した61。このように、レーガン

大統領はフェズ和平提案をある程度評価したが、これと自らのレーガン和平提案を一本化

するような努力は行わなかった。 

 他方、PLO のアラファート議長はフェズ和平提案を尊重しつつも、実際の行動におい

てはより実効性が期待できたレーガン和平提案をより重視した。すなわち、独立パレスチ

ナ国家を直ちに樹立するというフェズ和平提案ではなく、ヨルダンと連携した形でヨルダ

ン川西岸とガザ地区に自治政府を形成するというレーガン和平提案が示した道を目指し

た。PLO とヨルダンは交渉を重ね、1985 年 2 月にパレスチナ人はヨルダンと国家連合を

形成することで合意した。しかし、PLO は依然としてアメリカが求めたイスラエルの生

存権の承認などを拒否したため、アメリカは PLO を交渉相手と認めなかった。 

1987 年 11 月にアンマンで開催されたアラブ連盟首脳会議では、イラン・イラク戦争が

最も主要な議題となった。その年の初めからイランはイラクに対して大攻勢を仕掛け、イ

ラクは窮地に立たされていた。イラクや湾岸諸国は、高まるイランの脅威に対抗するた

め、エジプトをアラブ連盟に呼び戻すことが必要であると判断し62、アラブ連盟加盟国は

個別にエジプトとの国交回復を判断できることとなった63。こうして、アラブ諸国はイス

ラエルと平和条約を結んだエジプトはアラブ連盟に復帰させることにした64。 

 イラン・イラク戦争の激化によってパレスチナ問題に関するアラブ諸国の関心は低下

し、そうした無関心がパレスチナ人の自立的なイスラエルに対する抵抗運動を促した。

1987 年 12 月 6 日のイスラエル軍の大型トラックとパレスチナ人労働者が乗った車の交通

事故をきっかけに、パレスチナ人によるイスラエルへの一斉蜂起である第一次インティフ

ァーダが勃発した。1988 年 1 月にファハド国王とエジプトのムバーラク大統領は、共同
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して蜂起するパレスチナ人への支持を訴え、2 月にはサウディアラビア内閣が、パレスチ

ナ人に対するイスラエルの攻撃を非難した65。6 月にアラブ諸国は緊急アラブ首脳会議を

アルジェで開催し、インティファーダで戦うヨルダン川西岸・ガザ地区の住民への全面的

な支援を約束したが66、アラブの大義のために石油資源を用いるような態度は示さなかっ

た。8 月にイラン・イラク戦争が終結すると、アラブ諸国の関心はインティファーダへ向

き合いやすくなり、1989 年 5 月にモロッコで開催されたアラブ首脳会議では、イスラエ

ルと対峙するために「アラブの資源」を動員することも厭わないという決議を採択した

67。 

第一次インティファーダによって、もはやヨルダン川西岸を統治することが不可能で

あると判断したヨルダンのフサイン国王は、1988 年 7 月にヨルダン川西岸との法的・行

政的関係を絶つと宣言し、11 月にアルジェで開催された PNC は国連総会決議 181 号を根

拠にパレスチナ国家の独立を宣言した。さらに、PLO は 12 月に国連安保理決議 242 号、

338 号を受諾し、イスラエルの生存権を承認し、あらゆる形態のテロを放棄すると宣言

し、アメリカが PLO と交渉する前提として求めていた 3 条件をすべて受け入れた68。さ

らに、1989 年 5 月には、PLO の憲法にあたるパレスチナ民族憲章のうち、全パレスチナ

に民主的な国家を樹立するという部分が無効であると宣言し、イスラエルとの共存を憲章

上も可能にした。このように、PLO はそれまでのイスラエルとの対決姿勢を改め、アメ

リカに交渉相手として認識されるよう努力した。しかし、同年 10 月にベーカー米国防長

官は「パレスチナ人はエジプトを介して中東和平に関与する必要がある」と述べ、まだ

PLO を交渉相手とは認めようとしなかった69。 

 

第三節 アラブ和平イニシアティブ 

 

（1）中東和平プロセスとサウディアラビア 

 

1990 年 8 月 2 日にイラクがクウェートに侵攻し、湾岸危機が勃発した。その前年にア

ラブ連盟に復帰したエジプトは、8 月 10 日にカイロで緊急のアラブ首脳会議を開催し、

サウディアラビアをイラク軍の侵略から守るために加盟国の軍隊を派遣すべきであるとい

う決議案を審議した。この決議案をサウディアラビア、クウェート、エジプト、シリアな

どが支持し、イラク、リビア、PLO などが反対した70。8 月 12 日にフサイン大統領は、
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「地域におけるすべての占領の事案が同時に解決されること」を提案し、イスラエルのパ

レスチナからの撤退と、自国のクウェートからの撤退が同時に達成されるべきであると主

張した71。これはパレスチナを解放すべきであるというアラブ人の心理を巧みに突いたも

のであり、これによってイラクはアラブ世論を味方につけようとした。  

イラク軍の脅威が目前に迫ったサウディアラビアは、アメリカの要請に従い、湾岸危

機後すぐに何十万人以上の米軍をはじめとした多国籍軍の自国への駐留を許可した72。そ

して、国連安保理は 1990 年 11 月にイラクにクウェートからの無条件撤退を求めた決議

678 号を採択し、1991 年 1 月 17 日にアメリカを中心とした多国籍軍がイラクへの空爆を

開始し、湾岸戦争が勃発した。2 月 24 日からは多国籍軍がクウェートに入り、イラク軍

を敗走させた上で 2 月 27 日にブッシュ（G. H. W. Bush）大統領は停戦を発表した。イラ

クは湾岸戦争中にイスラエルにミサイルを打ち込み、湾岸戦争をアラブ・イスラエル間の

対立の構図に変えようとしたが、イスラエルはこの時反撃を控え、また多国籍軍に参加し

たアラブ諸国もイラクと対峙する姿勢を変えなかったため、イラクの試みは失敗に終わっ

た。 

 湾岸危機時に PLO のアラファート議長がイラク支持の姿勢を表明したことで、湾岸諸

国と PLO 関係が悪化した。サウディアラビアはそれまで PLO に提供していた毎年 7,200

万ドルの財政援助を取り消し73、クウェートも解放後に 45 万人ものパレスチナ人を国外

退去させた。その一方で、サウディアラビアは湾岸戦争で同国に協力した国々との関係を

好転させ、多国籍軍に参加したエジプトに対しては湾岸危機中の 1990 年 12 月に 15 億ド

ルの財政援助を約束した74。 

 湾岸戦争をアラブ・イスラエル間の対立に変えるというフサイン大統領の目論見は失敗

したが、アラブ諸国民の多くがパレスチナの解放と言うアラブの大義を訴えたイラクの主

張に共感したため、国際社会は戦後この現実に向き合わざるを得なくなった。アメリカと

ソ連は 1991 年 10-11 月にスペインのマドリードで中東和平会議を開催し、サウディアラ

ビアもこの会議に参加した75。結局この会議は実を結ばなかったが、その後ノルウェーが

仲介者となってイスラエルと PLO の接触が水面下で行われる。そして 1993 年 8 月 20 日

に両者は「暫定自治に関する諸原則の宣言」に合意した。オスロ合意と呼ばれるこの宣言

の重要な部分は次の通りである。 

 

イスラエル政府とパレスチナ人を代表する PLO チームは…互いの正当で政治的な権



第四章 サウディアラビアと中東和平提案 

163 

 

利を認め合う時が来たことに同意する。…現在の中東和平プロセスにおけるイスラエ

ル・パレスチナ交渉の目的は、5 年間を越えない移行期間にパレスチナ暫定自治政

府、西岸とガザ地区のパレスチナ人のための選ばれた議会を設立することである。…

（恒久的地位に関する）交渉では、エルサレム、難民、入植地、安全保障、国境、他

の隣国との関係、その他両者の利害に関することなどの問題が扱われる76。 

 

この合意は、5 年以内のパレスチナ暫定自治政府を樹立し、最終的（恒久的）地位を交

渉するという点など、キャンプ・デーヴィッド合意の「西岸・ガザ地区」に関する枠組み

を大枠で引き継いだものであったが、イスラエルとパレスチナ側の主体が互いの存在を承

認しあったという点で、キャンプ・デーヴィッド合意と大きく異なっていた。1993 年 9

月 9 日にイスラエルと PLO は相互承認する書簡を交換し、9 月 13 日にはクリントン（W. 

Clinton）大統領の立ち合いのもとホワイトハウスでイスラエルと PLO の署名式が執り行

われた。 

アラブ諸国は、このイスラエルと PLO が相互承認したオスロ合意を、アラブ・イスラ

エル紛争の包括的な和平に向けた一歩として歓迎した。9 月 5-6 日に GCC 諸国はサウデ

ィアラビアのリヤードで外相会議を開催した。そこで発表された声明の重要な部分は次の

通りである。 

 

（湾岸協力）会議は、両者（イスラエルと PLO）の合意を、国連安保理決議 242

号・338 号、土地と和平の交換の原則、エルサレムを始めとしたアラブ領土からのイ

スラエルの完全な撤退、自決権を含めたパレスチナ人の正当な国民的権利の確保、中

東地域の安全保障と安定の確保を踏まえた、パレスチナ問題とアラブ・イスラエル紛

争の公正で永続的で完全な解決のための、最初の一歩として歓迎する77。 

 

 このように、GCC 諸国はエルサレムなどのアラブ領土からのイスラエル軍の撤退とい

った問題が今後の交渉で解決されるべきであると釘を刺しつつも、イスラエルが PLO を

承認したオスロ合意を全体として評価した。9 月 13 日にサウディアラビア内閣も、オス

ロ合意がパレスチナ問題に関する公正で永続的で包括的な解決につながることを期待した

78。9 月 20 日にはカイロでアラブ外相会議が開催され、ここでもオスロ合意が、シリアの

ゴラン高原の返還なども含めた包括的なアラブ・イスラエル紛争解決のための「最初の重
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要な一歩」と捉えた79。サウディアラビアはアメリカが主宰するパレスチナ援助国会議に

参加し、パレスチナ人の生活状況を改善するために 1 億ドルを供与することを決めた80。

こうしてサウディアラビアはアメリカが保証人となったオスロ合意やその後の中東和平プ

ロセスを側面支援する役割を演じた。 

 1994 年 5 月にイスラエルと PLO は、ガザとエリコからのイスラエル軍の撤退などを定

めたカイロ合意を締結し81、10 月にはヨルダンとイスラエルが平和条約を締結した82。こ

うしたアラブ・イスラエル関係の好転の流れの中で、湾岸諸国ではイスラエルに対するボ

イコットを解除しようとした。9 月に GCC は、イスラエルと取引する企業と貿易するこ

とを禁じる第二次ボイコット、ブラックリスト入りしている企業と取引している企業と貿

易することを禁じる第三次ボイコットの解除を発表した。この GCC の動きの背景には、

湾岸諸国と密接な経済関係にあるアメリカの議会がこれら諸国に対イスラエル・ボイコッ

トを解除するよう働きかけたことが背景にあった83。しかし、アラブ連盟はこの GCC の

決定が連盟の政策に対する越権行為であるとして批判した。 

1995 年 9 月にイスラエルと PLO は、ラーマッラーなどヨルダン川西岸の 6 都市からの

イスラエル軍の撤退などを定めた「西岸とガザ地区に関するイスラエル・パレスチナ暫定

協定」（オスロ II 合意）を締結した84。しかし、1996 年 6 月にイスラエルで対パレスチナ

強硬派のネタニヤーフ（B. Netanyahu）政権が成立すると、中東和平プロセスは大きな停

滞を余儀なくされた。サウディアラビアのファハド国王はクリントン大統領に対し、イス

ラエルが中東和平プロセスを凍結すれば、湾岸諸国とイスラエルとの国交正常化も停止す

ると警告した85。イスラーム会議機構は、1997 年 3 月にイスラマバードで臨時総会を開催

し、東エルサレムの入植地問題で崩壊寸前の危機に直面している中東和平プロセスの現況

を憂慮し、イスラエルに対してオスロ合意を遵守するよう強く要求する宣言を採択した

86。 

 

（2）アラブ和平イニシアティブ（2002 年） 

 

 2000 年 7 月にクリントン政権は中東和平プロセスを立て直すため、イスラエルのバラ

ック（E. Barak）首相と PLO のアラファート議長をキャンプ・デーヴィッドに招いた。し

かし、両者の会談はエルサレムの最終的な地位などをめぐって妥協点が見つけられず、決

裂した。こうした中、9 月にはイスラエルのリクード党党首のシャロン（A. Sharon）がア
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ル＝アクサー・モスクなどがあるイスラームの聖域ハラム・シャリーフを訪問し、第二次

インティファーダと呼ばれるパレスチナ人の一斉蜂起が発生した。これを受け、アラブ諸

国は 10 月にカイロで緊急首脳会議を開催し、サウディアラビアのアブドゥッラー皇太子

は「中東和平プロセスのスポンサーであるアメリカは、同プロセスが直面している崩壊に

特別な責任がある」と発言し、アメリカを非難した87。そして、このパレスチナ情勢に関

する不満から、2001 年 1 月に就任したブッシュ（G. W. Bush）大統領から受け取った訪米

の招待をアブドゥッラー皇太子は断った。8 月に皇太子は大統領に手紙を送り、アメリカ

が親イスラエル的な姿勢を改めなければ、米サ関係が深刻に決裂する可能性があると警告

した88。 

 2001 年 9 月 11 日に米同時多発テロ（9・11 事件）が発生しても、しばらくの間サウデ

ィアラビアの王族はアメリカへの非難を緩めなかった。例えば、投資家のワリード（Al-

Walīd Ṭ.）王子は、10 月にニューヨークで開かれた式典で、「アメリカ政府はその中東政

策を再考し、パレスチナの大義に対してよりバランスの取れた立場を取るべきである」と

発言した89。アブドゥッラー皇太子も 10 月に国内の宗教指導者を前に対米強硬姿勢を繰

り返し、「いまはアメリカとサウディアラビアがそれぞれの異なる国益を見据える時だ」

と語った90。サウード外相も 11 月に、アラブ・イスラエル紛争に対するブッシュ政権の

政策を「正気な者をも狂気に追いやる」と非難した91。 

しかし、米同時多発テロの実行犯 19 人中 15 人がサウディアラビア国籍で、さらにそ

の首謀者であるビン・ラーディンがサウディアラビア生まれであったことから、アメリカ

人のサウディアラビアを見る目は急激に悪化した。例えば、リーバーマン（J. 

Lieberman）上院議員は 10 月のテレビ番組で「サウディアラビアとエジプトを含めた我々

の同盟国は、我々の側にいるのかいないのか決断しなければならない」と語り、サウディ

アラビアとの「同盟」関係の解消も米政府は視野に入れるべきであると主張した92。ま

た、『ニューヨーク・タイムズ』紙には、サウディアラビアとの関係の再考を促す記事

や、サウディアラビアの学校が過激主義を広めているという記事も表れた93。 

このように、米同時多発テロ後しばらく米サ間の感情的な応酬が見られたが、サウデ

ィアラビアに安全保障の要であるアメリカとの関係を悪化させる余裕はなかった。イラク

は 1991 年の湾岸戦争でクウェートから撤退したが、依然としてフセイン大統領が政権の

座にあり、サウディアラビア等に対して湾岸戦争の報復をするという強い動機と、35 万

人もの陸軍をはじめとした強力な軍隊を有していた。それに対してサウディアラビアの陸
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軍は 7 万 5000 人に過ぎず、アメリカの支援がなければイラクのサウディアラビアの油田

地帯への侵攻を許してしまう規模であった94。他方、イランとの関係は、政治指導者の相

互訪問などを通じてかなり改善されていたが、同国は潜在的な脅威であり続けた。当時、

サウディアラビアには数千人規模のアメリカ軍が駐留していたが、彼らの存在がイラクと

いう脅威がなくなるまでは自国の安全保障上不可欠であると考えた。  

こうした脅威に対抗できる安全保障上の協力関係を維持するため、アブドゥッラー皇

太子は、徐々にアメリカとの関係改善の方向に舵を切り始めた。2002 年 1 月 29 日に皇太

子は米同時多発テロ事件を実行したビン・ラーディンの信奉者らを「逸脱者」と呼んで非

難した95。そして、対米関係をさらに改善するため、サウディアラビアがアラブ・イスラ

エル紛争の解決に積極的な姿勢を国際社会に向けてアピールすることも有効であると考え

た96。2002 年 2 月 17 日にアブドゥッラー皇太子は『ニューヨーク・タイムズ』紙のフリ

ードマン（T. Friedman）記者のインタビューに応じ、そこでフリードマンは、1 カ月後に

控えたアラブ首脳会議で、アラブ諸国が次のような中東和平提案を国際社会に対して発表

したらどうかと皇太子に打診した。 

 

イスラエルが 1967 年 6 月 4 日の境界線まで完全に撤退し、パレスチナ国家が樹立さ

れることと引き換えに、アラブ連盟の 22 の加盟国はイスラエルとの完全な外交関係

を樹立し、貿易を正常化し、安全を保障する。国連安保理決議 242 号に基づく完全な

撤退と、イスラエルとアラブ世界全体の完全な和平である。いかがだろう？ 

 

 すると、アブドゥッラー皇太子は次のように応えた。 

 

あなたは私の机の中を見たのか？…なぜなら、それはまさに私の頭の中にあった考え

だからである。つまり、国連決議に則ったエルサレムを含めたすべての占領地からの

撤退と引き換えに（アラブ諸国とイスラエルが）関係を完全に正常化するということ

である。私はその線で演説原稿を既に起草した。…しかし、シャロンが前例のない水

準で武力を用い、抑圧したので、私はその演説をするか考え直している。…私はイス

ラエル国民に、アラブ諸国は彼らを拒否し、侮辱しないということを伝えたい。しか

し、アラブ人は、彼らの指導者がパレスチナ人に対して行っている非人道的で暴虐的

な行為を拒絶している97。 
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 このように、一定の留保を付けつつも、フリードマンが提案したのと同じ内容の中東和

平案をサウディアラビアが発表しようとしていたと語った。このイスラエル軍の全占領地

からの撤退と引き換えに、アラブ諸国がイスラエルと関係を正常化するという提案は、皇

太子の名前に因んでアブドゥッラー和平イニシアティブと呼ばれた。しかし、イスラエル

政府は 1967 年の第三次中東戦争前の線までの撤退を「イスラエルの安全保障に対する打

撃である」と述べ、これに反対した98。他方、アメリカのブッシュ大統領は 2 月 26 日

に、イスラエルに対する暴力行為とテロ攻撃が止むという条件を付けた上でこのイニシア

ティブへの支持を表明した99。 

アブドゥッラー皇太子は 2002 年 3 月 28 日にベイルートで開催されるアラブ連盟の首

脳会議でこの和平イニシアティブを発表し、アラブ連盟全体の和平イニシアティブとして

採択させようとしたが、その上で障害となった国がシリアであった。シリアはアブドゥッ

ラー和平イニシアティブにあるイスラエルとの関係を「正常化」（normalization）すると

いう表現に難色を示し、より強制力の弱い「正常な」（normal）という単語を用いるよう

要求した。さらに、アラブ側がパレスチナ難民の帰還権を保証する決議と見なした国連総

会決議 194 号に言及するよう求めた100。アブドゥッラー皇太子はこうした要求を受け入

れ、修正した和平イニシアティブをベイルートの首脳会議で発表した。そしてそれがアラ

ブ諸国の支持を獲得し、アラブ和平イニシアティブとして採択された。その重要な部分は

次の通りである。 

 

サウディアラビア王国のアブドゥッラー・ビン・アブドゥルアジーズ皇太子閣下

は、イスラエルに対して、1967 年 6 月以来占領しているすべてのアラブ領土から完

全に撤退して、国連安保理決議 242 号と 338 号を履行…するよう呼びかけた。…アラ

ブ諸国は、 

（1）イスラエルに諸政策を再考し、公正な平和が戦略的選択肢の一つであると宣言

するよう求める。 

（2）イスラエルに対しては、さらに以下を確約するよう呼びかける。  

（a）シリアのゴラン高原を含む、1967 年以降に占領したすべての領土から完全

に撤退し、1967 年 6 月 4 日の線まで退くこと。さらに、いまだに占領を継

続しているレバノン南部の領土からも撤退すること。 
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（b）国連総会決議 194 号にしたがって、パレスチナ人難民問題に関する公正な

解決を達成すること。 

（c）1967 年 6 月 4 日以来占領し続けている、ヨルダン川西岸とガザ地区のパレ

スチナ領に、東エルサレムを首都とするパレスチナの独立国家の樹立を受

け入れること。 

（3）その結果として、アラブ諸国は、 

（a）アラブ・イスラエル紛争の終結について検討し、イスラエルと和平協定を

締結し、地域のすべての国々に安全保障をもたらすことを考慮する。 

（b）包括的な和平という文脈で、イスラエルと正常な関係を樹立する101。 

 

アラブ和平イニシアティブのイスラエルに対する要求事項は、1982 年のフェズ和平提

案をほぼそのまま受け継いでいる。例えば、イスラエルが 1967 年の戦争前の線まで撤退

すること、エルサレムを首都とするパレスチナ国家の樹立を認めること、パレスチナ人難

民の帰還権を認めること、などである。他方、アラブ側の譲歩については大きな変化が見

られる。すなわち、フェズ和平提案では「独立パレスチナ国家を含めた地域のすべての国

家の平和を国連安全保障理事会が保障する」と述べるに留まっているのに対し、アラブ和

平イニシアティブでは「（アラブ諸国が）包括的な和平という文脈で、イスラエルと正常

な関係を樹立する」と述べている。前者がアラブ諸国によるイスラエルの承認をあいまい

にしているのに対し、後者は明確にイスラエルを国家として認めていることが読み取れ

る。このように、アラブ側がイスラエルと正常な関係を樹立する可能性に言及したこと

で、アラブ和平イニシアティブはフェズ和平提案よりもイスラエルに妥協的な提案となっ

た。 

 しかし、翌日から始まったイスラエル軍によるヨルダン川西岸侵攻により、アラブ和平

イニシアティブは国際社会の注目を集めることができなかった。イスラエルは 29 人の犠

牲者が出たハマース（Ḥamās）によるテロ事件に報復するため、3 月 29 日から本格的に

オスロ II 合意でイスラエル軍が撤退したヨルダン川西岸の諸都市に地上軍を展開し、ラ

ーマッラーにあるパレスチナ自治政府議長府にいたアラファート議長を軟禁状態に置いた

102。アラブ世界は、アメリカのブッシュ大統領がこのイスラエルの進軍を黙認している

と考えた103。そして、イラクのフサイン大統領は 4 月 8 日に「シオニストの侵略は…シオ

ニスト政体と米政権の共同計画のもとに起こっている」と述べてアメリカを糾弾し、30
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日間石油輸出を停止することを決定した104。そして、原油価格を上昇させることで、ア

メリカ経済に悪影響を与えようとした。アラブ世界や中東の民衆はこのイラクの決定に沸

き立ったが、政府レベルではイランやリビアが条件付きで同調する姿勢を見せただけで、

他の産油国はこれに追随しない姿勢を見せた105。 

サウディアラビアのヌアイミー石油相も、4 月 9 日に「サウディアラビアは西側諸国へ

の政治的圧力のために石油を武器として用いることを拒否する」と述べ、イラクのような

行動に出ないと宣言した。サウディアラビアはむしろ原油生産量を増加させ、イラクの石

油禁輸措置によって減少した国際的な原油供給量を補てんし、原油価格が高騰しないよう

にした106。4 月 25 日にはサウディアラビアが「石油武器」の使用を検討しているという

記事が『ニューヨーク・タイムズ』紙に表れたが、駐米サウディアラビア大使館のジュバ

イル（‘Ā. Al-Jubayr）報道官はこれを明確に否定した107。サウディアラビアがイラクの行

動に追随しなかったのは、イラクとの対抗上アメリカとの関係の維持が重要であったとい

う安全保障上の理由の他に、経済的な理由も影響していた。サウディアラビアは原油価格

が低迷した 1983 年から 2000 年まで財政赤字を計上し、2001 年に政府の負債は GDP の

93％にあたる 6,432 億リヤルに達していた108。イスラエルがヨルダン川西岸に侵攻する前

月の WTI（West Texas Intermediate）の原油価格は 32.6 ドル／バレルであり、サウディア

ラビアが抱える財政問題の解決を大いに期待できるほどの価格ではなかった。このよう

に、サウディアラビアは安全保障だけではなく経済的な理由からも石油収入を減らす石油

禁輸措置を発動できる状態になかった。 

 アラブ和平イニシアティブは第二次インティファーダの激化によって日の目を見ること

がなかったが、同イニシアティブをめぐる動きはその 5 年後に再び活性化した。ファハド

国王の逝去によって国王に即位したサウディアラビアのアブドゥッラー国王は、2007 年 2

月に PLO の主要勢力であるファタハとそれと対立するハマースというパレスチナの二つ

の政治勢力を仲介し、両者が挙国一致内閣を発足させることで合意した109。サウディア

ラビアは挙国一致内閣を発足させることで、当時イランやシリアとの関係を深めていたハ

マースを、自国の影響が及びやすい PLO の枠内に置こうとした。そして、2007 年 3 月に

サウディアラビアの首都リヤードで開催されたアラブ首脳会談において、アラブ和平イニ

シアティブを再度採択し110、パレスチナの挙国一致内閣がこのイニシアティブの枠内で

行動するよう期待した。イスラエル外務省は、今回はアラブ和平イニシアティブを一定程

度評価し111、アメリカのブッシュ政権もこれを歓迎した112。パレスチナの諸勢力の中で
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は、イスラーム聖戦などのイスラーム勢力がアラブ和平イニシアティブを拒否したが

113、挙国一致内閣によって自治政府の一員となったハマースはこのイニシアティブに反

対しなかった。このように、サウディアラビアはハマースをアラブ和平イニシアティブの

枠内に収めることで、その対イスラエル強硬姿勢を抑えようとした。しかし、ハマースが

2007 年 6 月にガザ地区を単独で実効支配下に置いたことに伴って挙国一致内閣が崩壊

し、サウディアラビアの努力は水の泡となった。  

 

（3）サウディアラビア社会の反応 

 

 1990 年代以降には、サウディアラビア社会のアラブ・イスラエル紛争に関する態度も

垣間見れるようになった。1991 年の湾岸戦争時には、米軍の駐留を認めたサウディアラ

ビアの政治指導者に多くの国民が不満を持った。サウディアラビアの体制派の宗教指導者

の代表格であるビン・バーズ（‘A. bin Bāz）最高ウラマー会議議長は、米軍の駐留を許可

するファトワーを発したが、これに対し国内の多くの宗教指導者が異教徒をサウディアラ

ビアに駐留させるべきではないと考え反発した。中でも、ハワーリー（Safar al-Hawālī）

やアウダ（オウダ、Salmān al-‘Awda）などの改革派の宗教指導者を中心とした 52 人は、

1991 年 5 月に請願書という政府に対する要望を記した 1 頁の文書をファハド国王に提出

した。その内容の多くは内政に関わるものであったが、中にはサウディアラビアの対外政

策に関わるものも含まれていた。例えば、「対外政策の展開はウンマの利益を守るためで

あり、イスラーム法に違反するものと同盟を結ぶことを避け、ムスリムの大義を掲げる…

ものである」という記述があり114、サウディアラビア政府がムスリムを支援すべきであ

るという彼らの主張が読み取れる。 

1992 年 7 月には、アウダ、カルニー（‘Ā’iḍ al-Qarnī）、ファキーフ（Sa‘ad al-Faqīh）な

どの宗教指導者を中心とした 400 人以上が、忠言覚書という文書をファハド国王に提出

し、ハワーリーもこれを支持した。忠言覚書の分量は請願書よりも多い 45 頁であり、項

目の範囲も宗教、政治、財政、軍事、対外関係など多岐にわたった。それぞれの項目で

は、サウディアラビア政府の政策が、彼らの考えるあるべき姿といかに隔離しているとい

う点が詳述されている。この文書のアラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの

政策に関連する記述を抜粋すると、次のようになる。 
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（サウディアラビア政府は）何十億ドルもの資金を不信仰国（異教徒の国）または世

俗的な政府に、…供与または貸与の形で支払っている。そうした例としては次のよう

なものがある。…アラブ・イスラエル和平会議への財政支援。…国家が統一されて国

内の安定が確保されて以来、（サウディアラビアの）軍隊がヨルダンで敵ユダヤ人と

対峙した短い期間を除き、軍隊は神の唯一性や抑圧されたムスリムへの支援を呼びか

けるジハードの役割を担っていないように思われる。…（サウディアラビアは）王国

（自国）の政策とイスラームへの敵意につながる西側諸国の政府の利益が矛盾しない

ようにすることに熱心である。このことは、ユダヤ人との和平を急ぐという決定を含

め、アメリカとほとんど態度を一致させていることからも明らかである115。 

 

 このように、忠言覚書はアラブ・イスラエル間の和平会議を批判し、そこに財政支援す

ることによってアメリカの中東和平プロセスを支えているサウディアラビア政府の方針を

批判した。また、サウディアラビア軍は本来抑圧されたムスリムを守るためにあるにも関

わらず、現実はそうではないと述べた。さらに、サウディアラビア政府がアラブ・イスラ

エル紛争に関してアメリカの政策に従順な立場を取っていることを厳しく批判した。ファ

ハド国王は忠言覚書の受け取りを拒否し、これを支持したとして最高ウラマー会議の長老

10 人中 7 人を解任した。サウディアラビア政府は、こうした反体制的な政治文書を作成

した中心人物であるハワーリーやアウダを 1993 年 10 月に公職追放し、翌年 9 月には逮捕

した。こうして政府の締め付けが強くなり、請願書や忠言覚書で顕在化したサウディアラ

ビアの改革派の宗教指導者の運動は次第に沈静化していった。 

サウディアラビアの体制派の宗教指導者は、政府によるオスロ合意以降の中東和平プ

ロセスへの支援も正当化した。1994 年 12 月にサウディアラビアの最高宗教権威であるビ

ン・バーズ総ムフティーは、アラブ諸国の指導者がもしアラブ・イスラーム世界の利益に

適うのであればイスラエルと和平を結ぶことを許可するというファトワーを発した。さら

に 1995 年 1 月に総ムフティーは、イスラエルとの和平が許されるのは現在ムスリムの力

の方が弱いからであり、「もしムスリムの力が上回ったならば、ムスリムの土地を占領す

るユダヤ人や不信仰者と戦うことは義務である」と付け加えた116。これに対し、サウデ

ィアラビアの改革派の宗教指導者にも影響力を有し、カタルに拠点を置く宗教指導者であ

るカラダーウィー（Y. al-Qaraḍāwī）は、このビン・バーズ総ムフティーのファトワーに

異議を唱え、イスラエルと和平を結ぶことは禁じられた行為（ハラーム、ḥarām）である
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と主張した117。 

 2000 年から始まった第二次インティファーダは、サウディアラビアの社会に大きな影

響を与えた118。サウディアラビア人を含めたアラブ諸国民は、アメリカのブッシュ政権

が第二次インティファーダにおいてイスラエルを支援していると考え、反米感情が高まっ

た。米同時多発テロが発生すると、アメリカがイスラーム世界の苦難の元凶であると主張

するビン・ラーディンの主張に耳を傾けるアラブ人も多く表れた。イスラエル軍がラーマ

ッラーの議長府を占拠していた 2002 年 4 月 20 日には、サウディアラビアの新聞記者や前

内務省次官ら知識人 113 名が、パレスチナを再占領するイスラエルとそれを支援するアメ

リカこそが「悪の枢軸」であるとする声明を発表した119。アラブ・アメリカ研究所が実

施した調査によると、サウディアラビアのアメリカへの好感度は、第二次インティファー

ダ、アフガニスタン戦争、イラク戦争といったアメリカが直接的または間接的に関与した

紛争の影響から、非常に低く推移した（図 8）。このように、2000 年代にサウディアラビ

ア政府はアラブ和平イニシアティブによってアメリカとの歩み寄りを志向した一方、一般

社会のレベルではアメリカとの距離がますます開いていった。 

 

図 8．サウディアラビア国民の対米意識（2002-2011 年） 

 

 

第四節 結語 

  

 本章は、1981 年のファハド和平提案と 2002 年のアラブ和平イニシアティブというサウ
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ディアラビアが発表した二つの中東和平提案を検討した。第二節では、ファハド和平提案

について議論した。先行研究の中には、あたかもアメリカからの武器を購入して自国の安

全保障環境を改善するために、サウディアラビアが同提案を発表したと論じるものもあっ

たが、これはやや行き過ぎた見方であることがわかった。なぜなら、この提案がイスラエ

ルに求めた内容はイスラエルにとって厳しいものであり、アメリカ議会に大きな影響力を

有するイスラエル・ロビーに好意的に受け入れられる内容ではなかったからである。その

ため、サウディアラビアへの AWACS の売却を推進したレーガン大統領でさえ米議会での

審議中にファハド和平提案に言及しなかった。このように、ファハド和平提案は AWACS

購入という目的を達成する手段としてはそれほど効果がなかった。もしサウディアラビア

がアラブ・イスラエル紛争に関する政策決定において、アメリカからの武器輸入を最も重

視していたのであれば、単にアメリカが推進するキャンプ・デーヴィッド合意を支持すれ

ばよかった。しかし、それにもかかわらず、ファハド和平提案という対案を発表したの

は、アメリカからの武器購入以外の要素が働いていたからに他ならない。 

 次に、ファハド皇太子が親米的であったからファハド和平提案が発表されたという先行

研究の見方もあまり適切でないことがわかった。なぜなら、ファハド和平提案に関してサ

ウディアラビアの「親米派」と「親アラブ派」の王族の間ではそれほど大きな態度の違い

が見られなかったからである。「親アラブ派」と見られたハーリド国王が 1981 年 1 月に米

大統領に送付した書簡は、イスラエルに対する譲歩に触れていなかったものの、基本的に

ファハド和平提案の骨格となる考えを表明したものであった。また、同じく「親アラブ

派」と見られたアブドゥッラー国家警備隊長官は、ファハド和平提案の 3 カ月後に、中東

地域のすべての国家が平和的に生存するのはイスラエルがアラブ側に譲歩した後であると

主張したが、この見解もファハド和平提案に反対したものというより、同提案を支持した

うえで補足説明を加えたものだと捉えるのが自然である。このように、「親アラブ派」と

見られたハーリド国王やアブドゥッラー国家警備隊長官でさえ、「親米派」と見られたフ

ァハド皇太子とさほど異ならない立場を取っており、両者とファハド皇太子がこの問題を

めぐって鋭く対立していたという見方はやや現実からかい離しているように思われる。 

 サウディアラビアがファハド和平提案を発表したより重要な理由は、第一にロングが指

摘したように、サウディアラビアがキャンプ・デーヴィッド合意のパレスチナ問題に関す

る規定が不十分であると感じ、今一度アラブ諸国のアラブ・イスラエル紛争に関する立場

を明確にしておきたいという意思が高まったことにあった。サウディアラビアは、キャン
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プ・デーヴィッド合意が同じアラブ人であるパレスチナ人の権利と土地を回復させるのに

不十分な内容であると主張していた。キャンプ・デーヴィッド合意に対する不満は、1980

年 7 月にイスラエルがエルサレムを自国領土に組み込んだことで高まり、サウディアラビ

アは自らの立場を明確にする必要を感じた。イスラエルによるエルサレム支配という問題

は、アラブ・イスラエル紛争の争点の中でもサウディアラビアや同国が主導するイスラー

ム会議機構が最も大きな関心を寄せる争点であり、ファハド和平提案はそうしたイスラー

ムの規範上容認することができない事態に対する反発を表明したものであった。 

 第二に、サウディアラビアはファハド和平提案を発表することによって良好な対米関係

の維持とアラブ域内政治での主導権の確保を同時に達成しようとしていた。既に論じたよ

うに、確かにファハド和平提案はアメリカのサウディアラビアに対する武器売却環境を劇

的に改善する効果はなかったが、その後レーガン大統領が同提案を評価したことからもわ

かるように、長期的に見ればアラブ・イスラエル紛争に関してサウディアラビアがアメリ

カに一定程度歩み寄ったことを示す合図になった。他方、サウディアラビアは PLO に対

してはアメリカとの仲介の労を取り、またシリアに対してはファハド和平提案の内容の修

正に応じ、同提案に対するアラブ諸国の支持を徐々に獲得していった。このように、ファ

ハド和平提案はアメリカとの長期的な良好な関係を維持するのに貢献しただけではなく、

自国に対する潜在的な脅威になりうる他のアラブ諸国の支持を獲得する契機にもなったの

であった。 

 第三節では、アラブ和平イニシアティブが発表された背景を検討した。先行研究は、サ

ウディアラビアが米同時多発テロによって傷ついたアメリカのサウディアラビアに対する

イメージを改善するため、アラブ和平イニシアティブを発表したと説明したが、本節でも

この説が妥当であることが確認できた。それに加え、本節ではなぜサウディアラビアが当

時アメリカによるイメージを改善する必要があったかを明らかにできた。サウディアラビ

アは当時イラクの脅威に直面していたため、安全保障の要であるアメリカとの関係悪化を

避けねばならない状況にあった。イラクは湾岸戦争で敗れても依然としてサウディアラビ

アの脅威であり、フサイン大統領は何かの機会に乗じてサウディアラビアを攻撃する動機

を十分に持っていた。アメリカでは一部の議員がサウディアラビアとの「同盟」関係の解

消も辞さないような態度を示し、サウディアラビアはアメリカにおけるイメージ改善に取

り組む必要があった。サウディアラビア国内には、イスラームの規範と相反する行動を取

るアメリカと同調しないよう求める勢力がおり、また 2000 年代のサウディアラビア国民
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の対米感情は非常に悪かったが、アブドゥッラー皇太子はこうした社会的圧力よりもアメ

リカとの協調を優先させた。こうして、皇太子は米同時多発テロによって関係が悪化した

アメリカから引き続き安全保障上の協力を得るため、ファハド和平提案よりも譲歩した内

容のアラブ和平イニシアティブを発表した。 
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ディアラビア・クウェート・エジプト・シリア閣僚の声明」『アラブ・パレスチナ文書

1976 年版』パレスチナ研究所）. 次の英訳も参考にした。“Communiqué Issued After a 

Meeting between Prime Ministers of Egypt, Kuwait, Saudi Arabia and Syria,” 24 June 1976, in 

Jorgen S. Nielsen (ed.), International Documents on Palestine 1976 (Beirut: The Institute for 

Palestine Studies, 1978), pp. 435-436. 
12 その代わり、エジプトはシリアによるレバノン介入に対する批判を取り下げた。  
13 1973 年 9 月にアルジェリアで開催された非同盟諸国首脳会議は、PLO が「パレスチナ

人民と彼らの正統な闘争を代表する」と宣言した。1974 年 2 月のイスラーム諸国首脳会

議や 10 月のアラブ連盟首脳会議も、PLO が「パレスチナ人の唯一正当な代表」と決議し

た。さらに、同年 11 月に PLO は国連総会のオブザーバー資格も獲得した。  
14 “Press Conference Statements by US Secretary of State Kissinger Denying Direct Contacts 

with the PLO and Commenting on Prospects for a Geneva Meeting,” 22 June 1976, in Nielsen 

(ed.), International Documents on Palestine 1976 , p. 279. 
15 “Press Interview Statements by Foreign Secretary Prince Saud of Saudi  Arabia Stressing the 

                                                        



第四章 サウディアラビアと中東和平提案 

176 

 

                                                                                                                                                                          

Importance of Talks between the US and the Palestinians,” 9 August 1977, in International 

Documents on Palestine 1977 (Beirut: The Institute for Palestine Studies, 1979), p. 386.  
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1980, in Al-Wathā’iq al-Filasṭīnīya al-‘Arabīya li-‘Ām 1980 (Beirut: Mu’assasa al-Dirāsāt al-
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Qaḍāyā ‘Arabīya Ukhrā,” 9 June 1988, in Yawmīyāt wa Wathā’iq al-Waḥda al-‘Arabīya 1988 

(Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-‘Arabīya, 1989), pp. 566-571（「占領地におけるパレスチ
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8 April 2002, http://www.middle-east-online.com/?id=3389 (accessed on 25 October 2015)（「ア

ラブ共同体に向けたサッダーム・フサイン・イラク大統領の演説本文」） . 次の英訳も参

考にした。“Saddam Announces Oil Stoppage: Text,” BBC, 8 April 2002.  
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‘Irāqī,” Al-Quds al-‘Arabī (London), 23 April 2002（「イラクの禁輸による不足分の補てんを

誓約することでサウディアラビアは石油価格を引き下げる」）. 
107 Elisabeth Bumiller, “Saudi Tells Bush U.S. Must Temper Backing of Israel,” The New York 

Times, 26 April 2002. 
108 Saudi Arabian Monetary Agency, Annual Report 1424 (2003) (2004), pp. 36, 165. 
109 “Nidā’ li-l-Malik ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-‘Azīz Yada‘ū fī-hi al-Afriqā’ al-Filasṭīniyīn ilā Liqā’ 
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第四章 サウディアラビアと中東和平提案 

182 
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 本研究は、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策が、アラブの大義

と対米依存という同国を取り巻く二つの重要な要請の狭間で、いかに形成されたかという

点を考察した。序章で述べた通り、アラブ・イスラエル紛争やサウディアラビア政治史に

関する代表的な研究は、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策がどの

ような目的によって形成されたか、また同政策が第二次世界大戦後から 2000 年代までに

どのように変化してきたのか、そして同政策がアラブ・イスラエル紛争の展開にどのよう

な影響を与えたかという点を十分に議論してこなかった。本章ではまずこれら三つの問い

に答えたい。そして、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策が、アラ

ブの大義と対米依存の葛藤の中で形成されつつも、両者の折り合いがつかなかった時には

どちらをより重視してきたかという点を明らかにする。最後に、この政策を実施してきた

歴代のサウディアラビアの最高権力者の周辺にいた一部の主体は、この紛争に対してどの

ような態度を取ってきたのかという点を振り返り、本研究の議論を締めくくりたい。 

 第一に、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策の目的に関して、本

研究では安全保障、経済的利益、アラブ意識、イスラームという四つの視点から説明して

きた（表 6）。アラブ意識とイスラームという国家を越えたアイデンティティは、本研究

が扱ったすべての時期において、サウディアラビアがアラブ・イスラエル紛争に関与する

動機として重要であった。第一章で論じたように、イスラエル建国期にアブドゥルアジー

ズ国王はパレスチナの土地が自国民と同じアラブ人の土地であると認識し、ユダヤ人には

その土地を所有する権利がないと考えた。また、第二章第二節で論じたように、イスラエ

ルがエジプトに進軍した第二次中東戦争の時も、サウディアラビアはそれを神聖なアラブ

の土地に対するユダヤ人の侵略と捉えた。そして、第二章第三節で論じたように、サウデ

ィアラビアは第三次中東戦争でイスラエルが支配地域をヨルダン川西岸、ガザ地区、シナ

イ半島、ゴラン高原という「アラブの領土」に広げたことに衝撃を受け、それが対米英石

油禁輸措置を発動する主要な要因となった。このように、サウディアラビアのアラブ意識

は、第三次中東戦争でイスラエルに占領された土地にまで及んでいた。 

 また、第三次中東戦争でイスラームの聖地エルサレムをイスラエルが占領したことで、

イスラームもサウディアラビアのアラブ・イスラエル紛争に関する政策の有力な原動力と

なった。サウディアラビアはエルサレムの解放を訴えるイスラーム会議機構の設立に尽力
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し、さらに第二章第四節で論じたように、第三次中東戦争時にイスラエルに占領された土

地の中でも、エルサレムの解放に最も高い優先順位を置いた。エジプトがイスラエルと平

和条約を結ぶことでアラブ諸国の対イスラエル戦線から離脱すると、サウディアラビアは

いっそうアラブ意識よりもイスラームに重きを置くようになった。例えば、1981 年にフ

ァハド和平提案を発表した動機の大きな部分は、第四章第二節で論じたように、イスラエ

ルがエルサレムを自国の首都と定めて既成事実化を進めようとすることに対する反発であ

った。イスラームの信仰上重要な位置を占めるエルサレムをイスラエルの支配から解放す

るという願望は、もちろん未だに達成されておらず、今後もイスラームはサウディアラビ

アがアラブ・イスラエル紛争に関与していく動機であり続けるだろう。 

 このように、アラブの土地とイスラームの聖地であるエルサレムを解放するという思い

が、サウディアラビアのアラブ・イスラエル紛争に関与する原動力となってきたが、そう

した思いは同国の安全保障や経済的利益を損なってまで達成すべき目標ではなかった。第

一章で論じたように、イスラエル建国時にアブドゥルアジーズ国王はアメリカの親シオニ

スト政策に不満を表明したが、アメリカとの安全保障・経済関係を損なうことを恐れ、同

国の石油会社と結んだ石油利権契約を破棄するような無謀な手段は採用しなかった。ま

た、第三章で論じたように、第四次中東戦争時にサウディアラビアは他のアラブ諸国とと

もに対米石油禁輸措置を発動したが、アメリカがサウディアラビアへの軍事侵攻を示唆す

ると、同国はこの措置を解除する条件を引き下げた。そして、第四章第三節で論じたよう

に、2001 年に米同時多発テロ事件によって米サ関係が悪化した時には、フェズ和平提案

よりもイスラエルに妥協的なアラブ和平イニシアティブを発表し、アメリカの歓心を得よ

うとした。もちろんアラブ和平イニシアティブは、エルサレムの地位をはじめアラブ意識

やイスラームの観点から譲れない部分については譲っていない。しかし、アラブ・イスラ

エル紛争に関するサウディアラビアの政策が、しばしば同国の安全保障環境を良好に保つ

という目的のために形成されたという点は、本研究の考察によって十分に明らかになっ

た。 

 他方、経済的利益または財政という視点は、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディ

アラビアの政策の手段を考察する上で重要な要素であった。サウディアラビアは第二次中

東戦争、第三次中東戦争、第四次中東戦争と過去三回にわたって石油を政治的な武器とし

て用いてきたが、第二章第三節で論じたように、財政事情が悪かった第三次中東戦争時の

対米英石油禁輸措置は 3 カ月間と比較的短命に終わった。他方、第二章第二節と第四章で
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論じたように、米石油会社 ARAMCO や米政府からの経済支援が期待できた第二次中東戦

争時や、原油価格が高騰していた第四次中東戦争時は、石油禁輸措置による石油収入の減

少を心配する必要はなかった。また、2002 年 4 月にイスラエル軍のヨルダン川西岸侵攻

によって第二次インティファーダが最も激化した時、サウディアラビアはイスラエルと近

い関係にあったアメリカに対して石油を武器として用いなかったが、その背景の一部も経

済的利益から説明することができる。すなわち、第四章第三節で論じたように、当時のサ

ウディアラビアは多額の負債を抱えており、とても石油を武器として使う経済的余裕はな

かった。このように、経済的利益または財政という視点は、サウディアラビアが石油を政

策の手段としてどれほど用いることができるか考察する上で重要な視点であった。 

 第二に、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策がどのように変化し

たかという点である。上述の通り、アブドゥルアジーズ国王はパレスチナにユダヤ人の国

家が出現することを認めなかった。しかし、1947 年に建国を宣言したイスラエルは 1950-

60 年代を通じて軍事強国へと変貌していく。これを受けてサウード国王は、第二章第三

節で論じたように、イスラエルという国家の存在をもちろん公には認めなかったが、次第

に「歴史的な事実」として認めざるをえないという諦めにも近い考えを抱くようになっ

た。しかし、サウディアラビアの対イスラエル認識をより根本的に変えたのは第三次中東

戦争である。この戦争後、アラブ諸国はハルツーム首脳会議で「三つのノー」というイス

ラエルを認めない原則を採択したが、第二章第四節で論じたように、サウディアラビアは

この戦争前の領域内であれば、イスラエルの存在を事実上認めても構わないという考える

ようになった。そして、第四章で論じたように、その考えが暗示的に示されたのが 1981

年のファハド和平提案であり、それが明示的に示されたのが 2002 年のアラブ和平イニシ

アティブであった。このように、イスラエルの領土拡張と軍事強国化に伴い、サウディア

ラビアはパレスチナにおけるユダヤ人の国家を一切認めないという立場から、第三次中東

戦争前の領域であればイスラエルを認めるという立場に、60 年近い年月をかけて徐々に

変化していった。 

 第三に、アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策が同紛争にどのよう

な影響を与えたかという点である。まず、サウディアラビアは同紛争のアラブ側の主体に

大きな影響を与えた。第三章で論じたように、第四次中東戦争前、サウディアラビアはエ

ジプトがソ連の影響下から離れるのを助け、同国が戦後アメリカの主導下でイスラエルと

戦後処理を進める道を切り拓いた。また、サウディアラビアは 1960 年代末から湾岸戦争
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後の一時期を除いて一貫して PLO に資金援助を行い、1980 年代には同組織とアメリカの

接触を仲介しようとした。さらに、第四章で論じたように、サウディアラビアは 1980 年

代以降アラブ連盟の中東和平提案の推進役となった。シリアはアラブ諸国における対イス

ラエル強硬派であったが、サウディアラビアはフェズ和平提案の時もアラブ和平イニシア

ティブの時もシリアにその中身を相談し、中東和平提案を作り出してきた。カダフィー政

権のリビアなどサウディアラビアの中東和平提案に賛成しない国もあったが、異なった意

見を有するアラブ諸国の大半を一つの中東和平提案の元にまとめてきたサウディアラビア

の外交努力は評価されてもよいだろう。  

 また、サウディアラビアはアラブ・イスラエル紛争の間接的な当事者といえるアメリカ

やその他の先進諸国にも影響を与えてきた。サウディアラビアは第三次中東戦争以降、少

なくともイスラエルが同戦争で占領した領土から撤退するべきであるという主張を一貫し

て訴えてきた。そして第三章で論じたように、第四次中東戦争時にはその訴えを石油戦略

と組み合わせて主張したため、当時アラブ諸国からの石油に依存していた欧州諸国や日本

に大きな影響を与え、これらの国々のアラブ・イスラエル紛争への積極的な関与を促すこ

とに成功した。イスラエルに決定的な影響力を有するアメリカの姿勢を変えることは容易

ではなかったが、近年オバマ（B. Obama）政権はアラブ和平イニシアティブが同政権の

中東政策の一部になると表明した1。しかし、イスラエルはヨルダン川西岸を同国の安全

保障上も重要であると考えているため、同地区を含めたすべての第三次中東戦争時に占領

した土地からの撤退を求めるアラブ和平イニシアティブを、そのままの形で受け入れるこ

とは困難であろう。さらに、エルサレム問題や難民問題でもイスラエルの現在の立場とア

ラブ和平イニシアティブは相いれないものと考えられている。このように、サウディアラ

ビアの提案がそのままイスラエルに認められる公算は低いが、それでも欧米諸国や日本に

継続的にアラブの大義を訴えているという意味で、同国はアラブ・イスラエル紛争の重要

な一つの主体となっている。 

 アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策は、アラブの大義と対米依存

という同国を取り巻く二つの重要な要請の狭間で形成されてきた。パレスチナ人の権利の

回復やイスラームの聖地解放といったアラブ世界で根強いスローガンと、親イスラエル政

策を取るアメリカに安全保障を依存する体制の間で、サウディアラビアの政治指導者はど

ちらを優先するか葛藤しつつも、後者をより優先させる政策を採用してきた。例えば、第

一章のイスラエル建国期にサウディアラビアはアラブの大義よりも対米関係をより重視
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し、第二章第三節と第三章で扱った第三次中東戦争と第四次中東戦争の時にも、サウディ

アラビアは対米関係を重視した結果、戦争後に対米石油禁輸措置を解除する方向に舵を切

った。その一方で、第二章第二節で論じた第二次中東戦争時のように、アメリカとサウデ

ィアラビアの思惑が一致し、アラブの大義と対米依存が矛盾しない例外的な時期もあっ

た。また、第四章で論じたように、1980 年代以降はサウディアラビアが中東和平提案を

発表することで、アラブの大義という理想と対米依存という現実を調整しようとしている

時期と捉えることができる。このように、サウディアラビアの政策を実施してきた最高権

力者たちは、パレスチナ人勢力や前線国家を支援すべきだというアラブ世界の要請と、安

全保障面を中心とした自国の対米依存の狭間で葛藤を感じ、なるべく両者が矛盾しないよ

うに努力したが、折り合いがつかない場合には後者を優先させた。 

 しかし、サウディアラビアの歴代の最高権力者の周りには、常に彼らよりもアラブの大

義やイスラームの価値観を重視する主体がいたことも忘れてはならない。第一章で論じた

ように、アブドゥルアジーズ国王は最終的に対米関係を優先させたが、ファイサル王子は

パレスチナ問題のために対米関係断絶も辞さない姿勢を見せた。そのファイサル王子が国

王になると、第二章第三節と第三章で論じたように、アラブ・イスラエル紛争に関してサ

ウディアラビアがアメリカに実施する政策の中では最も強硬な手段であった石油禁輸措置

を第三次中東戦争と第四次中東戦争の二回にわたって発動している。ただし、第四次中東

戦争時には同じ湾岸諸国のクウェートが、ファイサル国王よりもさらにアラブの大義を前

面に出した外交を展開した。また第四章第三節で論じたように、ファハド皇太子やアブド

ゥッラー皇太子は 1980 年代以降に中東和平問題でアメリカと歩調を合わせようとした

が、国内の一部の改革派の宗教指導者はこうしたアメリカ寄りの政府の姿勢を批判した。

このように、アラブ・イスラエル紛争に関する政策を実行する際に、サウディアラビアの

最高権力者は対米関係を重視したが、その周りには常にもっとアラブの大義やイスラーム

の価値観を重視すべきだという主体がいた。したがって、サウディアラビアの最高権力者

は、今後もアラブの大義と対米依存という相反する要素のバランスを取りながら、アラ

ブ・イスラエル紛争に関する政策を実施せざるをえないだろう。 

 

1 Yoav Stern and Barak Ravid, “U.S. Envoy: Arab Peace Initiative Will Be Part of Obama 

Policy,” Haaretz (Tel Aviv), 5 April 2009. 

                                                        



終章 結論 

188 

 

表 6．アラブ・イスラエル紛争に関するサウディアラビアの政策  

安全保障 経済的利益（財政） アラブ意識とイスラーム

［第一章］
イスラエル建国期
（1945-48年）

アメリカのトルーマン政権に親シオニスト
政策を改めるよう外交ルートを用いて求
めた。しかし、アメリカに安全保障と経済
を依存していたため、石油利権の破棄の
ような強硬手段は取らなかった。

ハーシム家のトランスヨルダ
ンやイラクに対抗するため、
アメリカに安全保障を依存し
ようとした。

米石油会社からもたらされる
石油収入（利権料）と、米政
府の援助に財政を依存して
いた。

パレスチナはアラブ人の土
地であり、ユダヤ人にパレス
チナを所有する権利はない
と考えた。

［第二章］
第二次中東戦争
（1956-57年）

同じアラブの国で相互防衛条約も結んで
いたエジプトが、イスラエル・英仏によって
侵攻されたため、英仏との外交関係を断
絶した。さらに両国に対して石油禁輸措
置を発動し、4カ月後に解除した。

イラクやイギリスに対抗するた
め、エジプトやアメリカと協力
した。軍事訓練や武器輸入
に関してはアメリカに依存し
た。

米石油会社からもたらされる
石油収入に財政を依存して
いた。対英仏石油禁輸措置
による石油収入の減少も同
社が補てんした。

イスラエルのエジプト侵攻を
「神聖なアラブの土地に対す
るユダヤ人の侵略」と捉え、
英仏もイスラエルと同一視し
た。

［第二章］
第三次中東戦争
（1967年）

イスラエルを支援したと疑われた米英に
対して石油禁輸措置を発動したが、米英
が無実であることがわかり、また財政事情
も悪化したことから、3カ月後に同措置を

解除した。

イエメンをめぐって対立する
エジプトに対抗するため、軍
事訓練や武器輸入を通じて
アメリカに安全保障を依存し
ていた。

米石油会社からもたらされる
石油収入に財政を依存して
いた。さらに、対米英石油禁
輸措置を発動したことで財政
状況が悪化した。

イスラエルが「アラブの領
土」、特にイスラームの聖地
エルサレムを占領したことに
衝撃を受けた。

［第三章］
第四次中東戦争
（1973-74年）

イスラエルへの軍事援助を発表したアメリ
カに対し石油禁輸措置を発動した。しか
し、アメリカがこの措置に反発し、また中
東和平に取り組む姿勢を見せたことか
ら、5カ月後に同措置を解除した。

アメリカに安全保障を依存し
ていた。しかし、対米石油禁
輸措置を発動するとアメリカ
が反発し、自国の油田地帯
が占領されそうになった。

米石油会社に対する立場が
向上した。また、原油価格が
急上昇しため、石油戦略にも
かかわらず、膨大な石油収
入を得た。

イスラエルが、第三次中東戦
争で占領したアラブの領土、
特にイスラームの聖地エル
サレムから撤退すべきである
と考えた。

［第四章］
ファハド和平提案
（1981年）

キャンプ・デーヴィッド合意がアラブ・イス
ラエル紛争の解決策として不十分である
と感じ、さらに良好な対米関係とアラブ世
界での主導権を同時に達成する必要か
ら、ファハド和平提案を発表した。

アメリカに武器輸入や軍事訓
練を依存し、特にイラン・イラ
ク戦争中は防空能力を高め
るため、空中警戒管制機を
購入しようとした。

米石油会社の国有化も完了
し、また原油価格が高騰して
いたため、財政状況は良好
であった。

キャンプ・デーヴィッド合意
は、アラブ・イスラエル紛争
解決の枠組みとして不十分
であると感じた。

［第四章］
アラブ和平イニシ
アティブ
（2002年）

米同時多発テロによって悪化したアメリカ
との関係を改善するため、フェズ和平提
案よりもさらにアメリカの立場に近い中東
和平提案を発表した。

イラクなどの脅威に備えるた
め、アメリカとの安全保障上
の協力を必要としたが、米同
時多発テロの影響で、同国と
の関係が悪化した。

1983年から2002年まで（2000

年を除く）続いた財政赤字に
よって大きな債務を抱え、財
政状況は厳しかった。

オスロ合意をアラブ・イスラエ
ル紛争解決のための最初の
一歩として歓迎したが、その
後の中東和平プロセスの停
滞に不満を抱いた。

出来事 アラブ・イスラエル紛争に関する
サウディアラビアの政策

分析の視点
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参考文献 

190 
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‘Arbī 1402h/1982m”, in Dāra al-Malik ‘Abd al-‘Azīz (ed.), Al-Mamlaka al-‘Arabīya al-
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